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議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長挨拶 

  ３．審査事項 

   〔教育委員会事務局教育部〕 

    ・教育部長挨拶 

   〔教育総務課〕 

    予算審査 

    ・議案第１１号 平成２５年度那須塩原市一般会計補正予算 

   〔学校教育課〕 

    常任委員会審査 
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    ・議案第１１号 平成２５年度那須塩原市一般会計予算 

  ４．その他 

  ５．散 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○伊藤委員長 おはようございます。 

  早いもので、私たちが福祉教育常任委員会にな

り２年が過ぎようとしています。今定例会が最後

の委員会になりますが、委員の皆様におかれまし

ては、慎重に審査されますようお願いをいたしま

す。 

  それでは、今定例会における委員会の審査の方

法について申し上げます。 

  審査は、各担当課ごとに行い、それぞれ常任委

員会審査、予算審査、特別委員会第２分科会の順

に審査をいたします。審査の日程はお手元に配付

の次第のとおりといたします。 

  本日12日は教育部の審査とし、午後５時前に教

育部が終了しても保健福祉部は13日からといたし

ます。 

  今定例会で当常任委員会に付託された案件は、

条例案件８件、その他の案件３件、当予算審査特

別委員会第２分科会に付託された案件は、一般会

計及び特別会計の予算案４件でございます。 

  各委員には慎重な上にも自由闊達な審査をお願

いするとともに、円滑な進行にご協力いただきま

すようお願い申し上げます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育部の審査 午前１０時０２分 

○伊藤委員長 教育部の皆さん、改めましておはよ

うございます。 

  それでは、初めに山﨑教育部長からごあいさつ

をいただきたいと思います。 

○山﨑教育部長 （挨拶。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 それでは、教育総務課について審査

を行いますが、教育総務課については常任委員会

に対する付託案件がありませんので、予算審査特

別委員会第２分科会に切りかえ、審査を行います。 

  議案第11号 平成25年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部からの説明を求めます。 

  課長。 

○菊地教育総務課長 （議案第11号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

  金子委員。 

○金子委員 122ページの中学校耐震改修事業の中

の西那須野中学校仮設校舎ということで、これは

今、塩原中の仮設校舎をという話だったんです。

それちょっとどういうふうな形でどういうのか、

ちょっと理解できなかった。 

○菊地教育総務課長 申しわけありません。 

  例えば塩原中学校ですと、26年４月開校に向け

て小中一貫校の新しい３階建ての管理教室をつく

るわけなんですが、現時点では建てかえに伴って

敷地が同じところに建物を建てるということでし

かできないような状況でありまして、現場が。そ

れで、古い建物を壊すに当たっては、校庭の一角

に仮設校舎をつくって、子どもたちが一時的に、

新しい建物をつくる間はそこで勉強していただく

ということになるんです。 

  西那須野中学校につきましても、同じように現
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在の敷地に管理教室というか、教室をつくらなけ

ればいけないということで、やはり今のところ取

り壊すに当たっては、仮設の建物をつくって、そ

こに一時避難して、そこで勉強していただくとい

うような状況があるためでございます。 

○金子委員 塩原と西那須とは直接関係ないの。 

○菊地教育総務課長 関係ないです。 

○金子委員 両方書いてあったから。 

○菊地教育総務課長 ごめんなさい、同じような状

況です。 

○金子委員 わかりました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 73ページのところで、放射能対策事

業で、給食丸ごと放射性物質検査ということで、

昨年どおりということなんですけれども、これは

昨年どおりということは、検査に出すということ

ですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 そうです。毎週月曜から金曜

までの５日分を保存して、それを冷凍保存して、

それを委託業者に出して検査をしていただいて、

放射能の値を報告していただくというので、委託

料です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 今、保育園のほうはシルバーに委託

して、シルバーのところに給食の放射能測定器を

買って、シルバーに委託してするということで、

することに今度なるんだと思う、もう始まったの

かな。どっちかな。これ買っていないから、まだ

していないから、これからかな。買う発注をした

補正が出ていたと思うんで、それで、この小学校

のほうなんですけれども、実際に市民の放射能測

定の利用がすごく落ちているんですよ、今、市民

の。そうすると、４台あって、それの稼働率が物

すごく悪いんですよね。その辺のところで、小学

校なんかの学校農園の、昨年やっていましたよね、

持ち込んでね。それと同じように、給食を、機械

が今度だぶついてくるような私気がするんですよ。 

  そうしたときに、この委託からそこのそれぞれ

のところでね、生活課で市民の測定をして、それ

は自前でやって、それで、保育所なんかはシルバ

ーに委託でやって、それで今度は、この学校関係

は民間の検査業者に委託でやってということで、

この辺の３つを少し整理をするという、この委託

金額がだめとかということではないんですけれど

も、利用状況をあれして、３課でちょっと考えて、

それで、もう市民の測定の今の時期ゼロなんです

よ。１月、２月、３月。１月はもう本当に数件。

そういうシーズンだけでも、市民がこれから春、

家庭菜園のものができ始まるとどっと来るんです

ね。そのときだけは間に合わなければ外部に委託

したとしても、できないかなということをちょっ

と検討が加えられればと思っているんですけれど

も、いかがですかね。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 今…… 

○早乙女委員 即答じゃなくていいです、できるか

できないか。 

○菊地教育総務課長 考え方としましては、食材検

査だと簡易検査というような検査になりまして、

現在行っている丸ごと検査は、どちらかというと

より精密な検査ということで、保護者とか学校現

場とか、教育委員会としても、現在のやり方のほ

うがより安心というか、安全なことを数字でお示

しできるということで、25年度の取り組みという

ような考え方で進んでおります。 

  それで、今、委員おっしゃったように、行政の

対応がばらばらであるということは確かに考えな

ければいけないことだとは思うんですけれども、
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現時点においては、より正確な丸ごと検査を当面

続けていきたいというふうに教育委員会としては

思って予算を計上しております。ただ、今おっし

ゃられたようなことは、今後行政の内部で検討し

なければいけないと思いますので、そのあたりは

検討していきたいと思います。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 より正確にといっても、実際に簡易

型でしたとしても、県の農産物の測定なんかもそ

うですけれども、とりあえず簡易型でやって、何

かある程度高いものが出た場合のときに確定する

ためにそれを出すとかということで、普通の場合

のところでしたら、少し時間を延ばせばある程度

できますし、那須環境に出していたのかね、今ま

で。私も、簡易型でやって、那須環境でやって、

最初のころ両方確定していたんですけれども、そ

んなにびっくりするほどの機械の違いが出るとい

う、要するに時間をかけてどれだけやったかとい

う部分のところで、食べて危ないというような数

値が出るようなことはまずないですし、ここだけ

こんなに厳密にしなければならないなんていって

いたら、だったらほかの検査、それと同じ考え方

でやればって、安全だって言っている市がさ、こ

れだけ精密でというさっきの課長の答弁は、逆に、

だったらほかのほうをもうちょっとちゃんとやれ

ばというふうに思ってしまうので。その辺も十分

に検討してください。 

  それと、114ページのところで、学校給食の今

度、西那須野と同じところに委託して調理配送が

指定管理者でするということ、指定管理者ですよ

ね。じゃなくて…… 

〔「民間委託です」と言う人あり〕 

○早乙女委員 民間委託、こっちは、西那須野は指

定管理者。あの業者、両方民間委託なのね。指定

管理者でやっていたわけじゃないね。 

  そうすると、実際にこれ民間委託して、どれだ

け直営でやった場合とコスト的に比較して、大し

て変りないものなんですか。それとも、安くなる

から民間委託にするという、それか逆にどういう

メリットがあるということでなっているのか、や

ってみて、その辺どういうふうになっていますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 当初の私どものほうの算定で

は、おおむね年間2,000万ほど、人件費が主なん

ですけれども。予算的には2,000万ほど安く予算

がかからないというところで、効果はあると思い

ます。 

  あと、実際の安全な給食を提供するという部分

では、これまでも実績があるというところで、こ

れまで行政が行っていたものと変わらず、子ども

たちに給食が提供できるというところでは、変わ

らない業務をお願いできるというふうに考えてい

ます。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 あと、この民間委託というところだ

と、契約的には指定管理者だったら３年とか５年

とかということでするんですけれども、この民間

委託のときのこの委託の期間というのは、どうい

うふうに契約上はなっているんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 これもやはり長期契約になり

まして、５年間の委託契約でございます。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 ここの委託されている事業者、手広

く清掃から何から、図書館からやっている業者何

ですけれども、その業種によっては、結構ダンピ

ングをして、宇都宮なんかは結構仕事をたくさん

とっている業者さんなので、そこの安くなっただ

ろうなというのはわかるんですね。そのときに、

調理の質とかをどういうふうに確認を、要するに
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利用者満足度的に、子どもたちとか保護者とか、

そういうようなところに、直営でやらなくなった

ための利用者満足度みたいなものはとか、先生方

というのは転勤して歩きますので、結構自校方式

だの、小規模の共同調理だのというのですけれど

も、その辺のところの情報収集というか、利用者

満足度みたいなものは、ただ業者に安くなったか

ら委託したとかということだけじゃなくて、そう

いうことというのは考えていますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 一番、黒磯調理場はこれから

始まるんですけれども、現時点では同じ業者が西

那須野調理場を実際やっておりまして、調理場の

中でも場長がいて、２人の栄養教員がいるという

ことで、特に込んでいてとか、そういうつくり方

とかおいしさとか、そういうのを含めてすべてこ

れまでと変わらない状況でつくっているというこ

とであります。 

  それで、特にアンケート等は実施はしておりま

せんので、実際の子どもたちとか現場からの声と

いうのはちょっと聞かないんですけれども、逆に、

給食の学校の先生方の集まりの中では、実際行政

がやっていたものが民間にかわった時点で、学校

のほうではかわったこともわからないぐらい全く

同じものが提供されているというような認識があ

ったということは、会議の席でお聞きしました。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 あと、今、食育というものがきちん

と位置づけられていると思うので、そういう中で、

塩原は今まで自校方式でやっていて、とても食育

的な部分でするとメリットが大きい方式だったと

思うんですけれども、その辺の工夫というのかな。

委託してしまってあっても、その辺の工夫という

のは何かあるんですか。 

  栄養士というのは、県費の栄養士ですよね。だ

から、いつもここには賃金も何も出てこないのは

県費だと思うので、そこら辺もそうだったんです

けれども、県費の栄養士がいて、市の職員がいて

臨時さんがいてといって、もうみんなそれぞれ所

属するところが違うような勤務で学校給食という

のはやっていたもんですから、そういう中での連

携で、食育的なものを学校の現場ととるという部

分のところがとても求められていると思うんです

けれども、その辺、実際にどのようにやられてい

るかと、現在とかという部分のところは把握して

いますか。学校教育課じゃないとわからないです

か。 

○齋藤給食係長 食育に関しましては、それぞれの

調理場で栄養教諭、栄養士が年間計画をきちんと

立てまして、学校と連携しながら、直接学校のほ

うに指導に行ったりという形でやっているんです

けれども、もちろん単独調理校ですと、給食をつ

くっているその姿がすぐに目の前で見えるという、

そういう意味での食育のメリットというのもある

かとは思うんですけれども、調理場につきまして

も、調理場の職員、例えば場長とか調理員ですと

か、栄養士ですか、直接学校に来て子どもたちと

一緒に給食を食べながら、いろいろ給食に関する

お話を聞いたり、生の意見を聞いたりという、そ

ういう機会もたくさん設けていますので、つくっ

ている姿はちょっとなかなか見えないかとは思い

ますが、そういう意味での食育はされているかと

思っています。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 昔、共同調理方式じゃなくても、親

子方式的に、小さなところだったら、高林あたり

だったら、あの地域のところで小規模のやってい

た時代があって、そうすると、地域のところでと

れた農産物が入れられていたということなんです

けれども、今はある程度地産池消と言われて、学
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校給食の中に入っているとは思うんですけれども、

やっぱりそれはある程度、生産組合、量が確保で

きないとなかなか入れられないで、だれだれのと

ころのおじいちゃん、おばあちゃんがつくったの

が持ち込まれたとかというような、そういう食育

につながっていくようなことからというのは、こ

ういうふうにだんだん大きくなっていってしまう

と無理だと思うんですけれども、そこら辺の工夫

を忘れないでしておいていただきたいなというふ

うに思います。 

  それとあと、次、119ページのところで、小学

校管理運営事業ということで、先ほど、昨年より

280万ふえたという言い方をしたような気がした

んですけれども、というのは、ただ昨年、2,800

万か、ふえたと言っていたんですけれども、これ

というのは、昨年度骨格的予算と比較しての金額

という意味ですかね。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 そうですね。今年度１億

5,001万で3,022万8,000円ふえたということで、

この主な理由としましては、事業費、消耗費、燃

料費、食料、こういうものがトータルして約

2,800万ほどふえているということで、おっしゃ

るとおりでございます。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 そのほかに施設の整備とか、管理運

営もそうなんですけれども、昨年骨格的予算で、

それで途中で補正補正で戻していったと思うんで

すけれども、それよりも今年度は、去年はなぜ、

骨格的予算ということがあったので、その後の補

正でもなかなか戻せなかったというものもあった

と思うんですけれども、今年度は現場のところで

必要だと思うような需用費とか、あと、施設の整

備などで、きちんと上げてきたものがきちんと予

算になっているんですよねって本会議場で確認し

たら、なっていますと言ったんですけれども、そ

の辺のところで、あそこでは大きなことしか聞け

なかったんで、細かい部分のところで、現場で上

げてきたんだけれども、これは削ったと、これは

緊急でないので削ったというものというのは、何

か大きなものでありますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 ありません。 

○早乙女委員 じゃ、いいです。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○早乙女委員 はい。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございますか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 あと１つ、ごめんなさい。 

  120ページのところで、小学校教育活動費のと

ころで、市採用の教員ということで１億5,485万

円が賃金として計上されていると思うんですけれ

ども、この中で、私どうしてもわからないんです

けれども、日光とかあの辺の新聞記事とかいろい

ろ読むと、この支援学級に配置されている先生が

どうも県費のような感じなんですね。支援学級に

配置されている先生が県費で配置されているとい

うようなものなんですけれども、県費で加配して

いるのか、それとも普通学級への、通級じゃなく

て、普通学級に在籍している子どもに対する加配

で、県費でしている話なのかということで、那須

塩原の場合は加配で先生が県費で来ているという

ことはどこにもないんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 県費で来て、県費の加配で来

ている先生はおります。ただちょっと今どこにい

るか、調べは…… 

○早乙女委員 それはいいです。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 そのときに、その加配で来ている先
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生だけでは十分な人員配置ができないので、小学

校の教育活動費の中で賃金として支援学級にも市

の採用の教師、要するに35人学級にする部分のと

ころでも、ある意味、支援学級的な意味合いもあ

っての加配ということも含まれるというふうに解

釈すればいいですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 そう理解していただいて結構

です。 

○早乙女委員 いいです。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それでは、早乙女委員のきのうの質疑

でも、また先ほどの質疑の中にもあったんですけ

れども、最初に、菊地課長のほうの説明で、今回、

通常経費に関して言うと、過去３年の平均をとっ

て今回つけたという説明があったんですが、その

点について、では、平成24年当初において骨格的

予算、その後６月、一部９月については肉づけ予

算という形をとったわけですけれども、その考え

方で予算づけをしたものと、今回の平成25年度の

当初の予算づけというのは、ちょっと違う気がす

るんですね、考え方自体が。ということは、その

辺の方針というのが変わったのか、ちょっと詳し

くお聞かせを１点願いたいと思います。 

  それと、学校給食費の中の今回新規ということ

で、ノロウイルス検査、大体88万という説明をい

ただいたんですが、これ具体的にどのように行っ

ていくのかを聞かせていただきたいと思います。 

  それから、小学校、中学校の耐震が今後も進ん

でいくわけですけれども、その耐震でよく問題に

なるのが、これは一般質問等でも何度も出されて

きていますけれども、非構造物と言われる、例え

ば明かりであったり、天井なんかもそうだと思う

んですが、その対応については、今回の補強工事

等では考えられているのか。また、新規のもので

校舎も建てるし、体育館も建てられているわけで

すけれども、そういったところの耐震はもう既に

スタートしてあるのか、あわせてお聞かせくださ

い。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 ３点お尋ねありまして、まず

予算立ての今年度は、25年度予算は24年度と方針

が変わったのかというところで。 

  予算立ての考え方自体は、24年度当初と25年度

も変わってはいないと思います。ただ、24年度に

つきましては、当初骨格的予算ということで予算

立てをしたものの消耗品が３割カット、３割とり

あえず減らすとか、光熱費２割、燃料費２割とか、

そういう考え方で、実際数字を減らしただけなも

のですから、基本的には必要なもの、必要なもの

は現場から上げていただいて、それについて予算

を積み上げていくという考え方については、基本

的には変わらないというふうに考えております。 

  あと、ノロウイルスにつきましては、これにつ

きましては特に検査の時期につきましては、これ

がふえる10月から３月までの６カ月間、毎月これ

は調理員の検査を行うというようなやり方をして

おりまして、委託するに当たっては、これ現在は

未定なんですが、例えば専門機関があるんですけ

れども、前段として、その県の保健衛生事業団、

そういうところに委託をして、そこが専門の調査

をするところにお願いをするというような、そう

いうことで検査をするような予定になっておりま

す。 

  耐震の部分で、天井とか明かりとか、そういう

部分の耐震の対応を考えているのかというところ

ですよね。これは整備推進室長のほうからお答え

いたします。 

○釣巻教育総務課学校整備推進室長 先ほど耐震改

修にあわせて非構造物の対応をしているかという
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ふうなことだったんですけれども、耐震補強にあ

わせて、そのようなものも対応しております。 

  それと、例えば天井については、大構造物のつ

り天井があれば、それらを取り外して、構造的に

変えたり、あと、窓ガラス等についても飛散防止

フィルムを張ることによって対応しております。 

  あと、新規のものについてはどのようにしてい

るかというふうなことでしたけれども、新規に改

築等を行っている場合、これについては、もちろ

ん新耐震基準で設計しておりますし、先ほど言っ

た非構造物についても落下等しないような形で設

計はされております。窓ガラスについては強化ガ

ラスをですね、外部に面するガラスについては強

化ガラスを用いて、耐震上だけでなく、追突等に

よるけがとか、あるいは竜巻、突風等による飛散

も含めまして、強化ガラスを使用するなどのよう

な対応をしております。 

  以上です。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それでは、通常経費の部分なんですが、

平成24年度は骨格的予算ですから、当然大幅に、

平成23年度と比較すると予算としては減ったわけ

ですよね。ちょっと23年度予算書を持ってきてい

ないんでわからないんですが、23年と比較して今

回の25年度、新年度予算というのは、増減でいう

とどうなったんでしょうか。例えば24年と今回の

当初、25年度を比較すると、教育費全体では

12.4％の増になっているわけですね。今回の見直

し等も含めて、23年と25年の比較でいうと、予算

額としてはどういう変化があったのかをちょっと

お聞かせ願いたいと思います。 

  それから、ノロウイルス検査に関して、これは

10月から３月までということなんですけれども、

わからないんで聞くんですけれども、これ毎日行

われるということなのか、それともやはり週に１

回とかそういった形でやるのか、お聞かせくださ

い。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 申しわけありません、23年度

予算とのちょっと、資料はあるんですが、ちょっ

と比較をしたものが現在ないので、ちょっとこれ

後で比較表、資料をつくってお渡しするというこ

とでよろしいでしょうか。 

  あともう一つ、ノロウイルスの検査につきまし

ては、月１回。 

○伊藤委員長 よろしいですか。じゃ、質疑の途中

ですが…… 

〔「終わっちゃおう、これ」と言う人あ

り〕 

○伊藤委員長 終わっちゃう。 

  それじゃ、吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、ノロウイルス、88万で６カ月間

ですよね、そうするとね。やるということは、10

月から３月までですから。月１回ということはか

なりの委託料、１回の委託料が大きいんだなと、

10万以上の委託料がかかるということになるわけ

ですね。これは、やはりあれですか、専門機関が

非常に少ないということもあるんで、委託料とし

てはちょっと高額なような気がするんですが、そ

ういった理解でよろしいんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 特に、実際にほかの検査と比

べては割高だというのはあると思いますけれども、

ちなみに内容を言いますと、そうですね、ほかの

腸内検査とか、細菌検査、個人の検査と比べると、

一応予算上では、見積もり上なんですが、１人

5,000円、それが各調理場ごとに20人とか30人と

かといますので、それを掛ける６カ月ということ

になると、やはり60万から、人数によっては80万

という金額になってしまいます。 
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  ただ、これはこの後、入札なり見積もりをかけ

れば、金額は多少は変わるとは思うんですけれど

も。 

○伊藤委員長 質疑の途中ですが…… 

〔「委員長、簡単なやつだからいいでしょ

う、聞かせてください、簡単なやつ」と

言う人あり〕 

○伊藤委員長 ちょっと私もありますんで、10分間

休憩をとります。 

  開始時刻が11時10分からとします。すみません、

それじゃ、15分にします。 

 

休憩 午前１１時０４分 

 

再開 午前１１時１５分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

○君島委員 じゃ、すみません、単純なやつ、３つ

お聞きします。 

  歳入で財産収入で不動産…… 

○伊藤委員長 資料何ですか。 

○君島委員 資料19ページです。 

〔「執行計画」と言う人あり〕 

○君島委員 執行計画ですね、19ページです、すみ

ません。 

  16款１項１目の中の不動産等貸付収入というの

は、これは何を貸しているのかというのが１点で

す。 

  あともう１点が113ページで、森林国営保険と

入っているんだけれども、どこか学校林がまだ残

っているのかどうかということが２点目です。 

  ３点目は、学校給食単独校管理事業の中で、賄

い材料費というものがないんですけれども、単独

校の賄い材料費というのはどこから出してどうい

う形になっているのかという３点だけちょっとお

聞きしたいんですけれども。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 それでは３点お答えいたしま

す。 

  まず最初の歳入16款の財産収入、教職員住宅の

貸し付け24万の部分ですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○菊地教育総務課長 これは塩原にある教職員住宅

と言っているんですが、あそこは何ていう場所な

んでしょう。 

〔「あれですね、マンションですね」と言

う人あり〕 

○菊地教育総務課長 そうです。マンションの部屋

料です。 

  ２点目の学校林、これは塩原小学校の学校林の。 

  給食単独調理校賄い材料がないということなん

ですが、これは会計が公会計ではなくて、私会計

で市のほうに入ってこないものですから、この予

算のほうには反映されていないということでござ

います。 

○君島委員 わかりました。いいですよ。 

○伊藤委員長 ここで進行を副委員長にかわります。 

○櫻田副委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員長 私は、スクールバスの運行事業につ

いてお聞きします。 

  117ページです。 

  大分スクールバスも古くなってきたという話が

ございますよね。それで今回、点検整備について

240万からのお金がかかります。これはこのバス

というものはいつのころかえるとか、そういう部

分ではないんでしょうか。 

○櫻田副委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 スクールバスにつきましては、

当面はちょっと現行のままでいくんですが、実は
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学校の統廃合との絡みもありまして、この前の議

会の一般質問のほうでも、高林地区とか、その後、

鍋掛地区、そして関谷地区のほうでも統廃合が進

みますと、当然市でバスを購入して運転手を雇用

してというような、そういうやり方よりも、むし

ろすべてバスは民間委託で、委託にしようという

ようなやり方のほうがより現実的で経費的にも、

管理費とかそういうものがなくなるもんですから、

いいんじゃないかということが考えられます。で

すから、そういうことも含めて今後検討していか

なければならないので、その中で検討していきた

いと思いまして、当面は現在のようにちょっと直

しながら使うということを考えております。 

○櫻田副委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員長 それでですね、一時よりはこの利用

する子どもたちが若干少なくはなっているとは思

うんですが、今のこの利用率というものをちょっ

とお聞きしたいと思います。というのは、人数が

何％ぐらいになってしまったとか。 

○櫻田副委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 ちょっと現在手元に資料がな

いんで、今、塩原は１ルート、上塩原のほうから

乗っておりますけれども、乗っている児童数がど

れぐらい変化しているかというような、それちょ

っとすぐ調べまして後でお答えしたいと思います。 

○櫻田副委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員長 ちょっと皆さんにお聞きしたいこと

があるんですが、実は、スクールバスの発着場の

ことについて、一部地域から要望がございまして、

発着場を今の発着場じゃなく、ちょっと移動でき

ないかと、ちょっと場所を変えられないかという

ような要望がありまして、そういうことというの

は可能なんでしょうか。 

○櫻田副委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 その発着場がどこにするかと

いう、変更するとかという決め方なんですが、も

ともとは保護者の方と、あと学校で通学ルートと

いうのがありまして、そのスクールバスに乗る方

が地図上にどこにいるかというのを落として、一

番効果的なというか、一番みんなが集まるのにい

い場所を選定しているわけなんです。選定に当た

っては、距離もそうですけれども、大型バスが発

着できるとか安全に運行するために、そういう場

所も安全な場所であるということも確認しなけれ

ばいけないので、このあたりについては、まず保

護者と学校のほうでまず話をしてもらって、当然

私どもの担当も入って、その中で協議をして、あ

とは実際に乗りおりする場所が変更するというこ

とであれば、実際に走らせてみるなど、その安全

確認をしてから、変更する場合にはそのような手

順を踏んでやるべきだと思っております。 

  ですから、変更できないということではありま

せんけれども。 

○櫻田副委員長 委員長。 

○伊藤委員長 わかりました。 

  じゃ、変更ができないということではないんで

すね。 

  それでは、例えばバスは大きいものですから、

道が狭ければできないですよね。そういうときに

は、待避所とか、そういう部分をつくっていかな

くてはならないと思うんですが、その決めという

ものはあるんでしょうか。例えば何百メートル置

きにそういうものをつくるとか。 

○櫻田副委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 特に決めというのはないと思

います。 

○伊藤委員長 それじゃ、決して不可能ではないと、

話をすれば、そのきちっとね、地元の人、父兄と

か市役所のね、それを話をすれば、決して不可能

なことでもないという認識でよろしいでしょうか。 
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○櫻田副委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 基本的にはそうです。地域の

合意というか、そういうのがあって、皆さんが、

乗る方がそういうことで合意形成ができていれば、

それは変更できるんじゃないかなというふうに考

えております。 

○伊藤委員長 わかりました。 

○櫻田副委員長 引き続き副委員長から委員長に交

替します。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第11号 平成25年度那須塩原市一般会計予

算を原案のとおり可決すべきものとすることにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第11号は全員異議なく可決すべき

ものと決しました。 

  それでは、以上をもちまして、教育総務課の審

査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩いたし

ます。 

 

休憩 午前１１時２４分 

 

再開 午前１１時２９分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３６号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 それでは、学校教育課所管の常任委

員会審査を行います。 

  議案第36号 那須塩原市塩原地区高校生通学支

援事業基金条例の廃止についてを議題といたしま

す。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○菊池学校教育課長 （議案第36号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 これ、合併協議の中で決まったこと

だと思いますけれども、合併協議のときにこうい

うやり方でこういうふうにして、最終的には基金

がなくなったら終了するということで合意をとっ

た内容どおりに大体進んで終了するというような

ことになるんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 今、委員ご指摘のような状況

で、さらに１年延びたという現状があります。 

  以上です。 

○早乙女委員 大丈夫です。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑ございませんか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 参考のためになんですけれども、この

ときの基金というのはどこから出た基金なのかと
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いうことと、あと、合併当時の人と今実際に子ど

もがいる、現実ね、通学させている人とは違うと

思うんですけれども、その人たちがどんなふうに

思っているかというのがもしあれば教えてくださ

い。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 合併前の塩原町高校生通学事

業条例というものがありまして、ここから引き継

いだものが7,000万円で……。 

○伊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 基金の中で元手が、個人がね、資産家

が出したとか、その市民の要望があって町の時代

に予算をとったとか、その辺の最初の原資の話。

そのどうしてやったかという。 

○伊藤委員長 課長。 

○渡邊児童生徒サポートセンター所長 この基金の

原資なんですが、これにつきましては、当時、香

典返しの廃止というような形の流れがありまして、

今までは品物をお返ししたという、年々金額がか

さんでくるということがあったもんですから、そ

れをなるべく抑えようというようなことになりま

して、そのかわりといいますか、一応包んできた

人のお返しに、それをはがきにかえる、あるいは

安いものにかえて、今度はそのなんですか、余っ

たものといいますか、もし参加すれば。それを育

英会のほうに寄附しましょうという、その育英会

に寄附されたものが原資となってこういうふうな

通学費のほうに充当したという、そういういきさ

つですね。 

○伊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 高校生が使用、私は西那須野ですけれ

ども、あそこから来る高校とか、また高校に行く

のがとても大変だろうと思いますけれども、塩原

のその親御さんたちが通学費に負担が重いと感じ

て、何とか基金をつくってくれといってできた基

金ではないんですね、スタートはそうするとね。

何かそんなふうに思ったので、それが一応わかり

ました。 

  以上です。 

〔「委員長、だめですかね、  が違うん

ですけれども、ちょっと。基金のその原

資が違うんで」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 だめです。 

〔「わかりました」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ほかにございませんか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 違う、もう１点聞いているんだ。２点

聞いたんで、もう一つのほう。 

○伊藤委員長 それじゃ、もう１点のほう、執行部

でお願いします。 

  課長。 

○菊池学校教育課長 今、鈴木員さんのほうから質

問がありました。やはりもちろんそういうことで、

希望する保護者ももちろんいます。ただ、この基

金を続けるに当たっては、このほかの地域との平

等、公平性を保っていかなければならないもんで

すから、それを考えますと、相当対象する生徒が

多くなってしまうということで、基金の財源が非

常に厳しくなるということで、現在のところ、こ

の後続けるということは考えていないということ

で、理解をいただきたいところです。 

○伊藤委員長 それでは、ちょっと暫時休憩いたし

ます。 

 

休憩 午前１１時３５分 

 

再開 午前１１時３７分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 
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  ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第36号 那須塩市塩原地区高校生通学支援

事業基金条例の廃止についてを原案のとおり可決

すべきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第36号は全員異議なく可決すべき

ものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 それでは、ここで福祉教育常任委員

会を予算等審査特別委員会第２分科会審査に切り

かえます。 

  議案第11号 平成25年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○菊池学校教育課長 （議案第11号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 115ページの一番下の301事業なんです

けれども、謝礼だとすると、約300万というのは

大きいのかなと思うんですけれども、内容と必要

性はどんなことなのか、もうちょっとご説明いた

だけるとありがたいんですけれども。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 この新規の早期教育相談支援

コーディネーター関係ですけれども、これは国の

ほうの事業でありまして、120万、これが国のほ

うから来ているものであります。あとは、就学指

導関係の部分で、大きい部分については外国人児

童生徒教育相談謝礼ということで、これが73万程

度あります。あとは、教育分の研修講師謝礼にな

っておりますね、43万5,000円程度。 

○伊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 国が予算をとる目的、必要性、それと

このコーディネーターの方たちは具体的にどうい

うことを目的として事業として話をするのか、何

かやるのか、そのあたりだけもうちょっとお伺い

できますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 早期教育相談支援体制構築事

業ということで、国のほうから事業を本市で委託

を受けてやるわけですけれども、本市はご承知の

とおり、不登校の児童生徒が非常に多い状況にあ

ります。早期なもんですから、小学校へ入学する

新就学児に対する相談活動を重点的にやりまして、

それについて、やはり入学当初から子どもたちの、

子どもだけではなくて保護者に対する対応をして

きたりということで考えております。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  金子委員。 

○金子委員 117ページの外国語教育推進事業、外

国語指導助手８名と、それのちょっと中身という

か、それと、その下の教育相談員の８校から10校

ということなんですけれども、それもちょっと中

身と、それから、124ページ、中学生海外派遣研

修事業の中身と、それちょっともう少し説明をお
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願いします。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 それでは、まず117ページの

60事業、外国語教育支援事業についてですけれど

も、外国語指導助手、これは現在本市で単独採用

をしておるんですけれども、そのうち10名のうち

８名がアパートを借りております。その方々の、

まず市のほうで賃借料の部分での補助になります。 

○金子委員 すみません、その中身といったのは、

その８名が例えばどこの中学、学校とかそういう

…… 

○菊池教育総務課長 全中学校です。 

○金子委員 全中…… 

○菊池学校教育課長 つまり本市は10中学校区なん

ですけれども、その10名ですので、１つの中学校

に１名配置されております。 

○伊藤委員長 金子委員。 

○金子委員 それと、小学校も行くというのも聞い

ていますけれども、その辺のところは。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 同じように、時間数は減るん

ですけれども、小学校の３年生、４年生につきま

して、本市は文科省から教育課程特例コースとい

うことで申請をいたしまして、全小学校25校に奨

学３年生、４年生の英語活動を実施しております。

これは年間20時間。そのための指導に当たってい

ただいています。よろしいでしょうか。 

○金子委員 わかりました。 

○菊池学校教育課長 それと、子ども教室相談です

ね、これについては、現在小学校８校、それから

中学校３校に配置しております。ごめんなさい、

小学校が５校で、中学校３校で、すみません、今

現在８校ですよね。─小学校にまず８校配置さ

れているんです。そのうちの、次年度は２校をふ

やして10校にしたいというふうに考えております。 

  これはスクールカウンセラーとは違いまして、

市のほうで相談業務に非常に関心のあるというか、

力のある方を採用いたしまして小学校に配置して

おります。 

○伊藤委員長 金子委員。 

○金子委員 これはどういう形で子どもたちと接す

ることになりますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 各学校で相談室というのがあ

りまして、そこに支援員の方が入っていただいて、

週２回なんですけれども、そこで相談を受ける。

相談を受けるというか、話し相手になったり、悩

みを聞いたりするということになっております。 

○金子委員 わかりました。 

○菊池学校教育課長 それと、124ページのすみま

せん、海外派遣具体的には次年度、オーストリア

からのホームステイが２年間ちょっとこの震災の

ために中止になっておりました。それが今回８名、

オーストリアから受け入れになります。それから、

例年やっております本市のほうからオーストリア

に派遣する39名程度の生徒の派遣関係の事業にな

ります。 

○金子委員 はい、わかりました。了解。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 まず、73ページのところで、放射能

対策出前事業の資料作成ということで、これの資

料というのは、どなたがどういう資料をおつくり

になるんでしょうね。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 現在、広域圏のほうで研修を

受けてきた職員、３日間、先週受けてきたんです

けれども、うちの職員が基本的には原案をつくる

んですけれども、本市のアドバイザーで鈴木元先

生等の協力を得ながら、そして市の除染センター
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で出しておりますハンドブックなんかも活用しな

がらつくっていきたいと考えております。保護者

向け、児童向け一緒のものです。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 鈴木元先生は、このぐらいのところ

だったら安全だということでしていて、それを市

民に徹底するという場になりかねないということ

と、やっぱり予防的に、今まで経験したことのな

いものを安易に安全と言っている方だけの監修で

つくるということで、本当にいいのであろうかと

いうことよりも、その内容を相当精査しないと、

あと放医研でやる、自体も、やっぱり国の推進し

ている機関がつくっているところの意見ですので、

私は木村先生たち、議会で勉強会をしたときの木

村先生たちがつくったテキスト、放射能になんか

負けないぞというテキストを、これは福島県の現

場の先生と木村真三さんが監修してつくった本な

んですけれども、気をつけなければならない、要

するに子どもたちがどういうふうに生活していっ

たらいいだろうか、どういうふうに捉えたらいい

んだろうか、ただただ安全だと、こういうものだ

ったら安全だという観点ではなくて、どういう配

慮をしたらいいのかということを考えてつくられ

ていて、子どもにも保護者にもわかるようにつく

られているなというふうに思ったんですけれども、

そういうようなものがきちんとつくられてくるの

でしょうか。 

  ほかの市町村でも、このたぐいのものがとても

問題になっているんですね。要するに、安全だと

いうために、また国はこういうものを文科省が中

心になってやっているということで、各地域で。

鈴木元さんが、何で除染こんなに受けないんでし

ょうねと言っていたと保護者の方が、だって先生

が安全だ、安全だと言っているんだもん、だれも

ホールボディカウンターにしろ、ガラスバッジに

しろ除染にしろ、受けないでしょう、何もしなく

たっていいと思っちゃうでしょうというのを保護

者から聞いていたので、またそれに拍車をかける

のかなというふうに思いますので、この内容を相

当注意して、特定の方に偏った監修だけじゃなく

てやっていただきたいなというふうに思いますの

で、それは、その資料。あと、そこに、本当に保

育園あたりに行ってから、どういうふうに研修を

受けてきたらどういうふうに言うかというのは何

か想像できるようなんですけれども。子どもたち

が危なくないような生活ができるのに少しでも役

に立つような研修だったらいいんですけれども、

そうじゃないならちょっと弊害があるなというこ

とは頭に入れておいてください。 

  116ページのところで、先ほど早期支援コーデ

ィネーターの話が出ていましたけれども、要する

にこれというのは就学指導なんかのところでとい

うことを思っていたので、就学指導委員会なんか

だと、障害を持った子どもたちの振り分けをよく

するというところで、私なんか半分目のかたきに

したくなるような就学指導をされた時期もあった

んですけれども、今は当事者と保護者との意見を

尊重してというふうに、昔のように、あなたはこ

この学校に行きなさい、地元の学校じゃいけませ

んという押しつけはしなくはなったんだとは思う

んですけれども。 

  それと、このさっき不登校だけということのよ

うに聞こえたんですけれども、早期支援コーディ

ネーターというのは、障害を持ったお子さんたち

とか、そこら辺のところにもこれはかかってくる

んですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 先ほどちょっと説明が不足し

て申しわけありません。 
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  本市の課題の中にある不登校対策というのは非

常にあるのはご承知かと思うんですけれども、そ

の一つの要因として発達障害に起因する集団への

不適応なんかも考えられる。もちろん今、委員さ

んがおっしゃいましたそのほかの部分という、本

来そちらのほうが大切だと思うんですけれども、

やっぱり発達障害ではなくて就業支援が必要な児

童生徒を早期から相談を受けるという形で、本市

の場合には両面を考えて導入しようと考えていま

す。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 そのときのだれがこれを受けるかと、

相談支援員になる人がだれなのかということによ

って、大阪なんかも早期から大阪の大東市なんか

は早期から相談を受けて、要するに就学する前か

ら、この子にとっての適切な学校はどうなんだろ

う、入学する前にハード面はどういうふうにした

らいいんだろとかというのまで含めて、早目に相

談体制があるんですね。そういうものだったらい

いんだけれども、単純に振り分けするような、単

純な支援という名前をかりた振り分けにはならな

いだろうなということは、どういう意図を持って

だれを配置するかにすごくよるもんですから、ネ

ーミングはいいんですけれども。そこら辺はもう

具体的には考えているんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 まず具体的というと、まず本

市の取り組みとして、今年度、平成24年度に特別

支援教育担当の指導主事を１名配置しました。そ

の職員は現場で特別支援教育を実際長年やってき

た職員です。同じように、就学指導に当たっては、

やはり専門的な知識とか経験が必要でありますの

で、今現在考えているのは、今まで特別支援学級

とか特別支援教育に従事した元教員という形を考

えております。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 そのときに、やっぱりどうしても昔

の養護学校、あと特学と言われたところに振り分

けをしていったのになれている人ではなくて、新

しく、要するに統合教育、障害者の権利条約をな

かなか批准できないこの国は、もしかしたらその

辺もネックになっているんだろうかなという、統

合教育への道がなかなか閉ざされてしまっている

ので、かなという思いも私なんかはあるんですけ

れども、その辺のところを本当に選択するのは当

事者だということ。それで、完全参加であって、

完全平等だという部分のところを忘れないような

人にしていただきたいというふうに思います。 

  それとあと、120ページのところで、教材備品

なんですけれども、これ理科教育のためというこ

とで、今現在の理科系離れというかね、進学が。

それなので、小さいうちからということでこれは

理科教育のためなんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 現在、文科省のほうでこの理

科教育関係の支援は非常に重要視しておりまして、

その予算を─じゃ、すみません、補佐のほうか

ら。 

○阿見学校教育課長補佐 もちろん国のほうでこと

しですか、学習状況調査の中へ理科を入れたりも

していますけれども、そういったことを含めて、

やはり学校の現状として、理科教材の整備がなか

なか進んでいないという現状がありますもんです

から、今年度の緊急経済対策のほうでは100億円

という形で、大幅に通年よりも大きな予算を通し

ていただいたところです。 

  本市の現状を見ますと、理科教材については、

小学校は昨年度末で約36％、中学校は33％という
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ような整備率になっているもんですから、やはり

補助金をいただける状況にあるということで、大

幅にといいますか、予算を計上させていただいた

ところです。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 私、理科離れというかのことで、少

し小学校から対策をとっているのかなと。大学な

んかも、結構予算つくようになっているんですよ、

研究事業とかに。大学じゃなくて、大学を目指す

ために高校に相当、理系のもののところだったら

お金がつくというふうに言われてきているんで、

もしかしたらそれの一環で小学校までオーケーに

なってきたのかなというふうに思ったんだけれど

も、それとはまた別なんですね。 

○阿見学校教育課長補佐 ではないです。もともと

この補助金は小学校、中学校変わりなく対象にな

っております。 

○早乙女委員 あと、124ページの中学生海外研修

事業のところで、８名の受け入れはわかります。

それで39名の派遣をするということで、これなん

かは、派遣をするときには、この交付金の中の経

費的には39名のこの派遣費用というものをこの実

行委員会に出して、実行委員会のほうで全部やる

という形になるんだと思うんですけれども、この

実行委員会を実際に担うというのは、教育委員会

が担うんですか、それとも学校の先生も入るんで

すか。そこら辺は。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 まず初めに、保護者の負担が

10万円をしております。この事業の中にやってい

ます。あと、実行委員ですけれども、教育長を長

としまして、部長、それから私たち課長、それか

ら各学校の校長全員、派遣する、引率する教員が

メンバーになっております。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 実際にそういう人たちで実行委員会

を組んでいて、実際に派遣するときには、子ども

だけで行くはずはないので、派遣のつき添いとい

うか、それは中学校の先生とか、教育委員会でも

行くんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 団長を校長先生１名、それか

ら引率の教員、これは現場の教員ですけれども、

３名、それとあと、教育委員会職員２名で構成し

ております。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 そうすると、この経費はどこから、

この中からやっぱり出るんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 そのとおりです。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 そうすると、このときの経費という

のは、自己負担なしで丸々出るんですか。 

○菊池学校教育課長 教員のほうですか、派遣のほ

うですか。 

○早乙女委員 教員と団長と職員の部分は。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 そのとおりです。 

○早乙女委員 わかりました。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○早乙女委員 はい。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それでは、116ページの学校運営  

費ということで、新規で今回、論理力育成のため

の研修会ということなんですが、何かよく言葉と

してはわかるんですけれども、これを導入する目

的と、それから対象、講師、  をお聞かせ願い

たいと１点思います。 

○伊藤委員長 課長。 
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○菊池学校教育課長 論理力育成、非常に簡単な言

葉で申しわけございません。実際、現在の学習指

導要領でコミュニケーション能力、言語能力の育

成ということを、日本人の非常に弱いところ、劣

っているところをやはり考えていかなければなら

ないということで、まずこれは教職員にそういう

ふうな論理的思考力をするためのノウハウという

か、そういうものをまずきちんと持ってもらおう

ということで、今現在、講師を選定中です。候補

者はいるんですけれども、やはり何名、何ていう

んですかね、より実行力のある方にお願いしよう

と思っているもんですから、今選定中です。 

  以上です。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 中身はわかりました。 

  そうすると、これは１回限りの研修会というこ

とになりますよね。例えば文化会館等に先生方集

まっていただいてやるような、そういった形を考

えていらっしゃるということでよろしいんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 そういう方法と、それからあ

とは、まず先生を呼んで、考え方を聞くというこ

とも考えているんです。選定する段階で、結局い

ろんな方がやっぱりいらっしゃるんですね。そう

すると、本来この中学校、あるいは小学校、つま

り義務教育の中で論理的な思考力を高めるために

どういう先生がいいのかということで、今両面で

検討しております。 

  以上です。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 了解しました。 

  じゃ、続きまして、18ページ、メープルの件な

んですが、今回新規で車両を280万円ということ

で購入をするわけですね。この車両の運用の仕方

についてお伺いをします。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 まず、このメープルにつきま

しては、利用者については非常に宿泊の数よりも、

どちらかというと日帰り体験が非常に多くなって

きております。その子どもたちの送迎ということ

も考えておりますし、それから活動についても使

います。 

  以上です。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうしますと、車両としては、この予

算額からすると、ワゴン車ということに当然なる

だろうと思うんですね。運用の仕方としては何か

あれですか、じゃ、日帰りで利用されるというこ

とは、各不登校の子たちの家庭に送り迎えをする

というような形をとろうとしているということで

すか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 自宅ではなくて学校をまず起

点として考えてきております。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、保健室登校しているような子ど

もたちが対象という理解でよろしいわけですね。 

○菊池学校教育課長 はい。 

○吉成委員 了解しました。 

  次に、112ページで、これは小学校活動費も、

それから中学校活動費も新規として入っているわ

けですけれども、小規模の特認校に対する支援事

業ということで、１校50万円を考えているという

話でありました。６校、それから１校ということ

ですけれども、これ実際には各学校で何かアイデ

アを出していただいて、それに対して出すという

ことだと思うんですが、その辺のもう少し詳しい

中身について説明いただければと思います。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 これにつきましては、もちろ
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ん学校を中心としているんですけれども、やはり

地域の住民の方々の代表者の方もいらっしゃいま

す。そういうことで推進委員会をつくっていただ

いております、現在。その推進委員会の中で、じ

ゃ、特色ある学校をさらに進めていくために、こ

の基金の交付要綱をつくってあるんですけれども、

その中で、まず目的については、児童生徒の拡大

を図る目的。まずこれが第一条件と。それで、そ

の中で具体的にどんなものに使うのかということ

で、現在本市で進めているもので、学校活性化創

造事業補助金があります。これを進化させるため

の事業。それから２つ目は、学区内外の自然や人

材の資源を活用して行う事業。それとあとは、留

学児童生徒数の拡大を図るものとして、教育委員

会が認める者という、一応３つ、その要件を出し

ております。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 要綱までつくっているわけですから、

それに見合ったものが各学校で当然上がってくる

んだと思うんですけれども、その推進委員会です

ね、実際に推進委員会が、地域の方も含んで組織

されているというお話なんですけれども、あれな

んで、活動的には年に何回もの会議を開きながら

現在までもやってきているということなのか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 もちろん各小規模特認校、学

校別に回数は違いますけれども、少なくても年３

回、多いところでは５回、６回とやっております。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 学校評議員制度なんかとの違いという

のはどこにあるんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 学校評議員は、あくまで学校

の経営に対して意見を聴取する立場ですので、校

長がその評議員を招集しますので。ただ、この小

規模特認校に関する推進委員会は、あくまで学校

を中心とした推進委員会の委員長さん、学校長で

ある場合もあるんですけれども、ほとんどＰＴＡ

会長さんとか、地域の自治会長さんの代表の方と

か、いろんな方がいらっしゃるもんですから、そ

の方が招集するという形になっております。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 了解しました。 

  じゃ、最後に１点。 

  ちょっと戻ってしまいますけれども、120ペー

ジの、やはり小学校教育指導事業の251事業の中

の社会科副読本を新たにつくるとういうことなわ

けですけれども、これはもちろんよりこの地域を

子どもたちに知ってもらおうということでつくる

教材だというのはよくわかるんですが、どういっ

た方々が携わってつくるのかお聞かせ願いたいと

思います。 

○伊藤委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 小学校の社会科を中心として

指導している教員を指名しまして、４回、その先

生方に役割分担をさせていただいて、現地調査を

したりとか、それから自分で資料を集めたりとか

してつくって、今年度、平成24年度で今現在進ん

でおります。来年度、それをまとめたものを印刷

製本するという形になっています。 

  以上です。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 対象は、これは小学生対象はどの年代

になるんでしょうか。 

〔「４年生」と言う人あり〕 

○吉成委員 ４年生ですね、了解いたしました。 

○菊池学校教育課長 申しわけありません。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○吉成委員 はい。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 
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〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第11号 平成25年度那須塩原市一般会計予

算を原案のとおり可決すべきものとすることにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第11号は全員異議なく可決すべき

ものと決しました。 

  次第にはございませんが、その他でほかの委員

の皆さんから何かございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 それでは、学校教育課の皆さんから

は何かございませんか。 

〔「特にありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、学校教育課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで昼食のため、休憩いたします。 

  午後１時15分から再開いたします。 

 

休憩 午後 零時１８分 

 

再開 午後 １時１５分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４１号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 生涯学習課所管の常任委員会審査を

行います。 

  議案第41号 那須塩原市生涯学習推進プランに

ついてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○阿美生涯学習課長 （議案第41号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 この生涯学習推進プランということ

で、昔の社会教育の時代には、みずからが学習す

るという部分のところがすごく私なんかには新鮮

であったのが、生涯学習推進法ができて、余り社

会教育、社会教育と言われなくなってきたときに、

何かこういろんな事業をするということなんです

けれども、その社会教育の最初の理念的な部分と

いう、本当に枚方なんかでは憲法学習の場である、

公民館はとかというのまで言ってしまっていたよ

うな時代で、それがすごく、全然そんなことはだ

れも思っていないような時代になっていたのにも

かかわらず、やっぱりここではユネスコの学習権

宣言なんかも参考資料としてあるということを考

えたときに、こういうような観点というのは審議

するときにどこかで、基本的にこういうプランを

策定するときに、このユネスコの学習権宣言みた

いな部分のところというのは意識しながらつくっ

ていったものなんでしょうかね。もう社会教育と

かそこら辺の理念とかというのは、忘れ去られて

しまったでしょうかね。 

○伊藤委員長 課長。 
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○阿美生涯学習課長 これをつくるときには、ある

程度それは、全然なかったわけではないんですけ

れども、前期あった計画を見直すに当たっては、

恐らく市民会議という会議がありまして、その中

でいろんな意見を求めさせていただいて、その意

見にまとまりを得たというようなことになってお

ります。 

  確かに今言われたようなことは、全然なかった

というわけではないんですけれども、結果として

は難しい状況にあったということです。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 それとあと、必ずどのプランの中で

も、今のところ、市民を抜きにしてプランを立て

ることは、もちろん市民とともに推進していくプ

ランなんで、市民との協働ということは必ず出て

くるんだというふうに思いますけれども、この市

民と協働してつくり上げていくんだという部分の

ところで、何かこのプランの中で意識したりとか

話し合った中で、特別に那須塩原のこの生涯学習

を推進という部分をどういうふうにやっていこう

かというときに、市民との協働をどういうふうに

とらえようなんていう、そんなような話し合いと

かというのはどうされましたか。 

○伊藤委員長 補佐。 

○小出生涯学習課長補佐 資料の26ページにプラン

の推進体制というのがございまして、その中で具

体的にこのプランの推進体制をとらせていただい

ております。 

  １番として庁内の本部会議です。これは内部的

な組織の推進。それから、先ほど申し上げました

市民会議です。市民会議とですね、意見をいただ

きながら推進します。それから、３番目として、

市民や諸団体との連携協力ということで進めると

いうことで。具体的には、いろいろ事業があって、

その事業ごとによってその推進の仕方というのは

違ってくるものですから、この辺のところは念頭

に置きながら、具体的なプランは推進していきた

いという形で考えております。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 なぜこんなようなことを言うかとい

うと、要するにこういうプランをかけたときに、

市民との協働とか、市民と一緒につくり上げてい

くとかといっている時代になってきているにもか

かわらず、市民と一緒につくり上げてきたものを

無視してしまうようなことが行政の中で最近目に

つくので、本当にこういうものをつくり上げてい

ったので、それを簡単に行政がつくった計画を無

視するというようなことはもうできない時代だと、

どの計画でも思うんですけれども、その辺のとこ

ろでこの計画というのは、生涯学習を推進してい

く上での指標にもなって、みんなの約束事にもな

って、取り組んでいくことの内容も盛り込んであ

ってという、そういう理解でこれを計画をしてみ

んなでつくり上げて推進していこうという理解で

よろしいですよね。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿美生涯学習課長 今言ったとおりだと思います。 

○早乙女委員 いいです、ありがとうございます。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿美生涯学習課長 市民との協働の中で、これか

らの事業もそうなんですけれども、このプランを

受けて、市民大学ということも検討しています。

市民の方が大学を、各講座を受けて、最終的には

こういうような、このプランにあるような講座を

市民の方が一緒にしていくという考え方で今進め

ているところです。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し
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ます。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第41号 那須塩原市生涯学習推進プランに

ついて、原案のとおり可決すべきものとすること

にご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第41号は全員異議なく可決すべき

ものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 それでは、ここで福祉教育常任委員

会を予算等審査特別委員会第２分科会審査に切り

かえます。 

  議案第11号 平成25年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○阿美生涯学習課長 （議案第11号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  金子委員。 

○金子委員 132ページの三島公民館管理運営のと

ころで、委託料で文化事業というのがあるんだけ

れども、それが何であるかということ。 

  それから、134ページ、文化振興事業というこ

とで、今度新規で８つの行事というかあれに１万

8,000円ついていますけれども、これはどういう

ことで１万8,000円になったのかということと、

それから、ついでに文化財保護事業のほうでの十

幾つかの２万7,000円という、これはどういうこ

とで２万7,000円なのかということをちょっと聞

きたいと思います。 

  それから、136ページの博物館管理運営事業で、

常設展示室リニューアルという、これのちょっと

内容を聞きたいのと、それから、その次のページ

の博物館収蔵資料収集の彫刻ブロンズ、それから

備品購入330万というのも、何か予定が決まって

いるのかどうか、その辺お聞きしたい。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿美生涯学習課長 私のほうから、その134ペー

ジの文化振興のほうからちょっと説明させていた

だいて、これ１万8,000円なんですけれども、こ

れは新規事業という子とで、今まで交付していな

かったということなんですけれども、もともと合

併したとき２万円とかという補助があってですね、

合併のときに２万円にしようということでの金額

なんです。だから、その時代の金額がどうなのか

というのは、ちょっと手元になくてわからないん

ですが、それで１割削減ということがあったので、

１万8,000円という金額になっています。 

  この135ページの２万7,000円も、もともと３万

ということで補助金はあったんです。見直しの中

で１割減で２万7,000円なんですが、その３万円

も合併のときのつり合わせの中で、もともとこう

なったんで、その根拠がちょっとわからないんで

すけれども、もともと今までの決算等々、その辺

も加味した中での補助金の額になっているんでは

ないかというふうに思っております。 

  それと、一番最初何でしたか。 

○金井那須野が原博物館長 那須野が原博物館のほ

うの常設展、リニューアルの委託でございますけ

れども、那須野が原博物館、平成16年１月23日に
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オープンということで、合併前の開館ということ

がまず１つございます。そのために、ちょうど合

併前年の開館から10年が平成26年ということもあ

りまして、ちょっと区切りということも含めまし

て、そのあたり。あともう一つ、当初の段階で開

拓関係といいまして、歴史系がかなり多く占めて

いたんですが、今、博物館のほうでは、基本的に

は自然と寺門、歴史建造ですね、寺門という大き

く２つに分かれておりまして、自然、これからの

子どもたちに対する自然学習とか環境学習にも寄

与していきたいという部分を含めまして、そうい

う部分で自然系の分野。とくに３地形、今まで西

那須野町という部分であったもんですから、平地

の部分だったんですが、これを塩原とか黒磯の部

分を書いていきますと、やっぱり山地系の展示を

していくということもございまして、そのあたり

を考えております。 

  先ほどの合併の部分もありますけれども、もう

少し、当初の段階では那須野が原というフィール

ドを持っていましたので、ある程度いったんです

が、細かい点で黒磯の農場関係とか、塩原の部分

とか、そういったものが、やはりこの際、もう一

度きちっと展示をしていきたいというような形で、

そのあたりで模型とか、あとはパネル関係のもの

を一新していきたいというような形で考えており

ます。 

  あともう一つ、備品のほうの関係につきまして

は、大きく３つの分野で、歴史と美術、あと自然

資料、これにつきまして購入のほうを予定を考え

ております。歴史資料につきましては、錦絵とか

開拓関係、ある意味、常設展の部分も補えるよう

な資料関係を購入も進めて考えていきたいと思っ

ています。 

  あと、自然資料につきましては、特にうちのほ

うとしては化石とかですね、そのあたりを中心的

に収集をしている、塩原の化石というのは大変日

本でも有名な部分でもありますんで、それを補う

ような形での参考資料的な形で購入していきたい

と。 

  あと、美術につきましては、竹工芸のほうの関

係で、今までちょっとここ何年も収集していなか

ったんですが、竹工芸のできたら、一番最初の八

木澤先生の作品を購入できたらと思っております。 

  以上でございます。 

〔「ブロンズはどうしたっけ」と言う人あ

り〕 

○金井那須野が原博物館長 ブロンズにつきまして

は、これは修繕という形をとらせていただいてお

ります。南庄作氏のブロンズのほうも修繕、ブロ

ンズ化にするというような形です。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿美生涯学習課長 最初の質問があります132ペ

ージの三島公民館の中の委託料の文化事業という

ことなんですけれども、これはこども劇場という

のをやっているんですね。夏休みだと思うんです

けれども、らくりん座とタイアップしてやってい

るんですが、これ多分毎年やっている事業なんで

すが、これがあるんで、文化事業ということでい

れたんです。この１つだけです。 

○伊藤委員長 金子委員。 

○金子委員 134ページの新規で１万8,000円という

ことで、私もしばらく議員やっていなかったもん

だから、これ見て18万と間違ったのかななんてち

ょっと半分冗談であれしたんですけれども、前は

２万円だということですけれども、２万円にして

もね、どうして２万円なのかなという非常に疑問

を抱きます。 

  それから、こっちの３万円が２万7,000円にな

ったということも、いかに文化に目を向けていな

いかということをすごく感じるんだけれども、こ
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こではこれでどうということも言えないけれども、

もっともっとやっぱりこういうところに光を当て

てもらえれば、すごくいいと思いますよね。特に

その文化財のほうでは、ビデオや何かを出したり、

そういうことをしてくれているわけだけれども、

もっともっと、やはり一般の人にわかるようにね。

ああ、そんなのあったのと。特にこれは塩原とか、

それから黒磯方面が多いので、西那須の人なんか

ほとんど知らないでいるもんだから。もっともっ

と全市にわたって知らせるようなね。 

  あれは売っているんでしょうかね、ビデオかな、

ＤＶＤかな。あれは一般に売っているんですか。 

○小池文化振興係長 今回作成いたしました文化財

のＤＶＤにつきましては、あれ全額国庫補助を使

っておりますので、販売ができないことになって

おります。そのかわり市内の小中学校と公民館、

図書館、博物館等に配りまして、そこで上映と、

あと図書館では貸し出し用に５点ずつ入れており

ますので、そちらのほうの貸し出しで対応してい

ただければと思っております。 

○金子委員 わかりました。 

  そういうものをもっと、販売もできるようなも

のもつくってもらえればね、すごく一般に知れ渡

るのかなと思うんですけれども。今後、やっぱり

このぐらい、これ１年間でしょう、毎月くれるわ

けじゃないんだもんね。１年間で１万8,000円で

果たして何ができるのかなという感じがしないで

もないので。一応そういう要望をしておきたいと

思います。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 133ページの自治公民館の新規事業

ということで、去年、緑町とかの公民館もしたと

思うんですけれども、この辺のところというのは、

今、自治公民館で新築をするというような、建て

かえとか新たに新築するとかという部分のところ

で、住民の方たちがある程度負担をしながらやっ

ていくんだと思うんですけれども、そういう機運

というか、割とつくりやすい状況なんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿美生涯学習課長 ちょっと私のほうでも、いつ

ごろ建てた公民館かちょっと把握していないんで、

25年度、公民館の実態調査をさせていただいて、

予算も平準化しようということで考えています。 

  ただ、今言ったその機運が高まっているかどう

かというのは、ちょっと私のところでつかんでは

いないんです。今回は、25年はですね、これは熊

久保と上中野、唐杉でやりたいと。多分これは単

発で上げているんじゃなくて、今言った自己負担

が相当あるもんですから、もう３年、５年、もっ

と前の計画の中でやっているというふうに思って

います。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 あと、134と135ページのところで、

これはそれぞれの文化振興事業と指定するものと

文化財保護ということでの金額の違いは、補助金

の違いはあったんでしょうけれども、この辺のと

ころは、昨年の骨格的予算で削られてきたという

ことでこういう金額を、今年度も削られてきた金

額をそのまま要求したんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿美生涯学習課長 削られたというか、骨格的予

算というか、これ補助金の見直しというんですか

ね、そちらの中でのものになっておりますんで、

骨格的予算ということではなくて、補助金の見直

しの中の予算の中で要求させてもらっているとい

うことです。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 これは、そうすると骨格的予算じゃ

なくて、あのときに報告書として出された補助金
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の見直しの中で、これは減額するべきだというこ

とで出てきた金額だったんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿美生涯学習課長 今言った補助金の中の見直し、

見直しの中で出された額ということです。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 そうすると、補助金の見直しとして

出されてきたものと、骨格的予算で昨年も削られ

てきたものと、ほかの学校教育課なんかは骨格的

予算で削られてきたものなんかも結構過去３年の

ところであれして勘案して、請求して、ほとんど

満額に近いぐらい出てきたということだったんで

すけれども、この今、補助金の見直しの中の審議

会から出された以外の部分のところで骨格的予算

で減らされて、それをそのままだという事業とい

うのはどういうものなんですか。全部とりあえず

はあれですか、23年度ベースで要求してはみたん

ですか。それとももう、ここすべてその補助金見

直しの中でこれだけ全部の項目、ここの文化振興

費、あと文化財保護事業の中の補助金ということ

で減額になっていたものはどちらで減額になって

いるんですか、これ。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿美生涯学習課長 骨格的予算で一度ゼロになっ

て要求したということではなくて、もともと23年

度ベースの中で要求させてもらって、24年の中で

今言った補助金の見直しということがあって、そ

の中で１割の削減というような方針も出たんで、

24年をこの金額で、25年も同じ額ということの要

求になっています。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 ごめんなさい、聞き方が悪かった。 

  補助金だけじゃなくて交付金で、中学校オペラ

鑑賞教室とか、創作劇支援事業とか童謡フェスタ

とか、そういうようなものも市文化協会連絡協議

会への負担金、この辺が軒並み23年と比較しても

減っているんですよ。それは、ここら辺も全部含

めて同じ理由なんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿美生涯学習課長 やっぱり交付金も今言った理

由です。ただ、童謡フェスタについては、長期的

な視野に立って減額という考え方が出されたもん

ですから、童謡フェスタは今回28万で25年は実施

して、26年も実施して、27年には、３年に一度だ

けはちょっと大きなイベントをやろうということ

で、３カ年で減額を図ろうということでの内容と

なっています。 

  ただ、そのほかについては今言った内容と同じ

です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 そうすると、今のところはわかりま

した。そのほかの部分で、公民館の運営ですけれ

ども、昨年は骨格的予算で一律に減らされたとい

う部分のところがあったかと思うんですけれども、

今回は23年度ベースぐらいまでには戻っていると

いうふうに比較をすると、そういうふうに見て、

新規の事業が入っていたり何かするとプラスにな

っているというのがあるんですけれども、そうい

うものをちょっと勘案すれば、ほとんどが23年度

ベースぐらいまでには戻っているということなん

で、要求したものはほとんど満額に近いぐらい戻

ったというふうな理解でよろしいですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿美生涯学習課長 今言われたとおり、23年ベー

スに戻ったという認識でおります。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 あと、136ページの先ほどの博物館

の管理運営事業のところで、この辺のところで常

設展を那須塩原市全体として展示にリニューアル

するときにしたい。要するに、西原と東原、それ
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が両方、あと塩原という形でなっていくんだと思

うんですけれども、この辺のところをやったとき

に、展示するものとかそういうもので、黒磯が所

蔵しているものとか西那須野が所蔵しているもの

とかというものが、保管状態とかというのはよく

私もわからないんですけれども、それぞれに郷土

資料館というのがいろいろ持っていた中で、それ

は博物館のほうで一括して管理をしているんだと

思うので、そうすると、そういうものも含めた上

での新しくそのために資料を買ったり何かして展

示するということ以外に、そういう３市町で持っ

ていた今までのそういう資料とか、そういうもの

も全部一緒にして、それでここに展示されるとい

う考え方でいいんですか。 

○金井那須野が原博物館長 実は、既にもう那須野

が原博物館におきましては、３館の付属施設、関

谷郷土資料館、あと日新の館、黒磯郷土館につき

ましては付属施設という形で合併になりまして、

それ以降ですね、うちのほうとしましても登録関

係、資料の関係の所在の関係も含めまして、それ

をほぼ完了しまして、今、８万点を超える資料を

保有をしています。 

  ですから、その段階においた段階といいますか、

そこに関しましてはすべて今、博物館のほうにデ

ータないしは物があるという状況でありますので、

その中から資料を出して、常設のほうへ持ってい

くというような感じで考えております。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○早乙女委員 はい、いいです。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それでは、129ページでちょっと確認

をさせていただきたいと思うんですが、鍋掛公民

館の管理運営事業の中の新規で体育館の耐震補強

の計画ということで載っているんですが、これは

旧鍋掛中学校の体育館ということでだと思うんで

すが、私も何度かあそこは利用したことがあるん

ですけれども、かなり古い建物だと思うんです。

そういう中で、耐震補強は十分にできるというこ

となわけですか。 

  それからもう１点、東那須野公民館の駐車場用

地の取得関連ということで、今回予算づけがされ

たわけですけれども、そうすると、丸山重機があ

そこを持っているわけですけれども、あの建物を

最終的には全部取り払って、段差が相当あるわけ

ですけれども、それらも利用しながら駐車場とし

て整備をするという計画なのかを確認させていた

だきたいと思います。 

  それと、33ページ、先ほど早乙女委員からも出

ましたけれども、自治公民館の要は建てかえの関

係なんですが、今回新年度予算で３自治会の公民

館の建てかえが予算計上されました。以前は土地

購入に関する補助というのがあったわけですけれ

ども、今はもう既に建物に関する補助しかないわ

けですよね。上限でいくと600万程度だったよう

な気がするんですが。 

  それで、いろんなところから少し話が入ってき

ているんですけれども、やはり今後消費税が８％、

そして10％となるということも考えると、この時

期に自治公民館の建てかえをしたほうが、その上

がった分で備品購入ぐらいはできるんじゃないか

というような話が出てきているんで、先ほど課長

のほうからは、ちょっと調査をしたいというよう

なお話がありましたので、その辺を細かく、少し

ですね、もし調査をするんであればしていただき

たいなという気がするんですが、いかがでしょう

か。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿美生涯学習課長 最初の129ページの鍋掛公民

館における体育館の耐震ですね。これは確かに今

言われたとおり、中学校時の建物で、正確なちょ
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っと年次は覚えていないんですが、たぶん昭和四

十三、四年に、建築したものだというふうに聞い

ています。 

  結構使用頻度というのがすごいんですね。先ほ

ど言った年間１万3,000人ほど来ていますし、フ

ットサルなんかもやったり、卓球なんか、ほとん

ど毎日使っているということで、今後どうしよう

かということで、まずは耐震診断をやって、その

結果でどう判断するかということで考えたいとい

うことで、今回耐震診断と補強計画というふうに

させていただいております。 

  あそこは、建て直すといっても、建て直せない

土地なんですね。下がすぐにがけ、河川が入って

きている地域になって、レッドゾーンですか、な

っていますんで、その耐震診断によってどうする

かという判断をさせていただきたいというふうに

考えています。 

  確かに、あそこをなるべく、すごく運動が盛ん

でやっていますんで、なければ今後どうしようか

の考え方も示さなくてはならないと思っています。 

  それと、その下の用地の東那須野公民館につい

て、先ほど細かい説明をしなかったんですけれど

も、確かに段差があるんですね。そこらについて

も今後どうしようかというのも、今の段階ではま

だ決めていないんです。 

  それと、もう一つは、そこに市の土地が、㎡数

わからないんですけれども、100坪ぐらいあるん

ですね、もともと駐在か何かがあった土地。そこ

も含めて駐車場用地として考えたいというふうに

思っています。 

  今のところ借用、借りるというのが前提なんで、

余りこう何ていうのか、バスが入れるような、こ

んな形ではちょっとできていないかなと思ってい

ます。 

  それと、133ページ、自治公民館なんですけれ

ども、確かに今、吉成員さん言われたような話も

ちらっと聞いていることは聞いていますんで、そ

の辺も含めて、財政の方からも予算の平準化とい

うことも言われていますんで、調査をさせてもら

いたいと思っています。 

  以上です。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 ２点については了解しました。 

  じゃ、今の最後の自治公民館の建てかえに関し

てなんですが、できれば毎年10月に自治会長の連

絡協議会、それからその前に行政連絡員の会議が

あるわけですね。その中でも資料等をもし出して

いただければ、各自治会がどう考えるかはわかり

ませんが、参考にはなるんじゃないかなと思いま

すので、できたらお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 134ページ、201事業の赤田山保全整備

測量設計についてお伺いしたいんですが、工事の

概要と、法面なのかなとは思うんですが、それか

ら、これは原資はどこから、市の原資をすべて考

えているのか。それからあともう一つ、３つ目に、

いつごろ着工というか、完成をめどに考えている

のかをお示しください。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿美生涯学習課長 これは、赤田山については地

元の方からも大分前から要望されている部分があ

ったもんですから、なるべく早くというふうに考

えていました。部分的には、斜面のところの崩落

ということで考えています。 

  これ、測量をしていかないと、どういう工事が

一番安く安全でできるのかというのがわからない

んですね。擁壁がいいのか、本当にはねつきのブ

ロックがいいのかとわかりませんので、この中で
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金額的なものもはじいていきたいなというふうに

考えているところです。 

  原資については、最初、去年ぐらいだったです

か、農林のほうの関係もあったんですが、そちら

がなかなか難しいということもあったんで、市の

単独になる可能性もあるのかなと。ちょっと明確

ではありませんけれども、今そんな形で考えてい

ます。 

  時期的には、できれば26年でできればなという

ような考え方でおります。 

○鈴木委員 了解しました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第11号 平成25年度那須塩原市一般会計予

算を原案のとおり可決すべきものとすることにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第11号は全員異議なく可決すべき

ものと決しました。 

  それでは、生涯学習課の審査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで、執行部入れかえのため暫時休憩いたし

ます。 

  10分間休憩いたします。２時半からとします、

開始は。 

 

休憩 午後 ２時２１分 

 

再開 午後 ２時２９分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２７号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 それでは、スポーツ振興課所管の常

任委員会を行います。 

  議案第27号 那須塩原市体育施設条例の一部改

正についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○平井スポーツ振興課長 （議案第27号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 まだ人工芝のほうはことしからですか、

用意するということですけれども、天然芝のほう

の利用状況、あと、利用状況も、市内と市外の利

用状況などということなんですが、業者数という

か。 

○伊藤委員長 課長。 

○平井スポーツ振興課長 23年度のデータになりま

すけれども、23年６月から利用を開始したわけで

すが、天然芝については3,741人です。人工芝に

ついては１万559人、これ23年度、年度途中から

の人数になります。今年度についてはまだ集計が

できていないんですが、23年度の利用ということ

になります。 

  あと市内と市外、ちょっとその辺についてはデ

ータが手元に、市内業者、市外業者の区分のデー
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タがございません。申しわけありません。 

○伊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 あと、わかりやすくという意味で、１

年365日のうち、日数でいうとどれぐらい、割合

ぐらいで結構ですけれども。 

○平井スポーツ振興課長 人工芝については、その

養生期間とかが必要になりますので、利用できる

状況であれば、年末年始の閉鎖時期を除いて全部

お使いいただいて開放できる状況にあります。 

  人工芝のほうは、期間的には６月から10月まで

の使用期間を定めています。それで、時間的な制

限を、ある程度養生のために、１日６時間とかで

すね、─天然芝の場合は、１カ月の事業日数を

６月、９月、10月については15日以内、７、８月

については12日以内、連続の利用が３日以内、１

日の最大利用時間は300分ですから、５時間以内

ということで、ある程度芝を守るためにそんな利

用制限をつけている状況になっています。 

○伊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ありがとうございます。 

  今のは貸し出せる時間の話だと思うんですけれ

ども、私はもう一つ興味があって、人工芝の場合

だったらどれぐらいの日数をね、逆に使わせてく

れというふうに、向こうから来て日程的には埋ま

っていくか、毎日やっていれば100％でしょうけ

れどもね。その割合がどれくらいかということに

ちょっと興味があったので。そのデータあります

か。 

○伊藤委員長 課長。 

○平井スポーツ振興課長 これもあくまで去年のデ

ータになってしまうんですけれども、去年の場合、

天然芝が、23年度ですね、30日、年間で。人工芝

は100日というようなデータが残っています。こ

れ年度途中からになりますけれども。利用を実際

した日数ですね。 

○伊藤委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 最後に１つだけ。 

  今はあくまで何ですか、場所を提供する準備を

してあって来てくれるということだと思うんです

よね。多分、議会でもよく言っていましたけれど

も、何かこう主体的にイベントを開いて、あいて

いる時間も有効に使おうとかという、これは条例

の案の中身の話なんですけれども。そういう取り

組みというのは、ちょっと質問が外れていたら却

下してもらってもいいんですけれども、そういう

取り組みというのは考えてはいるんですか、今。 

○伊藤委員長 課長。 

○平井スポーツ振興課長 スポーツ振興課としては、

あくまで体育施設という位置づけの中で、その利

用の何ていうんですか、マニュアル的な部分、今

の日数も含めて。その範疇での取り組みしか現在

のところしていません。ただし、今後ですね、す

べて完成した時点では、大規模大会の誘致とか、

そういう部分については、サッカー協会とか、連

携を図りながらやっていく必要があるのかなとい

う考えではいます。 

  あと、現実的には、板室の旅館組合とか、市の

スポーツ施設をパックといいますか、それに加え

たような形で、セールスの一部で使っている部分

もあるようです。宿泊の誘致のために、そういう

形で宿泊者を募るというような形でＰＲしている

部分もあるようです。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○鈴木委員 了解しました。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 今回の条例改正の中で、実際には今、

天然芝のグラウンドというのは使えない状況にあ

るわけですよね、工事中ということもありますか

ら。それがいつ実際には使用ができるようになる

のか。 
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  それともう１点、人工芝の照明がつきましたけ

れども、天然芝のほうにも、かなり暗いのは間違

いないとは思いますが、照明はついてはいるんで

すね、片面だけですけれども。あれらについては

今後は撤去するとかそういった考えになるんでし

ょうか。それともあれを利用した、天然芝でも年

間ほんの少しの夜間の利用というのは可能なよう

な気もするんですが、その辺の考え方はどうなん

でしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○平井スポーツ振興課長 人工芝の利用開始ですか。 

○吉成委員 天然芝。 

○平井スポーツ振興課長 ６月からということで考

えておりますけれども。 

  照明設備については、基本的には撤去という考

え方。あくまで午後５時まで、日没までといいま

すかね、そんな形の利用で現在のところ考えてお

ります。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、天然芝、６月ということ

は、今、暗渠を入れているような工事をやって、

当然天然芝の張りかえも入るわけですよね。それ

で養生期間、ちょっと足りないような気もするん

ですが、６月で十分可能ということなわけですね。 

○伊藤委員長 課長。 

○平井スポーツ振興課長 一応転圧した上に、何て

いうんですか、切り取ったものを乗せて、期間的

には４月ぐらいから整地を始めるという感覚です

ので、それで何とか６月の開始には間に合わせる

ようにと思っています。 

○吉成委員 わかりました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  副委員長。 

○櫻田副委員長 このサッカー場の現行から改正に

持っていくときに、例えばサマータイムとか、夏

だったらずっと日が延びるわけじゃないですか。

そういったのを勘案しなかった、５時でこれ天然

芝終了なんですけれども、本来だったら、夏だっ

たら７時ぐらいまで使えないことはないと思うし。

実は、広島市民球場を視察に行ったときに、あそ

こも養生するんですよ、天然芝で。そのときの結

局日数的な部分、年間を通しての。その養生の期

間とあれがやっぱり、実はあれは広島とカープが

指定管理だから上手にうまくいっているんですけ

れども、せっかく使える時間を使えないでするよ

りは、そういう時間を思い切り使ったほうが、や

っぱり将来的にスポーツビジネスを呼べるにも、

５時で終わるよりはあと１ゲーム、サッカーは時

間でやりますから。そういったこともできると思

うんですけれども、そういうことは全然加味しな

かったんですかね。 

○伊藤委員長 課長。 

○平井スポーツ振興課長 今回につきましては、人

工芝の照明という中での考えで改正案を提出した

ものです。ですから、天然芝のサマータイムで時

間を時期によって分けるとか、延長するとかとい

う考えは今回は持っておりませんでした。 

○櫻田副委員長 了解しました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第27号 那須塩原市体育施設条例の一部改

正についてを原案のとおり可決すべきものとする

ことにご異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第27号は全員異議なく可決すべき

ものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４２号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 次に、議案第42号 那須塩原市スポ

ーツ施設整備計画についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○平井スポーツ振興課長 （議案第42号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 この４ページから５ページにかけて、

青木サッカー場の整備の内容が書いてありますけ

れども、５ページのところに注意書きとして、緊

急避難場所として使用するというのは、これはど

この施設でも何か災害があったときにはそういう

ことになるんだと思って、そこはわかるんですけ

れども、次のところで、旧キャンプ場のところの

施設は、サッカー場としての利用に支障のない範

囲で学校事業や子ども会、育成事業の事業の利用

に供しますということで、そのほか、その利用に

よってサッカー場としての機能に影響を及ぼさな

い範囲で、ニュースポーツ等の生涯スポーツの利

用に供しますということで、ここに注意書きが書

いてあるんですけれども、４月の初めに青木畜産

が案内状が来ていたと思うんですけれども、これ

が25年度から整備計画が始まった途端に、ここに

該当しそうにないんで、使えなくなってしまうん

ですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○平井スポーツ振興課長 そういうことではござい

ません。一応市の施策といいますか、その方針と、

そしてまたこの中に幾つか書いてありますけれど

も、サッカーの利用として使ったことによって支

障を及ぼさない範囲のものをですね、市の施策の

方針と一致するものにつきましては、市長の判断

によりまして、使っていいというような方向で間

口は広げていくつもりです。 

  ただ、今回、スポーツ施設としてはこういう書

き方をしてありますけれども、これがすべてでは

ないという考えでおります。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 この書き方で、支障を及ぼさない範

囲でニュースポーツ等に入るんかなと思ったら、

生涯スポーツ等の、生涯スポーツと、またここに

スポーツというふうに出てきてしまうので、そう

するとスポーツ以外はだめだなと、読めないなと。

上もだめだなと。等って入っていないからだめだ

なとかとなってしまうので、その辺がこの表現で

はスポーツ以外には使えないし、唯一使えるのが

旧キャンプ場のところだけ、学校とか子供会だけ

で、それで、サッカーじゃないスポーツ、ニュー

スポーツというのは、等に入る生涯スポーツとい

うのが何の範囲かは、私はわからないんですけれ

ども。 

  あと、あそこ、一時すごい意地悪的に、散歩し

ていたら怒られたとかというのもあったんですけ

れども、管理を最初青木サッカー場にしたときに。

散歩していたら怒られたとかというのもあったん

ですけれども、そんなふうに使いにくいものにな

ってしまうということはないんですよね。 

○伊藤委員長 課長。 

○平井スポーツ振興課長 最終的に、散歩の関係で
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すけれども、完成したときには、周囲を散策でき

るような、ランニングとかウオーキングができる

コースをつくる予定です。ですから、施設があい

ている時間については自由に入ってランニングな

り、ウオーキングなり、使えるような形での施設

としたい考えです。 

  先ほどの畜産祭か何かの部分ですね。その辺に

ついては、先ほど申しましたように、公共的なと

いいますか、そういう部分については、市長の判

断を得た上で利用していただくという考えではお

ります。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 あと、このいろんな人工芝とか天然

芝のグラウンドでもそうなんですけれども、整備

していって、私も天然芝のグラウンドというのは

毎年芝を張りかえるということがあるわけではな

いですよね。今、さっき張りかえて６月のに間に

合うんですかと言っている張りかえというのは、

どういう状態の張りかえなんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○平井スポーツ振興課長 天然芝については、10年

ぐらいは、１回張りつければ大丈夫だと。エアレ

ーションとか根切りとかですね、砂を、目土を入

れたりすれば、管理がよければ大丈夫だと。今、

言ったのは、ちょっと一部排水が悪いもんですか

ら、排水をよくなるような形でちょっと手を入れ

ているという部分についてのご質問だったと思う

んです。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 それと、私は、もしかしたらあそこ、

決して線量低くないんで、放射線量が高いんで、

それで、え、芝生全部張りかえたって、あそこで

ごろごろやるのって、物すごい見ていて、私は子

どもたちが結構あそこにいるのを見たときに、す

ごい心配な状況だったんですけれども、実際に天

然芝を張りかえるほかないのかもわからないんで

すけれども、人工芝は洗うか何かしたんですか。

それとももう洗い流されてしまって、台風とか何

かで大分改善してしまったというふうに理解すれ

ばいいんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○平井スポーツ振興課長 人工芝につきましては、

たまたま芝を張ったのが原発事故の後なんです。

ですから、線量の計測でも、人工芝の場合は0.2

を下回るような形の線量になっています。天然芝

はそれよりも高い状態で、いずれ除染という形で、

深刈りなりをやっていく予定にはなっています。 

○早乙女委員 いいです。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑ございませんか。 

  君島委員。 

○君島委員 １点目は、くろいそ運動場のテニスコ

ートなんですけれども、これは25年度も８面予算

計上されてくるかと思うんですけれども、これ配

水はどうするんですか。計画の中にも入っている

んですけれども。 

○伊藤委員長 課長。 

○平井スポーツ振興課長 そうですね。25年度の整

備の中では、８面ですね、１から８コートまでの

人工芝化をするわけです。現在のところ、ご存じ

のように配水池は一番末端のほう、厚中のところ

の配水池しかないんです。あそこではどう考えて

も容量が足りない。25年度の整備の中では、配水

路をつくるわけですね、あと集水ますをところど

ころつけます。そこのところでサンドパイルと言

うんですけれども、深く井戸上に掘り込んで、そ

こに砂とか砂れきですね、入れて、そこからでき

るだけ浸透するように。残った分は配水池の部分

に行くようになってしまうんですけれども、当面

そういう形で対応をしたいと。最終的に新設の８
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面をつくるとき、そのときには駐車場もあわせて

整備するということになっていますので、この計

画の中では、駐車場の地下に貯留施設というか、

一時的にためる施設、多少浸透すると思いますけ

れども、そういう施設をつくりたいということで

対応していく考えです。25年度については、その

工事の中では、サンドパイルによって浸透させる

部分を何本かつくっていくという状況になります。 

  以上です。 

○伊藤委員長 君島委員。 

○君島委員 あともう１点なんですけれども、西那

須野運動公園のターゲットバードゴルフ、これ27

年度に一応整備するということで計画になってい

るんですけれども、これ整備した後は、当然あれ

ですよね、有料という形になりますよね。現在多

分無料だと思うんですよ。そうすると、これは市

のほうでお金を投資して整備をするんだから、ほ

かの施設と同じように有料ということになるとい

うことでいいんですよね。 

○伊藤委員長 課長。 

○平井スポーツ振興課長 その辺ですね、ご存じか

もしれませんけれども、あそこの公園ができた当

時に、当時の町長と愛好者の間で暗黙の了解の中

で現在は使っているというのが実情らしいですね。

今おっしゃられた有料化の検討という、この③に

入っていますけれども、その辺のニュアンスにつ

いてはちょっと今、どうなのかとはっきりは申し

上げられないんですが、競技団体とかですね、協

議した上で、結論は今ちょっと言えませんけれど

も、十分によく相談しながら検討していきたいと

思っております。 

○君島委員 以上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第42号 那須塩原市スポーツ施設整備計画

についてを原案のとおり可決すべきものとするこ

とにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ご異議がないものと認め、よって、

議案第42号は全員異議なく可決すべきものと決し

ました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 それでは、ここで福祉教育常任委員

会を予算等審査特別委員会第２分科会審査に切り

かえます。 

  議案第11号 平成25年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○平井スポーツ振興課長 （議案第11号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 139ページのところを見ていただい

て、それで那須塩原市体育協会とか、那須塩原市

スポーツ少年団への補助金というのは、これは補

助金見直しか何かで減額ということになったのか

どうか聞かせてください。 



－113－ 

○伊藤委員長 課長。 

○平井スポーツ振興課長 昨年、今から言うと一昨

年ですね、補助金の見直しという流れの中で、い

わゆる人件費関係の見直しと、あとは事務費の関

係で削減できるところはないかということで、そ

の関係で、23年度までは1,600万円ほどいただい

ていたんですが、その辺の見直しをしまして、現

在の1,300万円ほどの補助金という形になりまし

た。 

  スポーツ少年団についても、できるだけ削れる

ところということで、事務費関係ですね。その辺

を削減いたしました。一昨年までは1,000万ちょ

っといただいていましんたで、七、八十万円の削

減をいたしました。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 こういうふうに削減している中で、

その上のところで、関東・東北学生トライアスロ

ン選手権那須塩原大会は、昨年も骨格的予算で軒

並み下げられたのに、ここだけは下がらなくて

150万出ていて、その前の年も150万出ていて、そ

れなのに今回190万とまた上がっているんですけ

れども、これは、何でここだけ例外なんですかね。 

○伊藤委員長 課長。 

○平井スポーツ振興課長 一昨年、昨年、今年もそ

うなんですけれども、25年度もそうなんですけれ

ども、いわゆる東北学生トライアスロン連合を七

里ヶ浜で本来選手権大会をやっていたものがいま

だに復旧にならないということで、その受け入れ

ると。そこの部分で被災者救済的な意味も含めま

して、一昨年度から補正とかそういう形で追加し

ていたものですが、今年度は早い時期に、予算計

上時期に、いまだに復旧できないので、東北学生

トライアスロンを合同開催をお願いしたいという

申し出が関東学院のほうに申し込みがあったとい

うことで、その経費を今年度は当初から計上した

ということでございます。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 そうすると、その分で上乗せになっ

た部分があるというのはわかりますけれども、も

ともとこの大会自体のところも、少し経費を削減

するという考え方という、上乗せした分はわかる

んですけれども、上乗せしなかったもともとの部

分のところで少し大会費用のところを削減しては

という考え方というのはなかったんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○平井スポーツ振興課長 多分150万円に予算がな

る以前ですね、200万円の補助金をずっと出して

いたということです。それを何年前かちょっと今

即答はできませんけれども、ある時点から150万

円の補助金に下げた、その150万円でしていたと

ころに震災による東北学生トライアスロンの合同

開催があったということで、また200万なり190万

の補助金になったという経過がございます。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 あと、このトライアスロンの実行委

員会のここの運営の仕方なんですけれども、だん

だんルーズになっていまして、近隣のところで営

業していたりとか、あと、搾乳の収集車が来たり

という部分のところで、思ったよりもきちんとし

た連絡がなっていなくて、それとか、あそこは入

れなくて、お店あけられないんだという苦情とか

があるんです。 

  それで、そこら辺のところの実行委員会へのき

ちんとした指導というかね、そこら辺というのは

もう任せっぱなしなんですか、市は。 

○伊藤委員長 課長。 

○平井スポーツ振興課長 喫茶店とか食堂が何店か

あったりするんですが、私たち職員も実行委員会

の一部メンバーになっておりますので、実際、去

年も店舗については訪問して、こういうことがあ
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りますのでということで何軒か回ってまいりまし

た。それと、やっぱり学生トライアスロン連合の

メンバー、スタッフですね、それぞれ関係すると

ころは回ってごあいさつなりお願いをしていると

いうことでしているんですけれども、そういうお

話があるんであれば、さらにチラシを配ったり、

あるいは各戸訪問したり、そのご迷惑をかけない

ようにということで、実行委員会の中で要請なり

していきたいと思います。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 西那須野運動公園の体育館の手すりの

件なんですが、これ以前から指摘がありまして、

奥の部分のところなんですけれども。耐震性とい

うか、耐震性というよりも耐久性というんですか

ね。そういった部分で結構もう、課長がよくわか

っていると思うんですが、揺れるんですよね。今

回のこの手すりの新規に関していうと、完全にあ

の形を変えてつけかえるのか。ちょっと不安なも

んですから、そこをお聞かせください。 

○伊藤委員長 課長。 

○平井スポーツ振興課長 現在はかなり揺れるとい

うことで、すぐにこう寄りかかっては落ちるとい

うものでもないなと思っているんですけれども、

立ち入り禁止にしてございます。修理に当たって

は、今の考え方では、外から押さえる方法と、内

側から三角で視点で押さえる方法とあるというこ

となんですが、今回予定しているのは内側から、

足を、足というんですか、支えというんですか、

今の手すりに接着した形で補強すると。当然足元

のところ、今、モルタルが抜け落ちたりしている

んで、そこの補強をした上で支え、はりといいま

すか、それを設置していくという工事になります。 

○吉成委員 わかりました。 

○伊藤委員長 よろしいですか。 

○吉成委員 はい。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第11号 平成25年度那須塩原市一般会計予

算を原案のとおり可決すべきものとすることにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ご異議がないものと認め、よって、

議案第11号は全員異議なく可決すべきものと決し

ました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○伊藤委員長 教育部の今定例会における審査は終

了となりますが、教育部全体として何かございま

せんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 なければ、以上で教育部の審査を終

了いたします。 

  お疲れさまでした。 

○事務局 じゃ、大変お疲れさまです。 

  １点ほど連絡事項というか、討論の通告なんで

すけれども、会期の日程にも入れてありました。

今回から、討論の通告をこの常任委員会並びに分

科会の最終日の５時というふうにさせていただき

たいということで了解をいただきたいと思います。

したがいまして、全大会ではなくて、この金曜日、
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15日の５時までに討論のある方は通告のほうをお

願いいたしたいというふうに思いますので、ひと

つご了解のほうをお願いします。 

  それと、１点と言いましたけれども、さきに御

案内してあるところですが、21日に常任委員会と

しての退職される方に対しての送別会というもの

の段取りをしております。後ほど出席のほうのご

連絡、都合の悪い方だけで結構ですので、どうし

ても都合のつかない方については私のほうに連絡

いただければありがたいと思います。21日６時か

ら石山でございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 大変ご苦労さまでした。 

  あしたは福祉のほうであるんですね。 

〔「わかりました、大丈夫です」と言う人

あり〕 

○伊藤委員長 お願いします。 

○事務局 基本的にあしたはあれですか、時間はあ

る程度延長しても、終わらせる方向でいくのか、

無理しないで次の日までいきましょうよというス

タンスでいくのか。14日はちょっと別な会議なん

かも予定はしているんです、午後からなんですね。

保険をかけて午前中は何とかあけてはあるんです

けれども。 

○鈴木委員 午後って何か。 

○事務局 放射能の特別委員会陳情審査が。 

○金子委員 なるべくあしたやってもらって。 

○事務局 その辺を踏まえましてよろしくお願いし

ます。 

  あしたもよろしくどうぞお願いします。 

○伊藤委員長 そういうことでよろしくお願いしま

す。 

  ご協力をお願いします。 

 

散会 午後 ３時２０分 
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福祉教育常任委員会及び予算審査等特別委員会（第二分科会） 

 

平成２５年３月１３日（水曜日）午前１０時開会 

 

出席委員（７名） 

委 員 長 伊 藤 豊 美 君 副 委 員 長 櫻 田 貴 久 君 

委 員 鈴 木 伸 彦 君 委 員 早乙女 順 子 君 

委 員 金 子 哲 也 君 委 員 君 島 一 郎 君 

委 員 吉 成 伸 一 君   

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

保健福祉部長 生  井  龍  夫  君 
参 事 兼 
福祉事務所長 

生  井  龍  夫  君 

社会福祉課長 阿 久 津     誠  君 
社会福祉課長
補 佐 

塩  水  香 代 子  君 

社会福祉係長 田  野     実  君 障害福祉係長 増  渕     剛  君 

保 護 係 長 松  本  仁  一  君 子ども課長 荻  原  伯  巳  君 

子ども課長 
補 佐 

阿  美  享  子  君 児童家庭係長 阿  美  享  子  君 

子 育 て 
相談センター 

岡  田  愛  子  君 高齢福祉課長 会  田  裕  司  君 

高齢福祉課長 
補 佐 

荒  川  順  子  君 高齢福祉係長 高  塩  浩  幸  君 

介護管理係長 荒  川  順  子  君 介護認定係長 室  井  富 美 子  君 

国民年金課長 藤  田  恵  子  君 保健課長補佐 池  澤  直  実  君 

国民年金係長 池  澤  直  実  君 医療給付係長 君  島  一  宏  君 

 

出席議会事務局職員 

議事課長補佐
兼議事調査 
係 長 

石  塚  昌  章  君   

 

議事日程 

  １．開 会 
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  ２．審査事項 

   〔保健福祉部〕 

    ・保健福祉部長あいさつ 

   〔社会福祉課〕 

    ・議案第２５号 那須塩原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正 

            について 

    ・議案第２８号 那須塩原市福祉事務所設置条例等の一部改正について 

    予算審査特別委員会第２分科会 

    ・議案第１１号 平成２５年度那須塩原市一般会計予算 

   〔子ども課〕 

    ・議案第２５号 那須塩原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正 

            について 

    ・議案第３８号 財産の無償譲渡について 

    予算審査特別委員会第２分科会 

    ・議案第１１号 平成２５年度那須塩原市一般会計予算 

   〔高齢福祉課〕 

    ・議案第２９号 那須塩原市介護保険条例の一部改正について 

    予算審査特別委員会第２分科会 

    ・議案第１１号 平成２５年度那須塩原市一般会計予算 

    ・議案第１４号 平成２５年度那須塩原市介護保険特別会計予算 

   〔国民年金課〕 

    ・議案第３０号 那須塩原市こども医療費助成に関する条例の一部改正について 

    予算審査特別委員会第２分科会 

    ・議案第１１号 平成２５年度那須塩原市一般会計予算 

    ・議案第１２号 平成２５年度那須塩原市国民健康保険特別会計予算 

    ・議案第１３号 平成２５年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計予算 

  ３．散 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○伊藤委員長 皆さんおはようございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保健福祉部の審査 午前１０時０１分 

○伊藤委員長 それでは、ただいまから保健福祉部

の審査を始めます。 

  初めに、生井保健福祉部長からご挨拶をいただ

きます。 

○生井保健福祉部長 （挨拶。） 

○伊藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２５号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 それでは、社会福祉課所管の常任委

員会審査を行います。 

  議案第25号 那須塩原市特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○阿久津社会福祉課長 （議案第25号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 育成医療嘱託員、認定60件を用意し

ているということなんですけれども、認定のため

の申請の支援は、どこもそうなんですけれども、

その下の特別障害者手当等審査嘱託員、どっちも

そうなんですけれども、申請のための支援はどな

たがやりますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 育成医療につきましては、

申請といいますか、治療そのものが県でしており

ます指定自立支援医療機関で治療するということ

で、従来はその指定医療機関からの意見を受けて、

その意見書等々が来ていたということでございま

すので、ご本人に加えてその主治医の先生方等が

主となって、申請の支援をしてくださるものとい

うふうに考えてございますけれども、今後につき

ましては今申し上げました25年４月から始まりま

す、いわゆる障害者の総合支援法ということの中

の生活相談支援の中で、相談員等々も加わって相

談してくださるということで、事務方としては考

えてございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 ということは、今までに主治医の意

見書を書いてくれた医療機関のところで、今度は

市のほうに相談するようにということがなされる

から、漏れてしまう人はいないということと、そ

れに関してのサポートが要るなら、元型はないの

で今までの相談センターですか、そこら辺の人が

相談に乗るということ。ただ、認定を受けるとい

うだけでは済まないですものねということになる

んですね。 

  それとあと、先ほどの特別障害者手当等審査の

ところで、今年度74名と言ったんですか、さっき

の対象者が74名ですか。それの大体内訳はどうい

うふうになるんですか。人数だけでいい、精神が

どのぐらいか。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 細かい精神であるとかの内

訳はちょっと手持ちがございませんけれども。 
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〔「いいです、後からで」と言う人あり〕 

○阿久津社会福祉課長 人数的には23年度も76名と

いうことで、ほぼ横ばいというふうな状況になっ

てございます。 

  以上です。すみませんでした。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 先ほどの来年度、25年度から20件を

内科、外科、精神科ということで、この３人が合

議でするということではなくて、お一人ずつとい

う意味なんですか。お一人ずつ担当するというこ

となんですか。３人で合議するということなんで

すか。どちらなんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 こちらにつきましては、先

ほど74名の対象者に対して、25年度申請件数は20

件と想定してございますのは、その都度、障害者

手当を受けられる方のいわゆる障がいの状態によ

りまして、内科であるとか、身体であれば外科で

あるとか、精神科であるとかというところで、ケ

ース・バイ・ケースで事情が発生したときにお願

いするということでございますので、合議ではご

ざいません。それぞれの専門的な見地から判断を

いただくというところでございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 要するに精神だったら精神の先生の

ほうにお願いして、内科的なもの、外科的なもの

が、この人にはという判断は、それは事務方がや

るんですか、振り分けというのは。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 医師からの意見書が上がっ

てきますので、その内容に伴いまして、それぞれ

事務方で担当の先生にお願いしたいと考えてござ

います。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 そうすると、今までの主治医のほう

から上がってきた主治医の意見書に従って、この

人はどの先生に認定の審査をお願いしたらいいの

かということで振り分けるということですね。わ

かりました。了解しました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了いたします。 

  採決いたします。 

  議案第25号 那須塩原市特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正についてを原案のとおり可決すべきものとする

ことにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第25号は全員異議なく可決すべき

ものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２８号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 次に、議案第28号 那須塩原市福祉

事務所設置条例等の一部改正についてを議題とい

たします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○阿久津社会福祉課長 （議案第28号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許



－121－ 

します。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 総合支援法になって、ただ条例上は

名称を変えるということ、根拠法を変えるという

ことだけだと思うんですけれども、障害者自立支

援法と総合支援法というのは、明らかに内容的に

は違っちゃっていますので、その辺のところで設

置に合わせて変えなきゃならないことというのは

全然なかったと理解でいいんですか。法律自体が

同じものではないという認識なので、ただ設置条

例だけを変えればいいという問題だという認識で

いいんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 本条例につきましては、名

称の変更等でございます。ただ、委員おっしゃい

ますように、内容等も変更してございますので、

そちらにつきましては自立支援法の施行細則の中

で変更していくということで、庁内の例規等を通

して７月１日に公示予定でございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようですので、討論を終

了いたします。 

  採決いたします。 

  議案第28号 那須塩原市福祉事務所設置条例等

の一部改正についてを原案のとおり可決すべきも

のとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第28号は全員異議なく可決すべき

ものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 それでは、ここで福祉教育常任委員

会を予算等審査特別委員会第２分科会審査に切り

かえます。 

  議案第11号 平成25年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○阿久津社会福祉課長 （議案第11号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  早乙女委員。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 48ページのところから、特定疾患者

の見舞金ということで、これは特定疾患の方、要

するに難病などの医療費の部分は市町村じゃなく

てやっていると思うんですけれども、見舞金とい

う形で出していて、これ自体なんですけれども、

ちょっとここのところの市の取り組みを見ている

と、とても弱いところで削っていくという傾向が

あるので、ちょっと予防として聞いておきたいん

ですけれども、今度の総合支援法で難病の方も対

象になるということになったときに、その人たち

が使えるサービスとか支援があるだろうというこ

とで、これを削るなんていう考えなんかがあるん

ではないかと、先に先手を打っておかないと、何

の相談も検討もせずにどこかで削りますというふ

うにうちの執行者はやりますので、執行者という

か、皆さんではなくて、上のほうの人たちがやり

かねないので、ここの考え方というのは、どうい
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うふうに現場としては考えていますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 今委員ご指摘といいますか、

ご支援というふうに捉えさせていただきますけれ

ども、こちらについては今来年度、総合支援法に

変わりまして、56から130に対象を拡大すると。

国ではそれが300、400というお話もしていますけ

れども、市としましてはその特定疾患の対象を拡

大することに伴いまして、今委員ご指摘のような

サービス相談支援等々も含めて拡充をしていきた

いということで、こちらについても当然日常生活

を支援するための見舞金でありますので、事務方

としましては拡大していくことで考えていきたい

というふうに考えております。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 それを聞いて安心しました。何か逆

に福祉タクシーなんか全然関係ないものとバータ

ーで取り上げたりするということをやりかねない

ので、逆に拡充という考え方を持っているという

ことを聞いて、これは安心しました。 

  次に、49ページのところは、社会福祉協議会の

運営費ということで減額されているのは、毎回毎

回減額されてきている部分のところは、最初どう

考えたって市が合併したときにポストが足りない

ので、社協のほうに出向させていて調整をとって

いたとしか思えないような社協を都合よく使って

いたのが合併当初、そこから職員を一人一人引き

上げていって、単価の高い職員をいっぱいやって

いたんですけれども、それを引き上げていって、

毎回少なくなっているんですけれども、ここの今

回の減額というのは、何に基づいているものです

か。要因は何でこれだけ。 

  去年が骨格予算で減っていて、それより減って

いるわけですので、ここの原因というのをちょっ

と聞かせてください。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 社会福祉協議会の運営費の

ご質問ということでありますけれども、こちらに

つきましては、来年につきましては市からの出向

者はゼロということで、社会福祉協議会の職員の

みで対応していくと、こういうことで考えてござ

います。 

  人数等々につきましては、理事会等々の中で定

数といいますか、人数を決めていくということで

考えておりますけれども、単純にこの運営費のほ

かに、社会福祉協議会では事業部門も会計を持っ

てございまして、事業部門等々との職員の入れか

えなどでその差額が出ているということと、職員

の退職と採用の中の年齢、いわゆる金額の差等で、

来年度はこのような形で計上をさせていただいて

おります。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 今度、社会福祉協議会自体の今まで

職員の採用とか、職員の計画的な人員配置とかと

いう部分のところを、どう考えても社協が独立し

てやっているとは思えない。市から出向している

職員が行ってやっていて、なかなか若い人を入れ

ないで、上のほうにばかり市の職員をやっていた

というのが長くあっていたんで、組織構成として

すごくいびつな状態になっていると思うんですね。 

  今度辞めてしまう権利擁護をやっていた職員の

下に、やっとお一人配置はしてくれたんですけれ

ども、十分に仕事を引き継いで育てるということ

をできないまま１人辞めることになるわけですの

で、そう考えたとき、今までのツケが社協に行っ

ていた。本当だったらもっと早く社協のほうに若

い人を入れておいて、その人を育てておいて、そ

して市から人がいなくなればいいのに、合併のと

きに何か都合よく単価の高い人ばかりをやってお
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いて、それで社協のプロパーの職員が少なかった

という、そこで運営をさせるということをしない

まま今回手を離したような状態に昨年からしたと

いうことで、組織の支援ということを考えていた

ら、もう今まで都合がよくやっておきながら、今

度は手を離したというところで、この辺の会長が

市長だから、少しは自分で考えればいいんだとは

思うんですけれども、その辺のところでただ運営

費を出しているんではなく、ゆがめてしまったと

いう部分のところに、ただ運営費を出せばいいと

いうことなのか、何か支援をきちっと考えている

のか、ちょっと聞かせてください。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 私が答えていいのかどうか

というのもちょっとあれなんですけれども、社会

福祉課としましては地域福祉計画、それから社協

の地域福祉活動計画に基づきまして、今後はいわ

ゆる地域の小地域福祉活動を樹立していくという

ことで、コミュニティワーカー等々の充実も進め

ていくと。これは市の計画と社協の計画は同輪と

いうことで進めていきたいと考えてございますの

で、金銭的なもの以外のいわゆる物資でいえば心

の部分というんでしょうか、情報の提供であると

か、運営の支援等々も含めて進めていければと考

えてございます。 

  民生児童委員協議会等々は、社協とも非常に大

きく密接な関係もございますし、その民生児童委

員の連合会の事務局も担保しているというのもあ

りますので、民生委員活動等々を通しても社協と

も連携を深めて、いわゆる実のある部分でご支援

をといいますか、ともに歩んでいきたいというふ

うに考えております。 

  決してお金を出しただけで頑張ってねというつ

もりは、さらさらございませんので、その部分は

ぜひご理解をいただければというふうに思います。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 今コミュニティワーカーを配属して

ということで、今まで社協はそれぞれの黒磯、西

那須野、塩原にそれぞれある程度人員をばらけて

配置していたものを本庁のほうに引き上げて、そ

れで今度またやはり黒磯、塩原のほうが手薄にな

っているからといって、コミュニティワーカーと

いう形で人員の配置をまた考えているという、そ

こら辺のところも社協が独自に考えてしたという

ことでやっていければいいんですけれども、その

辺への支援というのもきちっと考えておいていた

だきたいというふうに思います。 

  次に、50ページのところで、これは障害者福祉

としての福祉タクシーですけれども、この辺のと

ころで障害者認定、精神、知的、身体ということ

で、何らかの手帳を持っている方がお使いになっ

ていると思うんですけれども、この辺のところで

福祉タクシーを使える条件というのをもう１回聞

かせていただけませんか。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 今ご質問の福祉タクシー、

こちらは月に2,900円分ということでご支援をさ

せていただいている。先ほどもご説明しましたけ

れども、対象者が3,550人程度ということで、こ

ちらは身体でいうと１級から３級の方、それから

療育手帳ですとＡ１とＡ２というランクの方、そ

れから精神でいうと１級、２級の方ということで、

内訳は身体が約2,500名、療育が約300名、精神が

約210名ということでございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 それで、身体の場合の１級から３級

という部分のところで、私も障がい者の区分とい

う判定とかというのを実際にかかわったことがな
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いんで、１級から３級という部分のところで、大

体状態像として、一番軽いところでどのぐらいの

状態像だというのを言葉であらわしにくいかもし

れないけれども、わかりやすく教えていただけま

せんか。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 ちょっとざっくりで申しわ

けないんですけれども、例えば麻痺の状態があり

ます。あとは切断とか機能障害というのもありま

すけれども、例えば下半身の機能障害であるとか、

下肢で膝から下とか下肢の切断とか、上腕の切断

とか、そういう機能障害によって１級から３級に

区別されているということで、生活のいわゆるし

にくさといいますか、そういうので程度区分がさ

れているということでありますが、そういうこと

でございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 どこに持っていこうかということ大

体想像つくかもわからないですけれども、この身

体の１級から３級のところで高齢者はどのぐらい

いますか、2,500のうちのどのぐらいいますか、

高齢者は。要するに介護保険の対象者ですけれど

も、何割ぐらいでざっくりいいですよ、何名と細

かくじゃなくて。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 申しわけございませんが、

細かい内訳は持っておりません。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 じゃ、進めます。 

  ということは、介護認定の今福祉タクシー券を

使うんだったら障がい者のほうのサービスを使っ

たほうがよっぽど、高齢者というのはオーダー、

レディーメードで障がい者はレディーメードだか

らということを考えたら、とりあえず介護保険を

優先しなさいとは言っていますけれども、それを

越えた部分は障がいでサービスは使えるというこ

とですから、使い勝手は障がいのほうがいいです

ので、そうすると高齢者で立位がまず困難で車椅

子の人は大丈夫だろうなと思うんですけれども、

その辺、そんな感じの人が使っていると、麻痺、

拘縮の加減でどの程度なのかが高齢者、後ででい

いんですけれども、その辺のところでどんな状態

像の人だったら、介護保険の利用者でこちらに移

れるかという今の高齢のほうのサービスから、そ

ういうキャンペーンを張ろうかなと思うんで、そ

うするとどのぐらいが対象者としていると。 

  そのときにさっき高齢の主治医の意見書だけじ

ゃなくて、今度障がい者の認定も受けなきゃいけ

ないんですよね。ということになると、どういう

手続をとればいいのか、ちょっと聞かせてくださ

い。今きっと2,500人で受けていない人がいると

思うんですよね。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 こちらの福祉タクシーの申

請につきましては、対象者の手帳をお持ちの方で

利用したいということを申請していただいて、そ

の中で判定していくということになるんですが、

ほぼ手帳を持っているということであれば、それ

は対象となるというふうに考えてよろしいかと思

います。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 私、ケアマネで支援していた人、先

生に高齢のほうの主治医に障がいのほうのもとれ

ばと言われているんですけれども、とりあえず介

護保険で何とか間に合っているんで、とっていな

いという人もいるんですよね、身体。そういう人

で買い物とか何かで使っているんで、実際には。

２つの制度を使うというのが高齢の制度だけで何
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とかなっているからということで、とっていない

という人がいるので、その場合に今の主治医とい

うのは、身体の意見書を書ける主治医で出てきて

いますので、そのときはだめですね。 

  もう１回、主治医、指定医療機関でしないとい

けないということですよね。そこをすればいいと

いうことですか。 

〔「はい、そうです」と言う人あり〕 

○早乙女委員 次に、あと１つだけ聞かせて。64ペ

ージのところで、これも本会議の一般質問で聞い

たんですけれども、生活保護費の総務費、要する

に福祉事務所長が兼務になったのでということで、

こちらのほうの職員の給料が減ったのか、それは

その前でしたか。今回給与が減ったということで、

要するに人員的には今後だということなんですけ

れども、これについて生活保護の支援対象者と職

員数とという部分のところで、毎年どのぐらいこ

のぐらいが最低いなきゃだめだよというのをここ

数年間どのぐらいずつ足りなくて、事業というか、

支援をしているのか。３年ぐらいの分。 

  本当なら何名いなきゃならないところを実務で、

また単価の高い人を何人も要らなくて、現場に出

る人の人数で、何人ケースワーカーが持っている

かという部分のところで、３年ぐらい何人ぐらい

いたら本当はいいのに何人しかいなかったという

人数だけでもいい、足りない人数を。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 議会の予算質疑の中でもご

質問いただいた件でございますけれども、社会福

祉法の中では、ケースワーカーについては80世帯

を基準として１名設置するということで定められ

ております。本市の場合、直近のデータでいいま

すと、１月現在で754世帯の1,023名の方のご支援

をさせていただいているということで、今ケース

ワーカーについては約80数件から大体120件、ち

ょっと地域割で幅があるんですけれども、このぐ

らいの担当をしてございます。人員としてはスー

パーバイザー１名と経理１名、それからケースワ

ーカー８名の10名ということなんですが、経理担

当職員はスーパーバイザーと経理担当職員は担当

を持ちませんので、８名で750世帯を見ていると

いうことで、人数的にいうと754を８で割ります

と。 

〔「754を80で割って何名足りないかとい

うことでやっているということですね」

と言う人あり〕 

○阿久津社会福祉課長 10で割ると9.245というこ

とで、10名いないと足りない。８名ですから、こ

のままでいくと２名は足りないということになり

ます。 

  例年、１名ずつ増員をさせていただいておりま

すが、ちょっと追いついていない状況というよう

なことで、そのほかにこれだけ数が多くなります

と、ケースワーカーの統括をするスーパーバイザ

ーもちょっと足りなくなっているという状況があ

ります。増員等では、課を分けてスーパーバイザ

ーを設置してやっているということなので、当事

務所でもスーパーバイザーの増員等、育成等も含

めて支援体制を実施していかないと、ちょっと十

分な寄り添いができないのかなというような感想

はございますが、今のところそういうことで人数

は議会の答弁でもございましたように確定ではご

ざいませんけれども、増員要望は部長の答弁のと

おりお願いをしてございますし、そのほか支援相

談員等も含めて支援をしていきたいということで

考えてございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 質疑の途中ですが、ここで10分間の

休憩をとりたいと思います。 

  11時20分再開いたします。 
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休憩 午前１１時１２分 

 

再開 午前１１時２０分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 さっきの続きで64ページのところで、

ケースワーカーで、さっきスーパーバイザーも足

りないと言ったんですけれども、実際に今スーパ

ーバイザーはどういう経験歴というのか、どうい

うような人がやっていて、それでどういう人がい

たらいいと思っているか、そこだけ聞かせてくだ

さい。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 スーパーバイザーを前にし

て、ちょっと恥ずかしい気もするんですけれども、

スーパーバイザーについては、現在は松本という

係長がスーパーバイザーとして着任しております。

資格等は特に福祉士であるとか、そういうものは

持っておりませんけれども、着任後、スーパーバ

イザーの研修等を受けさせていただいて、なおか

つ実務研修といいますか、実務の中で前任者等と

の連絡であるとか、あとは県、また厚労省等々と

協議といいますか、連絡をしながらスキルアップ

をしているというような状況であります。 

  実際には、スーパーバイザーはケースワーカー

のケースや支援方針について指導していくという

ことでありますので、やはり経験豊富な者にこし

たことはないんですけれども、市として専門職を

雇用していないということもございまして、いわ

ゆるその中で異動がある。その中でできる限りの

スキルアップをしていくというような状況で進め

ているという考えであります。 

  先ほど１名足りないと申し上げたのは、ケース

として750ほどあります。それぞれのケースもＡ

からＥまで、いわゆる月に１回訪問から半年に１

回等々まで、訪問といいますか、指導の回数が分

かれておりますので、754件全てに毎月、毎週か

かわるということではないんですけれども、やは

り困難ケースであるとか、また難しいケース、特

に最近、出所者の社会復帰を支援するケースが大

変多くございまして、そういうケースではスーパ

ーバイザーの支援がないと、ケースワーカーも難

しい対応を迫られますので、１名ではなくてもう

１名いて、ダブルで支援ができたらいいのかなと、

所感は思ってございます。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 私も今それこそ累犯障がい者とか生

活保護の中で支えなきゃならない部分のところが

単純に経済的な理由ということだけではなくて、

そういった支援がなかったために犯罪を犯して刑

務所に入ってしまった。出てきても支援する人が

いないがためにまた戻ってしまうという部分のと

ころに、それこそ今その支援も栃木県でも始まっ

て、あれは委託して、前の宇都宮市の職員だった

方がその辺のところも支援しながら、きっと那須

塩原も訪問していると思うんですけれども、担当

課のところは。 

  そういうふうにさまざまな人たちがかかわらな

いと、この生活保護の制度が最後のセーフティー

ネットと言われていて、この制度がなかったら憲

法が保障している生活ができないという中で、や

はりケースワーカーの人たち、日々とても大変な

仕事をしていると思うので、その人たちが疲弊し

ないためにもスーパーバイザーがいて、さまざま

な経験からアドバイスしないとしんどいだろうな

というふうに私も思いますので、ぜひその辺も増

員も含めてさまざまな経験がある人の配置という

ものも求めてください。 
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  なかなか専門職とか経験のところの単純な人事

しかやっていない市町村だと、そこに適任者、か

といってそこにずっと張りつけておくことも人事

上できないという、本当は何年も経験していると

ころで、スーパーバイザーになっていてというの

は思うんですけれども、なかなかそういう人事が

できないということもあるので、そこをうまく担

当のところでは職員にも配慮しながらやっていた

だきたいということで、私の質疑、これで終わり

ます。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 それでは、50ページの自宅待機者とい

うことに関してお聞きしたいと思う。 

  昨年、平成24年に関していうと県の事業がなく

なったことによって、予算の減額というのがあっ

たわけですけれども、今回の市域ということでゲ

ートキーパー養成講座を３回行うということで、

先ほど説明があったんですが、これは市の単独事

業なのかどうか。 

  それと、委託料としてセーフティーチェックシ

ステムということで、これは心の体温計だとは思

うんですが、それがアクセスで８万件を超えてい

るということで、これらに対する何かご意見とい

うんですか、そういったものがもし実際に入って

きていたら、お聞かせ願いたいなと思います。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 今ご質問のゲートキーパー

養成講座につきましては、こちらについては県の

事業の中での人材養成の事業ということで、予定

してございます。県内でも既に13の自治体でゲー

トキーパーの研修会、養成講座等々を行っており

ますので、その中で本市も予防といいますか、自

殺に向き合うという形で、そういう人員の養成を

したいというふうに考えているところでございま

す。 

  また、セルフチェックシステムについては、先

ほど件数が平均月１万6,500件あるよということ

でお話をしましたけれども、その中で健康に関す

るものが337件、それから経済に関するものが396

件ということで、この２つが相談の内容としては

多いものになってございます。 

  実際に開いていただくとわかるんですけれども、

その中で金魚とか水の濃さでストレスチェックが

わかるということで、かなり中にはストレス度の

高い方もいらっしゃるので、それをご自身が判断

していただいて、なおかつ昨年度、名刺大のカー

ドとチラシを配らせていただきました。このよう

な形の大きさのチラシを配らせていただいて、そ

こでセルフチェックシステムをずっとログしてい

くと相談の窓口の電話番号が出てくるというよう

な形になりますので、その方々がご自身でご相談

をしていただく。匿名なものですから、こちらか

らアクセスをするということはできないんですけ

れども、そのような形で多くの方に見ていただい

て、自分のストレスに向き合っていただくという

ことでは、ある程度効果が出ているのかなという

ふうには思いますが、直接このシステムいいね、

だめだねというようなご意見は頂戴してございま

せん。 

  以上です。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 了解しました。 

  続いて、今回、心の里を建物自体建てかえると

いうことなわけですけれども、実際に現在、心の

里の敷地に当然建てかえるということになるんだ

と思うんですね。そうなると、建てかえの期間は

どのような対応をされるのか。それから現在行わ

れている作業場、ああいったものは全て今後引き

継がれてやっていく考えなのか、あわせてお伺い
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します。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 今、心の里につきましては、

定員が25名の中で、利用としては療育とそれから

生活支援といいますか、そちらで19名の方にご利

用いただいているんですけれども、場所的にいう

と埼玉小学校の山側というか、そこに１つとあと

さきたま保育園に隣接している場所でありますの

で、工事に当たっては、いわゆる現在の機能につ

いては、あの建物自体が昭和56年に開設して継ぎ

足し継ぎ足しというふうになっております。大変

今回の震災でも幸いにして損傷とか出なかったん

ですが、早急な建てかえが必要ということの認識

を新たにして進めるわけなんですが、機能そのも

の、いわゆる事業も含めて継続をしていくという

ことで、縮小するような考えはございません。 

  通所者がやはりいろいろなものに過敏に反応し

てしまうというようなそれぞれの障がいをお持ち

の方が多いので、工事に当たっても通常の工事と

は別に、音がなるべく出ないようにするとか、音

に反応する方が飛び出さないように普通のフェン

スではなくてネットフェンスをするとか、出入り

についても少し限定をして、送り迎えのご父兄の

方の車のところから工事に行くまでのところにも

う一つ仕切りをつくるとか、そのような形で対応

したいというふうには考えてございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 了解しました。 

  52ページの具体的には、こどものへやぽけっと

に関してなんですが、これも補助金の対象という

ことで、骨格的予算の中で一時は減額されたわけ

ですね。今回先ほどの説明の中で、平成23年度に

戻したというお話があったわけです。実際に携わ

っている経営の方、それから保護者の方との話し

合いをやられて戻したということになるんだと思

うんですが、その過程の中で非常に私が疑問に思

うのは、補助金の見直しのことないしは精査をす

るということが悪いことではないんでしょうけれ

ども、全く戻るということを考えると、じゃどこ

に何が問題で何のために行ったのかなという疑問

を抱かざるを得ないんですが、所感を聞くような

話になって申しわけないんですけれども、いかが

でしょう。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 今ご質問のこどものへやぽ

けっとにつきましても、委員の皆さんも何度か訪

れてご支援いただいていると思うんですが、私ど

もで考えましたのは、補助金の見直しというのは、

これ昨年も申し上げたと思うんですが、減額あり

きではないと。要するに補助金の使途、目的等々

を原点から積み上げていくという形で考えようと

いうことで、昨年もそのような形で精査をさせて

いただきました。 

  今回、こどものへやぽけっとにつきましては、

若干ご説明もいたしましたけれども、通常の法定

サービスの額を１万2,000円と想定して、その半

分を市でご支援したいという理論づけで180万と

いう数字を出しました。ですので、その前は150

万だったんですが、その150万がどうしてそうな

ったのかは、私も申しわけない、わからないんで

すけれども、今回はそういう形でしっかりと根拠

をつくり、当然県内でもこういう個別養育、まし

て障がい児、それから保護者の方を同時に相談支

援も含めて行うというと、非常に障がい者の方、

それからご父兄の方に寄り添っている療養という

ことで、市でも独自の施策というふうに考えてご

ざいますので、その部分を数字の根拠を持ってし

っかりと応援したいと。 

  こどものへやぽけっとさんにも申し上げたのは、
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支援をするということは、しっかりその成果も出

していただくといいますか、その成果等と、支援

をしていただいて通所している方やご父兄も含め

て広く情報の共有化をしていきたいということで、

会報であるとか、またバザーであるとか、そのよ

うなもので交流を深めていってくださいねという

ことでのお願いをしてございます。 

  またなおかつ、いつまでもあそこの場所でとい

うことも考えにくいので、例えばＮＰＯ化である

とか、法人化であるとか、今２人の先生が携わっ

ていますが、その方の後継者の育成であるとか、

そういうものも踏まえて、この事業が進めていけ

るような形で市も何とかご支援をしたいんで、一

緒に考えていきましょうということで、この数字

を導き出したということでありますので、今後同

じような歩調で寄り添っていきたいというふうに

市としては考えております。 

  以上です。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 実際に法定サービスの２分の１をとい

うことで、そういう考えを明確にしたということ

は、今後も事業に関していえば続けていくという

理解で当然いいんだと思うんですよね。いいんで

すよね。課長。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 はい。今委員ご指摘のとお

り、やめるつもりはございません。続けていくつ

もりではおります。 

  以上です。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 了解しました。 

  じゃ、もう１点だけ、歳入の点で先ほど早乙女

委員も触れましたけれども、生活保護に関して22

ページの返還金の部分ですが、返還金に関してい

えば、昨日、一昨日あたり新聞でも大々的に報道

されているわけですね。説明の中で、63条、78条、

この内容としてはこれこれこうなので、返還して

いただきましたということなんですが、具体的に

は10万円であったり１万円であったりという形に

なっているので、実際に個々の世帯が返した額と

いうのがこのぐらいで、件数がこのぐらいになっ

ているのか、お聞かせお願いできますか。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 今委員からご質問の63条、

78条、これ歳入については科目存置というような

考え方で10万円と１万円ということになってござ

いますけれども、こちらは昨年度も決算の折にお

話を申し上げたかと思うんですが、もう少し額の

ほうは多くなっていますので、通常現年度分につ

いては、かなりの額で歳入がされるということで

ありますけれども、過年度分については保護者の

方の死亡であるとか、もしくはやはり現制度では

強制的に収納といいますか、それがちょっとでき

ない状況でありますので、過年度分についてはか

なり額が鈍っている、これが遅くなればなるほど

厳しいという状況でありますけれども、個別的な

数字、ありますか。 

○松本保護係長 平成24年度中ということで、現在

調定している金額ということでよろしいでしょう

か。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○松本保護係長 ２月の途中までの現在なんですが、

先ほどお話にありましたまず63条の現年度分とい

うのが882万9,000円ほどです。63条の過年度分に

つきましては606万4,000円ほど、78条につきまし

ては現年度分が283万7,000円ほど、それから過年

度分のほうが3,714万8,000円ほど、過支給につき

ましては現年度分が408万1,000円ほど、それから

過年度分につきましてが445万8,000円ほどの調定

というような形になっています。それらに対して
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対象者に対し返納を求めている。 

  一部につきましては、分納していただいたりと

か、あるいは63条などについては、資力があって

の返還が発生しているということなんで、63条に

ついては一括での返還を求めたりとかをしている

というような状況でございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 この件に関しては、ケースワーカーの

人たちが把握するというのは容易なことなんでし

ょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 63条のことでいいますと、

例えば年金が開始になって、年金開始の通知が来

ている。もしくは29条での預貯金調査等で保険が

解約されて、それが口座に振り込まれている。そ

ういうようなことが定期的ないわゆる調査等で発

覚しますので、もしくはご本人が、年金が開始に

なりましたよというような訪問の際にお話があっ

て、じゃその分は返還してくださいとのことでお

話をして、63条については比較的わかりやすい。 

  73条は、仕事をしていて、そのものを報告せず

に、ほとんどが消費してしまっているので、この

分については発覚というのも個別に訪問している

中でいつもいなくて、どこに行っているのという

ところから発覚をしたり、あとは企業の明細等々、

税の給与の明細等々で発覚したり、あとはご親切

に教えてくださる方の情報でわかったりというよ

うなことがありますけれども、なかなか発覚も難

しいということはないんですけれども、比較的わ

かりにくく、額についても調定はしたものの歳入

については難しいというのが現状であります。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  金子委員。 

○金子委員 48ページ、戦没者遺族への事業が、こ

れもう時間が戦後たっているんで、相当減ってい

るのかなと思うんですけれども、現状はどんなふ

うになっているかちょっとお聞きします。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 今ご質問の戦没者、いわゆ

る本市で考えてございますのは、追悼式を行って

おりますので、追悼式の参加者という部分でお答

えできればと思うんですが、昨年は会員の方が

124名参加をしていただいているということで、

会員数は23年度が532名、22年度が617名、21年度

にさかのぼりますと684名ということで、徐々に

少なくなってきております。その中でもやはり参

加者については、４分の１の半分よりも少ない方

が参加をしていただいているということで、会員

数については正直なところ少しずつ減っていると

いう状況でございます。 

〔「まだ500人ぐらいいるということね。

わかりました」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 金子委員。 

○金子委員 それと次に次のページ、49ページ、社

会福祉協議会のほうだけれども、現状、黒磯のい

きふれですか、いきふれのほうは今ほとんどいな

くなっちゃったという状況なんですけれども、25

年度もそういうことで進めていくわけですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○阿久津社会福祉課長 委員ご存じのとおり、社会

福祉協議会も１つになってございまして、長寿セ

ンターのところが本所ということで、あとは黒磯

支所と塩原支所というふうな形で活動してござい

ます。 

  支所についても、先ほど早乙女委員のお話にあ

りましたように、今後コミュニティワーカーを設

置しているということでありますので、人数等の

詳細は新年度になりませんとわかりませんが、現
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行の人数、今のところ２名いらっしゃるんですが、

プラスアルファ程度で活動していくような形にな

りますが、いわゆる根幹的な部分については本所

で活動しますので、黒磯支所管内の活動は黒磯支

所で行うということでありますので、人員等は現

状とほぼ同等で進めていくような形になります。 

  以上です。 

○伊藤委員長 金子委員。 

○金子委員 それは非常に長寿センターのほうで全

部集約してやっていくというのはいいと思うんで

すけれども、黒磯の地域の人たちがいろいろ近い

ところで聞けないと。西那須野まで行くというの

はなかなか大変みたいで、それをある程度は考え

ていかないと、黒磯はちょっと広いですから今後

のあれとして、どこまでどうするかというような

ことは言えないけれども、やはりあそこへ行って

話をしたい、相談したい、そういう要望がかなり

あるということはちょっと頭に入れておいてもら

いたいなと思っています。 

  あとは、先ほど皆さん聞いてくれたので、それ

でいいので終わります。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第11号 平成25年度那須塩原市一般会計予

算を原案のとおり可決すべきものとすることにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第11号は全員異議なく可決すべき

ものと決しました。 

  次第にはございませんが、その他で委員の皆様

から何かございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 社会福祉課の皆さんからは何かござ

いませんか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、社会福祉課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩をいた

します。 

 

休憩 午前１１時４６分 

 

再開 午前１１時４８分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２５号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 子ども課所管の常任委員会審査を行

います。 

  議案第25号 那須塩原市特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○荻原子ども課長 （議案第25号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 



－132－ 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 家庭相談員が受けている相談、養護

の相談がふえていると。実際に市町村の家庭相談

員は、どの段階からどの程度のところまでを相談

を受ける、主に担っている。最終的に養護の必要

は児相に行って、それで児相から養護施設に行く

とかということになっていくんだと思うんですけ

れども、家庭相談員というのは、その流れの中で

どの時点からどのぐらいまで県の部分だとかかわ

っているんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 一概にここからここまでという

のはないんですけれども、最近多いのでは出産前、

妊娠の段階から、例えば病院でその親が養育力に

ちょっと疑問があるというような情報が特定に行

くというような取り扱いしているんですけれども、

そういうのが年々ふえてきていまして、その場合

ですと、もう出産の準備の段階からかかわること

がある。出産後、その段階からもう既に保健セン

ターとタイアップしての対応になっているんです

けれども、実際出産した後、育児がきちんとでき

ているのかどうか、ネグレクトにならないのかあ

るいは虐待につながらないのかというようなとこ

ろを訪問したり、電話で相談を受けたり、そうい

うことである程度きちっと育てられそうだなとい

う見通しが立つまで、その期間というのは家庭に

よってさまざまになります。そういった形ですぐ

に終結になれば件数もふえなくて済むんですけれ

ども、ほとんどの場合、出産後すぐに終結という

のが難しくて、保育園に入るあるいは学校に入る

あたりまでかかわることが非常に多いです。 

  あとは、当然近隣の人から例えば夜中に泣き声

が聞こえるであるとか、外に出されていたよとか、

あるいは保育園からあざができたとかというふう

な中で、いろいろな手段を使って、保健センター

ともそこでもまたタイアップしながら家庭に介入

していって、相談、保護者との関係を築いていっ

て支援に入るというような形、大きくこの２つあ

たりがパターンとしては多いんですね。やはりあ

る程度、落ちついてもう大丈夫だという見通しが

立つまで続くことになります。 

  中にはやはり自分が育てられたように子どもを

育ててしまうという家庭がありまして、負の連鎖

といいますか、そういうのがありまして、親子三

代にわたって記録がつけられているというような

世帯もありますので、なかなか減っていかないん

ですね。１つ終わるとまた１つふえるというふう

な形で、大体今のところ常時400ちょっとぐらい

の案件を抱えている状況です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 そうすると、最終的にある程度寄り

添って、ずっと相談を保健センターの保健師さん

と相談員がしていて、最終的に市町村の対応では

ということで、児相に送るという言い方は悪いん

ですけれども、相談して、それで児相のほうでこ

うなると養育の部分がとても不安だというと、乳

児院とかということになると、ここから乳児院は

遠いですよね。そうすると、母子の愛着状態とい

う部分をその後、乳児院を退所してからもしなき

ゃならないときに、母子分離しちゃうわけですよ

ね。そうすると、その間、乳児院は宇都宮にしか、

県内にも小さなところとかあって、佐野か何かに

新しいのができたけれども、県北にないので、一

番近いとなったら宇都宮済生会のところですよね。 

  そうすると、その辺のところの乳児院に代替し

てもらって育ててもらっているけれども、別に取

り上げたわけではないので、いずれその間、その

間という部分もこの家庭相談員は支援するんです

か、支援はしないんですか。 

○伊藤委員長 課長。 
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○荻原子ども課長 児相を通じて乳児院とかに入所

措置した後については、一旦こちらからは離れま

す。家庭戻しになった段階で、その情報がこちら

に提供されますので、その状況に応じて確認しな

がら、場合によってはまたこちらで介入していく

というような流れになる。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 結構ハードですよね。何かがあると、

なぜ支援、問題が起きたときに、何で入らなかっ

たとかいうことになって、責任は結構重く、それ

が非常勤の職員のところにかかってくるわけです

から、保健師さんと一緒に支援しているというこ

とでは、少しは１人で抱え込むということではな

いんでしょうけれども、それとあと婦人相談員の

ところも、やはりそれに加えて養護の必要のある

子どもを抱えながら自分がＤＶの被害者であった

りということで、またそれもそれでというふうに

なったときに、これは婦人相談員の部分のところ

だと、子どもがいる場合は児相と連携するけれど

も、自分だけだったりするときには、さっきの警

察からの立ち会いでＤＶであるとかということも

あるということなんで、そうすると婦人相談員の

中が動くに当たってのさっき家庭相談員だったら

保健師さんと一緒に動くとかという部分がとれま

すけれども、婦人相談員の場合のその辺は担当課

の職員がつき合うんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 やはりそこもケース・バイ・ケ

ースになるんですけれども、市の職員が一緒に立

ち会う場合もありますし、情報が例えば保健セン

ターから流れてくるんだとか、あるいは子育てか

ら流れてくるとかあるいは保護係から来るだとか、

いろいろなパターンがあります。そのときそのと

きにどういうかかわりがあるかによって、相談員

だけでいいのか、かかわった担当の職員が一緒に

行ったほうがいいのか、その辺はケース・バイ・

ケースの判断になります。あとは当然警察から立

ち会ってほしいという要請があっていくことも多

いんですけれども。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 そうすると、これも那須塩原市には

全然そこら辺を支援するＤＶの支援センターもな

いんで、そうすると相談員が割とハードだなとい

う中で、さっきの乳児院が宇都宮にしかないと同

じようにＤＶの支援をしてくれる団体というのも

宇都宮にしかないし、それもまだ乳児院だったら

制度上のものなんで、そこにいる人たちというの

はちゃんとした国からのお金で、措置費で支援し

て、入所から何から措置費でやってくれるという

ことなんですけれども、ＤＶの支援の部分のとこ

ろではなかなかその辺がというとなると、シェル

ターなんかは民間が運営していたりするところに

お願いをするということで、私も養護施設になん

か行くと、記録も読むことになりますので、結構、

那須塩原からの相談は多い。児童養護施設で多い

ということは、ＤＶも多いという比例が大体して

いるんで、多いんですよね、那須塩原はその辺も。 

  それなんだけれども、その辺の自覚は行政のほ

うのトップにはないみたいなので、そうすると、

今この婦人相談員の金額を、時間を上げたという、

これは最低のことだとは思うんですけれども、そ

のほかにやはり今この人たちがきちっとした仕事

をするために、この人たちが疲弊して本当に綱渡

りのような相談も受けてやっているんじゃないか

なと思ったときに、何が一番必要だというふうに

今、那須塩原では。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 早乙女委員がおっしゃったよう

に、ＤＶ、例えば子どもが一緒の場合であれば、

母子寮、母子自立支援施設というところに親子一
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緒に入れて、これについては市から直接委託料と

いうような形で支援できているから、そこはさほ

ど問題はないんですけれども、大体被害者１人、

単独の場合に、ほとんどが女性になるんですけれ

ども、子どもがいない場合ですと、いわゆる母子

寮には入れませんので、民間が運営しているシェ

ルターに駆け込むというような方法が一般的にな

ります。 

  直接的にそこに誰が入っているとかという情報

は、一切こちらには来ませんので、市民が入って

いるのか何人いるのか、あるいは相談件数が何人

あるか、それも含めて公開されていない状況です

ので、直接的な何人入っているから幾らだよとい

うそういう支援ができません。 

  ですけれども、そういうシェルターが必要なの

は、これは間違いないことだと思っています。絶

対必要なシェルターというふうに思っています。

そのためにやはり行政としてやらなくてはならな

いことというのは、そのシェルターの運営のため

の助成ですね。いわゆる補助金という形になりま

すけれども、そこのところで昨年度もたしか３月

議会のときに一般質問の中で出たと思うんですが、

そのときに実は子ども課としては30万円を要求し

たというようなやりとりを記憶されているかと思

うんですが、残念ながら９万円に。 

〔「減額された」と言う人あり〕 

○荻原子ども課長 それまで10万円だったものが９

万円に減額されてしまったというようなことで批

判するというつもりは全く毛頭ないんですけれど

も、若干力及ばず、子ども課の思いがちょっと届

かなかったという結果になっております。 

  これについては引き続きその必要性であるとか、

できるだけ運営に支障がない範囲で那須塩原市の

件数であるとか、誰がというのは当然出せません

けれども、何人これまでに利用しているであると

かあるいは相談が何件あったとか、そのあたりの

支障のないような数字をできるだけ出していただ

いた中で、さらに継続して増額の要望はしていき

たいなというふうには思っております。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 本当に婦人相談員の金額を７時間30

分にして４日、時間をふやして、７時間40分、こ

れも同じくしたんですよね。体制を同じようにし

て回していくということになって、18万円にした

という何かこれだけでは済みそうもないような問

題を、課題を抱えているなというふうに思います。

せめて少しでも本当に８時半、５時15分という部

分で相談が終わるというものでもないという、案

外夜間とかいう事実とか、私も本当に夜間対応し

たこともありますので、この辺のところは懸案事

項だなというふうに思います。 

  質問は終わりです。 

○伊藤委員長 それでは、質疑の途中ですが、ここ

で昼食のため休憩を入れたいと思います。 

  開始が午後１時５分から開始いたします。 

 

休憩 午後 零時０８分 

 

再開 午後 １時０３分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  その他、質疑はございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 今回の改正の中で、家庭相談員、それ

から母子自立支援相談員、婦人相談員それぞれ現

状、相談件数が非常にふえているということで、

時間を延長して、それに対する報酬をふやしたと

いうことで、その部分はよくわかるんですが、こ

れらの相談事業を少しでも和らげるというか、そ
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ういった部分でいうと民生児童委員の方々が例え

ばいきいきふれあいセンターでの相談業務を行っ

たりしているわけですが、それらで少しはカバー

されるような部分というのは、直接じゃないので

ちょっとあれですけれども、あるんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 実際どの程度そういう相談の場

で相談をされている方がいらっしゃるかちょっと

把握できていませんけれども、一般的にやはりＤ

Ｖであれ、虐待であれ、地元の人に知られたくな

いという意識が働きますので、民生委員さんに相

談する方というのは、ほとんどいないんじゃない

かなと思うんですね。民生委員さん自身が自分と

の中でそういうのを目にしたりあるいは聞いたり

して、みずから働きかけるというところはあるか

と思うんですけれども、民生委員さんがいるとこ

ろにわざわざこういう被害者なりあるいは虐待の

加害者なりが相談に行くということは、まずほと

んどないと思っています。 

〔「わかりました」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第25号 那須塩原市特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正についてを原案のとおり可決すべきものとする

ことにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第25号は全員異議なく可決すべき

ものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３８号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 次に、議案第38号 財産の無償譲渡

についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○荻原子ども課長 （議案第38号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 無償譲渡という部分はわかるんです

けれども、実際にこれを譲渡されて昭和55年10月

に建てたとうい部分のところで、実際あと何年ぐ

らい使えるような建物なんですか、この評価額の

これでいうと。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 実際あと何年使えるとかいうそ

ういう評価というのは実際していないものですか

ら、正直何年とか言えないんですけれども、耐震

診断の結果では、補強の必要がないという結果は

出ていますので、しばらくとしか言いようがない

んですけれども、今すぐどうにかなってしまうよ

うなものではないというふうに思っています。そ

れなりに手を加えて修理もしていますので。 

〔「いいです」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了
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いたします。 

  採決いたします。 

  議案第38号 財産の無償譲渡についてを原案の

とおり可決すべきものとすることに異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第38号は全員異議なく可決すべき

ものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 それではここで、福祉教育常任委員

会を予算等審査特別委員会第２分科会審査に切り

かえます。 

  議案第11号 平成25年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○荻原子ども課長 （議案第11号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

  議長。 

○君島委員 １つは、55ページの新規事業で子ども

の権利に関する条例検討懇談会というのがあるん

ですけれども、これの委員、５回開くというんで

すけれども、何でこれ報酬じゃなくて謝礼なのか

なというのが１つと。 

  あと、今の説明がありました塩原小学校から引

いていて塩原幼稚園に持ってきたということなん

ですけれども、どちらとも那須塩原市が加入者じ

ゃないかと思うんで、加入金を払わないでそのま

ま持ってくるということができないのかどうか、

その２点だけちょっとお願いします。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 まず、子どもの権利に関する条

例の謝礼ですけれども、この組織が広く意見を聞

くということで、市民機関という中身では、市の

附属機関という位置づけはないので、報酬にする

と報酬条例にないと払えないということにもなり

ますので、そういう意味で謝礼ということで報奨

金ということになっています。審議機関ではござ

いません。 

  それから、幼稚園につきましては、その加入金

がもともと塩原のときのやり方、今とはちょっと

違ったんだとは思うんですけれども、塩原小学校

のメーターの先から分岐しているものですから、

塩原小学校として管理しているんですね。管理し

ていたんですね。今回、塩原小学校が閉鎖になっ

て、新たに子ども課として幼稚園が加入するとい

う形になるので、加入金が発生するという中身で

ございます。 

〔「いいです」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 55ページの今子どもの権利に関する

検討懇談会ということで出ているので、ここのと

ころで前に特命事項じゃなくて何という表現でし

たか、そういうことでどこかに書いてあったんで

すけれども、特命は何の特命なのか教えてくださ

い。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 これは市長の政策的な判断で特

に命じられたというような形での特命、例えば実

施計画に載っていたのは、特命事項という形で載

っていたと思います。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 
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○早乙女委員 子どもの権利に関する条例の検討も

そうですし、次世代育成支援の対策協議会なんか

の委員が協議しなきゃならないこともあわせるん

ですけれども、これらのことというのとこれから

大きな計画を立てたりしなきゃならない子ども子

育て会議を設置しなきゃならないというときに、

その趣旨、これから子どもに関することは、みん

なここで整理をするようなものもそうですけれど

も、その根底にあるのは、こういうふうなここの

場では子どもたちの育ちとあと子育てを支援した

いということでつくられてくるんだと思うんで、

子ども子育て支援新制度というものですよね。そ

の辺のところ目的とか趣旨とこの辺のところと整

合性はとってくるものなんですよね。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 特に根っこのところではつなが

ってくると思っていまして、ただ一般質問のとき

にもお答えしていますけれども、たしか予算質疑

でしたか、お答えしていますけれども、子ども子

育て会議、これは設置する方向のことで考えてい

ますけれども、まだ効率の中で大筋での検討項目、

所掌事務といいますか、そういったところは大き

なところでは出ているんですけれども、それ以外

にその会議の運営の仕方であるとか、まだやはり

政令省令が出ないとわからない部分がありますの

で、市長が補正でというようなことでお答えして

います。 

  当然この条例を検討していくに当たっては、そ

の辺の子育て会議でやるべきところをある程度、

見据えながら、まるっきりかけ離れたようなもの

にならないように配慮しながらやっていきたいと

いうふうに考えています。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 あと次世代育成支援、次世代育成だ

から、どちらかというと子どもを育てる部分、育

成支援ということなんで、そうすると、やはりま

だ狭い範囲の対応、あと子どもの権利というと、

相当広い権利ということになってきて、それに子

ども子育て会議の地方版ができてきてというふう

になると、何か大きなものと小さなものとそれこ

そ枝葉のようなものの部分のところと比重が、検

討しなきゃならないという部分のところが逆転す

るようなおそれもあるなというような今までのず

っと経過も見てきてそういうふうに思ったので、

その辺のところで那須塩原市においての子ども、

子育てという部分、あと子ども自身の育ちという

部分のところにおいて、何か本当に重箱の隅のよ

うな部分のところに膨大な時間を費やして、木を

見て森が見えないような計画になってしまうとか

というような注意をしていただきたいなというふ

うに思います。 

  それと次に、ファミリーサポートセンターの運

営、国から半分出ていますよね。そうすると、こ

の辺のところで今すごい勢いでふえている、利用

会員もふえているということで、そうするとこの

辺の運営費で賄ってやっていけるのかなと思った

ときに、拡大していったときには、市のほうが拡

大すれば、国のほうも自動的に入ってくるという

ことになるんですか、これ。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 これはあくまでも事業実績に応

じて補助率で決まってきますので、市が多く経費

をかければ、それだけ多く補助金が入ってくると

いう中身です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 ということは、そんなに多くなっち

ゃったてこれで対応できなくて大変だろうなと、

ちょっと老婆心ながら思ったんですけれども、そ

れは対応しなきゃならないのが多くなってくれば、

それに見合ってくるという考え方だということを
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聞いて、ちょっと少しは安心したんですけれども、

違うのかな。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 この委託料については、債務負

担を起こして５年契約しているので、基本的に５

年間の委託料は決まっているんですけれども、今

委員がおっしゃったように、今後この金額ではや

れないという事情、その状況になってきた時点で、

協議した上で債務負担の変更ということも可能だ

というふうに思っていますので、その辺は状況に

応じて対応したいと思っています。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 その辺のところは、やはりせっかく

立ち上がったものですから、充実させてもらって、

そこで動いている方たちが疲弊しちゃったりする

と困りますので、その辺のところは十分ご配慮く

ださい。 

  あと、62ページのところで、先ほど条例の中で

した家庭相談員とか、母子自立支援員とか、婦人

相談員という部分のところのここで経費が組まれ

ていると思うんですけれども、先ほどもちょっと

気になって生活保護なんかだとさまざまなケース

ワーカーに対してのさまざまな支援を、スーパー

バイザーを配置しなきゃいけないとか、そういう

ことでしているんですけれども、その辺のところ

で家庭相談員とか、母子自立支援員とか、相談員、

この人たちが仕事をする上で、大変だろうなと思

う部分のところは何か本来ならこういう形がいい

ということがあったら聞かせてもらえませんか。 

  人材的なもの、人材というか、子育て相談セン

ターだったら子供発達支援アドバイザーが臨床心

理士がとりあえずいるとか、そういうふうにやっ

ていく上で。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 実は問題であれば、子ども課の

職員と専門的な知識がある職員とタイアップして

動ければいいんだと思うんですけれども、子ども

課に本来いる、いなくてはまずい社会福祉士とい

うものが配置されていません。ですから、そうい

う社会福祉に対する専門的な知識を持った者がい

ない状態の中で、相談だけがどうしても相談中心

でやらざるを得ないというあたりで、子ども課と

してのバックアップの体制が弱い、そのあたりが

実際やっていく中で、相談員はずっと同じ者がい

るんですけれども、我々が定期的に動いてしまう

というようなあたりで、そのバックアップ体制が

弱いというようなところがございます。その辺社

会福祉士という専門職の配置が必要だというふう

に感じています。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 私もどんどん相談を見ていると大変

な相談が来るなと、私も依頼することも、もちろ

んそこに相談に行ってみたらということで、向け

ることもあるし、逆に私自身も相談を受けて、そ

れで市ではなくて、直接、ウイメンズハウスのシ

ェルターを持っているところに直接支援をお願い

しちゃったりということをするので、そうすると

どこもそこの相談員の方たち、支援団体の職員の

方というのは、もう社会状況に合わせて物すごい

勉強しているんですよ、皆さん。それで、そうい

うものを怠っていると支援ができないと。 

  それを民間あたりでやっているということで、

次の質問に移るんですけれども、キッズシェルタ

ーもそうですけれども、これは子どもの部分のと

ころで、人を配置しておいて運営しなきゃならな

いのに実績だけというのではなく、基本的な運営

の基礎プラス実績とかというよく何か委託すると

きにそういうふうにしますよね。実績でやるとい

う基本、運営の部分に実績を上乗せして委託する

とかというふうにするというのはなしで、実績だ
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けでしていますよね、ここ、キッズシェルターな

んか。 

  それにＤＶのここでは負担、補助金なんぞとい

うようななのでお茶を濁していて、その上に先ほ

ど私は30万と言ったのに９万に減らしていると。

かといって、自分のところにそれを全部やれるだ

けの行政で体制がとれていない。民間に委託でも

ないですよね。本当に民間の善意に甘えていると

いうような状況があるということを考えたときに、

ＤＶの支援の基本計画も立てていますよね。そう

いう中と相反するような状況がここのところ全部

全てあるんですけれども、そのところでＤＶ基本

計画を策定する、あと子どもの支援計画を策定す

る。 

  それで、さっきも子どもの権利条例まで策定し

ようとする市が、言っていることとやっているこ

とが、私はすごく違和感があるんですよ。物すご

くやろうとしていることと実態とが、そこら辺の

ところをどこでこういうものをきちんと協議した

らいいのかと。要するにＤＶ基本計画の推進のた

めの組織とか、あと子ども子育て会議あたりにな

るというのか、それともどこになるのか、どうし

たらいいというふうにお思いですか。すごく予算

質疑なのに予算を超えるような部分まで聞いてし

まうんですけれども、ちょっと聞かせていただけ

ませんか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 今おっしゃられたとおり、その

辺の部分、課題というのは、子ども課はどうして

も認識しているわけですけれども、キッズシェル

ターにしてもウイメンズにしても、キッズシェル

ターの場合はこれまでの実績からいくというよう

な形できていますけれども、キッズシェルターの

存続そのもの、そこに対する調整、運営費の補助

といいますか、そういったものも検討しなくては

いけないんじゃないかというところ。 

  それとウイメンズは委託でも何でもない、誰が

入っているかわからないという中で、ただなくて

はならない存在だと、これは一定やはり十分認識

しています。 

  ただ、残念ながら結果として今こういう形にな

っていますけれども、これは引き続き存続、これ

は絶対なくしていけないというふうに思っていま

すのでどういう形で、補助金の増額というのが一

番手っ取り早い話ですけれども、それ以外のとこ

ろでも支援ができるのか、例えば理事職もちょっ

と面識ができたものですから、そういう協議をし

ていきたいなというふうに思っています。 

  その補助金の見直しのところにあわせて、キッ

ズシェルターに対する補助金についてもちょっと

検討していきたいなというふうに思っています。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 このキッズシェルターとか、ＤＶ被

害者の支援しているウイメンズハウスとか、ここ

ら辺のところの位置づけというのは、こういうよ

うな位置づけではなくて、本当にＤＶ基本計画の

中で支援センターを独自に那須塩原市が持てるか

といったら持てないし、人材がいなかったらでき

ないんですよ、あれ。ただ、設置すればできるか

と、人を置いたからできるかということではなく

て、そのノウハウを持っている人たちが逆にそこ

に支援センターをやってくださいと言ったほうが

早いと。北海道のところなんかでは、そういうふ

うにしちゃっている市町村というのは、要するに

自力で行政がやるのは無理だから、ＮＰＯでやっ

ているところにその支援センター的なものを担っ

てもらっちゃうということで、そのかわり経費だ

けはきちっと出すので担ってくださいとお願いし

ちゃっているところがあるのは出てきていると思

うんですね。 



－140－ 

  そういう部分の自分たちができもしないのに、

もうおんぶにだっこみたいなのをしている上に、

私も本当に苦しいぐらいに、私もお願いするもの

ですから、でも本人の安全、被害者の安全を考え

ると、本当に寄附を集めるのも大っぴらにこうい

うことをやっていますからと寄附を集められるよ

うな団体でもない。子どものこととか何かだった

らまだ大っぴらにして寄附が集まるということも

あるんですけれども、その辺のところも割と配慮

しながら配慮しながらＰＲもするというここさえ

も理解できていないと言って、それに依存してい

るというような状況というのが私すごく担ってい

る人たちに本当に申しわけないなというふうに思

うばかりです。 

  かといって、こういう予算で出てきているもの

ですから、私も何としていいかわからないような

状態だということで、質疑のほうはこれで終わり

にします。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  金子委員。 

○金子委員 ちょうど今、早乙女さんがシェルター

の問題を出しています。それのほうでちょっと聞

きたいと思いますけれども、早乙女さんが言うと

おりで、大変な問題になっているわけなんですけ

れども、なかなか自治体の理解がされていないと

いうそういう中で、那須塩原市単独で理解すると

いってもなかなか難しい面もあるんで、周りの市

町村、しかも県も今100万円ぐらい出しているの

かな。 

〔「何をそのぐらい出しているの」と言う

人あり〕 

○金子委員 宇都宮もね。宇都宮はちょっと多く出

している。だけれども、そういう自治体の自治体

同士でそういうことがひとつ考えられないのかな

と、相談し合えないのかな。そしてそれを上に理

解させていくということもあると思うんですね。 

  私も昔、ドイツのそういうＤＶの施設を見てき

たことがあるんですけれども、向こうではもう施

設もしっかりしているし、金もかけているし、そ

ういうところに理解というか、非常に人権問題と

かに力を入れているんで、アメリカのほうも話を

聞くとすごく多いけれども、すごくそれに対する

支援もやっているということで、まだ日本の場合

は始まって間もないので。 

  そういうことで、最近は県内でも幾つか出てき

ているから、そうするとさらにこういう補助が足

りなくなってくるんだよね。幾つかできてくると、

１つだけ補助していくわけにいかないということ

で、ますます足りなくなってくるという状況にあ

るので、やはり26の市町だっけ、今県内で。26の

市町で計算すると、各市町が平均で50万円出し合

ったって1,300万円ですか、県がそれにプラスし

たってせいぜい1,500万円ぐらいにしかならない

という状態で、もう1,500万円では全然足りない

んだけれども、今では1,000万円にももちろんな

らないような状態でやっているというのが現状な

ので、その辺はやはり各自治体の子ども課なりな

んなりそういうところでチームワークをとること

も必要なのかなと私はちょっと思っているんです

けれども、そういうことをちょっと頭に置いて今

後進めてもらいたいなと思っているんです。 

  それは今、早乙女さんのお話の後につなげたん

ですけれども、61ページの世代間交流事業という

ので、おじいちゃん保育というのが出ていますけ

れども、これは13保育園ということで考えていい

んでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 公立保育園13園。 

○伊藤委員長 金子委員。 

○金子委員 そうしますと、これで計算すると、簡
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単にいうと賃金のほうは１人月３万円ぐらいにな

るという考え方でいいんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 今ちょっと月額で出ていないん

ですけれども、逆に１日４時間で週３日来てもら

っていまして、賃金単価が760円で、通勤距離に

従ってそこに通勤賃金としてプラスアルファが出

るという中身です。 

○伊藤委員長 金子委員。 

○金子委員 わかりました。それはそれですごく今

一歩進んだいいことをやっていると思っているん

ですけれども、それとここの保育園運営事業を見

ていると、各保育園が全部ピアノの調律をやって

いるようなので、そういうものがあるということ

で、こういう世代間交流と同時に、ピアノの本当

にちゃんと弾ける人がぐるぐる回って、そういう

ものを保育の段階で聞かせていくということもす

ごくいいことかなというふうに、この世代間交流

を見て、そういうものもアイデアとしてやってい

ければなということを頭に入れてもらえるとあり

がたいと思います。 

  以上です。 

○伊藤委員長 質疑の途中ですが、ここで10分間の

休憩を入れます。 

  開始時間は２時15分にします。 

 

休憩 午後 ２時０４分 

 

再開 午後 ２時１５分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ほかに質疑ございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 １点だけ確認の意味で聞かせてくださ

い。 

  55ページのつどいの広場の件ですが、西那須野

にもあるわけですけれども、その利用が非常にあ

るということで、今回、那須塩原駅周辺というこ

とでこの事業の拡大を図ったという理解でよろし

いんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 どこから優先的に設置していく

かということになりますけれども、まだ確定して

いるわけではないんですけれども、将来的には各

公民館エリアぐらいに１カ所、身近なところで、

小さいところを広げていく、今子育て相談センタ

ーでやっているサロンだとかあるいは各公民館事

業でやっているサロンだとかというのをそちらに

シフトしていって、子育てのサロンが将来的には

閉鎖したいんだというふうな考え方でおります。

とりあえず、一番人が集まりやすい駅周辺のとこ

ろから入っていこうと、そういうような考え方で

ございます。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 実際にま～るがスタートして、今利用

としてはどのような実績になってきているんでし

ょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○荻原子ども課長 はっきりした数字はちょっと手

元にございませんけれども、１日平均当初予定し

ていた10組程度は利用があるというふうに聞いて

います。特にほかのサロンと違うのは、ほかのサ

ロンというのは常設ではないということと、それ

から午前の部、午後の部で、お昼休みで一旦切っ

てしまう運営の仕方で、ま～るの場合は午前、午

後通してやって、お昼も持ち込んで一緒に食べま

しょうというような取り組みをしているものです

から、そういうので利用が多いのかなというふう

に思います。 

〔「了解しました」と言う人あり〕 
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○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 家庭相談員とか、母子自立支援員、

婦人相談員という部分のところを充実させるとい

うのは、それはそれで１つ取り組みとして代行だ

ろうというふうに、その点は評価いたしますけれ

ども、でもその反面、先ほど午前中に審議してい

た社会福祉課のところでは、骨格的予算の後、必

要であるものはほぼ全て戻したり、骨格的予算で

減額するばかりではないのでふやしたものもある

ということで、そういう何か子ども課所管のとこ

ろでみると、やはりそういうふうなことで増額し

ていた保育園も戻していますし、あとキッズシェ

ルターなんかもわずかですけれども、実績で増額

しているとか、そういうことをしている中、ＤＶ

基本計画までを立てていて、それに代替できる支

援組織もないし、支援するようなものを那須塩原

市が持っていないにもかかわらず、理解のないま

ま30万の予算要求を担当課がしておきながらも、

10万円だったものが９万円に骨格的予算で減らさ

れて、それが何ら変わらない。 

  この時代にＤＶ支援するということに対して、

何でこんな逆風が吹いているんだろうなここにと

思うようなことがあらわれてきているということ

で、この小さな芽がもしかすると、今ＤＶ被害者

支援という部分のところにとても考えられないよ

うなことが社会で起きていると、新聞とか雑誌な

んかでみていても、今までだったらＤＶ被害者の

支援は本当に優先してやっていかなきゃいけない

というふうに私たちも思っているし、支援してい

る人たちも思っているんですけれども、そうじゃ

ない人たちがどうも出てきたということで、これ

はそのあらわれかなというふうに思われるような

仕打ちに近いようなことですので、私はこの予算

の組み方自体、納得できません。 

  それでやはりまだ女性たちを支援するというこ

との上での完全な平等というものがない中で、先

ほどもお聞きしたところで家庭相談員とか、婦人

相談員がしていくためには、何らかの形で行政が

社会福祉士なりそういう専門職の配置もしていか

なきゃならない、そういうことが全ておくれてい

るということで、今回の予算、私は賛成すること

ができません。 

○伊藤委員長 ほかに討論はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 ご異議がございましたので、挙手に

より採決をいたします。 

  議案第11号 平成25年度那須塩原市一般会計予

算を原案のとおり可決すべきものとすることに賛

成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○伊藤委員長 挙手多数を認めます。 

  よって、議案第11号 平成25年度那須塩原市一

般会計予算は、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

  次第にはございませんが、その他で委員の皆様

から何かございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 子ども課の皆さんからは何かござい

ませんか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、子ども課の審査を終了い

たします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩をいた

します。 
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休憩 午後 ２時２３分 

 

再開 午後 ２時２４分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２９号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 高齢福祉課所管の常任委員会審査を

行います。 

  議案第29号 那須塩原市介護保険条例の一部改

正についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○会田高齢福祉課長 （議案第29号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第29号 那須塩原市介護保険条例の一部改

正についてを原案のとおり可決すべきものとする

ことにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第29号は全員異議なく可決すべき

ものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 それではここで、福祉教育常任委員

会を予算等審査特別委員会第２分科会審査に切り

かえます。 

  議案第11号 平成25年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○会田高齢福祉課長 （議案第11号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 じゃ52ページのところで、新規事業

として高齢者福祉事業に関する懇談会の委員の謝

礼ということで、高齢福祉課で行っている、これ

は一般財源で行っているサービス全体を見直すと

いうことで、懇談会を開設すると思うんですけれ

ども、その中の範疇というのかな、これ高齢者の

福祉サービスを一般財源でやっている見直す対象

となる部分のところ、ここの今説明されていた部

分のところで、まず自立対策生活支援事業とか敬

老事業とか、高齢者生きがい健康づくり事業とか、

あとまちなかサロン事業、その辺のところですか、

該当するとしたら。その辺のところ私が今ざっと

言っただけなんですけれども、この対象となると

ころというのはどこですか。 

○伊藤委員長 課長。 



－144－ 

○会田高齢福祉課長 今回、懇談会を開設する目的

は、高齢福祉課所管でやってございます高齢者福

祉サービス全般ということでの懇談会ということ

になりますので、この中にございますようにまず

自立対策の生活支援補助費の扶助費、理美容券、

紙おむつ、日常生活用品もそうですし、敬老事業

も祝い金、それと記念品とか、敬老会の運営費、

それらも当然含まれてまいります。 

  それと、そのほかに高齢者の生きがいと健康づ

くり事業ということで、スポーツ大会のあり方と

か、当然いきがいサロンとかまちなかサロンも一

応その検討事項ということで、とりあえずは頭出

しをしてご意見をいただくというふうに考えてお

ります。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 今言ったところに、元気アップデ

イ・サービス、移送サービスとか、寝具サービス

という部分も単純に扶助費として出しているんじ

ゃなくて、委託として出している扶助費的委託料

というのも該当するんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○会田高齢福祉課長 せっかく懇談会をやるという

ことでの予算をつけていただきましたものですか

ら、できる限りの事業に対してのご意見をいただ

くということで、うちのほうとしては所管してい

る事業で、意見が当然必要だろうというふうに判

断するようなそういったものまでも頭出しをして

いきたいなというふうに考えております。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 ということは、今私が言ったものも

含まれるということですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○会田高齢福祉課長 一応そういうものを含めて検

討するというふうに考えております。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 高齢者福祉事業計画を策定して、去

年議決していますよね。その前にやっていますよ

ね、一度。今回また同じようなことをするという

ことの理由というのはどこから出てきたんですか、

これ。 

○伊藤委員長 課長。 

○会田高齢福祉課長 前回、平成22年に懇談会を開

催しておりまして、その中で見直すべきものとい

うことで決定したものについては、23年度準備期

間として24年度、今年度から見直しした結果が予

算に反映されてくるようになりました。 

  それで、その後まだ２年しかたっていないとい

うことでの懇談会の再度開設というか、開催とい

うことになりますけれども、議会の中でも副市長

の答弁の中に、これから高齢者を対象とした福祉

施策をやっていくためにも、今の段階から検討を

始めるということが必要だろうということも、当

然開催の目的に一つありまして、それと去年骨格

的予算ということで補助金等の見直しということ

で、私どものこれらの事業も当然その対象となっ

てまいりました。見直しを各団体の代表者と直接

やるということに対してはなかなか難しいことも

ありますので、まずは見直しの手順として懇談会

を開催して意見をもらって、それらの意見を参考

に今後代表者等との話し合いを進めていくという

ふうな計画になってございます。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 そうすると、福祉を特命で始まった

みたいなニュアンスなんですけれども、見直しを。

前回２年前にやったときの懇談会で出された意見、

懇談会で出されたというよりも、これでいかがで

しょうか、これとこれは削ってもよろしいでしょ

うかというお伺いを立てて、渋々しようがないか
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ね、削ってもいいかねというような形で何事業か

がなくなったのかなというふうに私は見えたんで

すけれども、今回も本当にそこに集まった委員さ

んたちがこれを一つ一つチェックして、必要か必

要でないかということでやっていくわけですから、

先ほどの回数でいったら、また案として高齢福祉

課のどこがつくるかわからないですけれども、こ

れを削ったらどのぐらいの削減になる、これを削

ったらどれぐらいの削減になるといって、この事

業はやめていいですかという聞き方にするんです

か。それともさらの状態で、これはどうしましょ

うかという進め方にするんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○会田高齢福祉課長 失礼しました。前回の段階の

ときの経過については、資料で確認して、決まっ

たことは確認しております。そのときの進め方ま

では確認してございません。 

  今回の懇談会を進めるその内容的なものについ

ては、まず現在実施しています事業、それとそれ

の対象者、経費、それと効果的なもの、一応資料

を作成して、全て包み隠さず議員さんのほうには

お伝えいたします。 

  それで、進め方としては、これを削ったら幾ら

というやり方ですと、削減ありきということでの

懇談会ということになってしまいますので、あく

まで事業一つ一つに対しての自由な意見をいただ

くということで、今のところは考えております。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 ということは、それをしたからとい

って削ることがあるというふうに考えなくてもい

い、皆さん十分に必要なんだろうという結論にな

ったときは、そのまま実施する。いや、これは全

部要らないだろうとなったら全部要らないという

ふうになるという、極端ですよ、今のは。という

ような進め方になるというふうに理解していてい

いですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○会田高齢福祉課長 一応懇談会の意見はそういう

形で結論が出れば、それはあくまで今後の進め方

についての参考にするということですので、仮に

その意見に従うということであれば当然続けるも

のは続けるということで、議員がおっしゃるとお

りの方向で進めたいというふうに考えています。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 そうすると、ここは懇談会ですので、

設置されている審議会とは違うのでということを

言われそうなんですけれども、審議会の設置とい

う部分のところは、諮問した人は最大限それを尊

重するようにしなきゃならないということで、諮

問委員会はさまざまな諮問委員会はやっていると

思うんですけれども、この懇談会というのはそれ

と同等の位置づけになるんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○会田高齢福祉課長 市長が諮問という形での通常

の委員会とは別になりますけれども、この懇談会

でまとまった意見については、最大限尊重してや

っていきたいというふうに考えております。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 そうすると、尊重するということに

なってくると、これ二重になっているんで、私は

すごくこういう形で懇談会なので、参考意見とし

て聞き置くだけねという感じになるのかなという

ふうに思っていたら、ある程度尊重するというこ

となんで、介護保険運営推進、正式な名前が、運

営協議会というところが最終的に事業計画を立て

るということで出してきますよね。２年前に出し

てきて、議会はそれを議決したわけですから、そ

うするとそこはある程度審議会として事業を起こ

すための基本になる計画を立てて出してくるわけ
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ですけれども、そこでここの懇談会の意見を尊重

するということもあるし、逆にそこでもう１回、

審議委員さんたちの意見が加わって違うというこ

とになるということもありですよね、位置づけと

しては。 

○伊藤委員長 課長。 

○会田高齢福祉課長 介護保険の運営協議会のほう

に、現在実施しています事業全てを報告して、判

断をいただくということでは考えてございません。

当然介護保険に関係するような事業であれば、運

協のほうにかけてまいりますけれども、例えば極

端な話、敬老会とかというようなものは、特に介

護保険の運協のほうとは、直接は関係ないのかな

と思いますので、それらは選択をした上で、介護

保険の運営協議会のほうにお諮りをしていくとい

うふうに考えています。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 介護保険事業計画と高齢福祉事業計

画と２つ立てていますよね。それで、高齢者福祉

計画を立てているのも介護保険の運協の委員さん

たちですよね。 

  それは一般財源で立てた計画であるからとか、

介護保険で立てたから、要するに介護保険事業計

画のものだったらですけれども、これは高齢者福

祉計画なので介護保険の事業計画のところに諮る

必要はないというのは、私もそっちはわかるけれ

ども、同じ人が高齢福祉計画も立てているんで、

だから介護保険の審議委員さんと言っただけであ

って、それを別に同じメンバーであっても高齢福

祉計画策定審議委員さんとは言わないんですよね。

同じ一本の計画にして、印刷されて出てきますの

で、それを両方合わせて審議していきますよね。 

  だから、あくまでも那須塩原市の高齢者の基本

計画レベルの委員会で策定してきたものですから、

それを見直しと言うんだったらば、途中で見直し

をそこの方にきちっとして、それを改正するとい

うことをしないとならないようなこの事業なんで

しょう。ただ、ここに羅列したのではなく、高齢

福祉計画の中に全部位置づけられた事業なんです

ね。 

  ですから、名称は介護保険審議委員さんだけれ

ども、審議委員の名称はそういうあれですけれど

も、高齢福祉事業計画を立てた審議委員さんたち

にきちっと諮って計画、そうじゃないと計画は勝

手に立てた人が見直ししないで、懇談会を設置し

て、それで執行機関が急に変えますとかというこ

とでやってくるんだったら、プラン・ドゥー・チ

ェック・アクションといって施策プロセスを今の

時代それでやってきているのに、まるっきり無視

するということになってしまうので、その辺のと

ころは逆にそれをするのが、市長は本当に公約と

してこの間も企画部長が私の答弁に答えていまし

たけれども、そういう場合あり得るとは言いまし

たけれども、普通の一般的なものとしてはあり得

ないんですよ。その辺のところで担当課のほうで

は考えていますか、これを。 

○伊藤委員長 課長。 

○会田高齢福祉課長 先ほど私のほうの発言で全て

かけるわけではないということで、意見を申し上

げましたけれども、ただいま議員のおっしゃると

おり私どもで作成してございます那須塩原市高齢

者福祉計画、これについては当然介護保険運営委

員会の委員さんが策定に携わっております。それ

でこの計画の中には私どもで行っております、先

ほど例えば敬老事業ということで名前を出しまし

たけれども、この敬老事業なんかも全てこの計画

の中に盛り込まれておりますので、当然その見直

しをするということであれば、計画を策定した介

護保険運営協議会のほうに、今回こういうことで

見直しを、懇談会を開催してやりますよというこ
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とで、来年度、最初の運協のときにこの内容を委

員さんのほうにご説明申し上げて、了解をいただ

いてから、この懇談会の実施ということでさせて

いただきたいと思います。 

  訂正をいたしました。大変申しわけございませ

んでした。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 そうすると、それはその後、議決さ

れた計画ですので、基本計画として。それが議会

活性化の中で、今までほかの市町村で取り組んで

いなかった基本計画レベルを議会が責任を持って

議決するという重みがある計画になってきている。

昔のように計画を立てたけれども、全然それが実

施されようが、実施されまいがお蔵入りというす

ごい悪い言葉を使われていた時代があったと思う

んですけれども、そういうようなものではないん

だという時代になってきているということの認識

を皆さん持って、議決した計画なんですからねと

いう部分を変えるからには、それなりの手順を踏

まなきゃいけないというふうに私は思っているん

ですけれども、そういう認識が担当課からトップ

まであるのかなというふうにちょっと疑問に思い

ます。 

  それで、先ほどの外出支援タクシー券も何でこ

れを待たないで、これだけ抜き出してやったかと

いう部分のところなんて、もっとほかのところを

やろうとする手順以上に外出支援タクシーだけ異

様なというか、まるっきり議決した介護保険事業

計画を無視した段取りでやったという部分のとこ

ろは、担当課としてはこういうやり方で、これ生

活課のほうがデマンド交通をしていたという部分

のところに、急にこれが関連してきちゃったと思

うんですけれども、そういう外出支援タクシーが

なくなったら高齢者が本当に困ってしまうという

そういうような認識があって担当課は了解したん

ですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○会田高齢福祉課長 ただいま議員のおっしゃられ

るとおり、今回の外出支援タクシーの廃止という

ことに関しましては、当然高齢福祉計画の見直し

ということで、手順を踏んで、それからの廃止と

いう結論になるというのは、筋道かなというふう

に考えております。 

  先ほども説明の中で申し上げましたけれども、

骨格的予算の段階で、まず半年分ということで計

上ですね。その後６月の補正予算で残り半年分が

ついたというふうな形になってございます、今年

度に限っては。下半期分の予算がついた段階で宿

題が出まして、これについては早急に見直しをし

ろということがありました。そんな結果、この高

齢福祉計画の中にも、高齢者が暮らしやすい環境

の充実という項目がございまして、ここに公共交

通ネットワークシステムの構築ということで、ま

さしくゆーバスのこともうたってございます。 

  ６月補正の内示があった後に、そうこうしてい

るうちに８月になりまして、公共交通のネットワ

ークの会議というものが庁内で開催されておりま

す。その中で当然担当部署である企画部、それと

ゆーバス担当の生活環境部生活課、それと私ども

の保険福祉部高齢福祉課も入りまして、この話し

合いを持つようになりました。 

  早急に見直しをということでもありましたので、

とりあえず私どものほうでは、足を何とか確保し

たいということもありまして、いろいろ課内で検

討して案をつくったんですが、最終的にはどれも

何かぴりっとしたものがなくて、あわせてそこの

公共交通ネットワークの会議になりましたもので

すから、それらも含めて検討した結果、これはデ

マンド交通に切りかえようということで、高齢福

祉課としては、できたら５月ごろまでやってほし



－148－ 

いという意見は会議の中でいたしておりましたが、

一応今回10月から試行ということで始まるという

ことで、その試行期間の中で今後高齢者が使いや

すいように変えましょうねということで、高齢福

祉課からは強くこれから意見を言っていきたいな

というふうに考えてございます。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 試行でデマンド交通をやるんだった

ら、外出支援タクシーは来年３月までやって、試

行でやるデマンド交通がどういうふうになるか見

きわめてから、来年度の予算でこれをどういうふ

うに変えるかと。要するにこれに代替できるもの

があるなら構いませんし、代替できないものがあ

ったら、その代替できないものだけを新たな外出

支援タクシーというものにするか、外出支援策と

してするというのが普通の考え方、試行期間のと

きにするんだったら。それを全て計画を無視して、

どなたが指示したかというと副市長なんだと思い

ますけれども、そういうことでしてきて、これは

もう本当に私は許されることの手順を踏まないで

やっているということは、議会軽視だけではなく

て、住民への説明責任も果たさずにやっていると

いうことで、大きな問題が私は含んでいると思い

ます。 

  それでなぜ６カ月でということじゃなくて、試

行期間だったら１年間ちゃんと予算を今回つけて

おくべき、ほかのものだって見直しをするんだっ

たら、それと一緒に高齢者福祉事業に関する懇談

会のところに、こういうことでデマンド交通も導

入します。それに伴って外出支援タクシーをどう

したらよろしいでしょうかということで、市民か

ら意見を聞いてからでも私は十分に間に合うと思

います。 

  それもこれから先の高齢化社会の経費の負担が

多くなるからと言うんだったら、そんな緊迫した

状態であるならば、ほかの事業、新たにすること

なんてとてもできないような市町村だったらわか

りますよ、夕張市を副市長は出しましたけれども、

夕張市ほどうち緊迫したような財政状況ではない。

１年間、半年待っても十分に大丈夫。 

  それで外出支援タクシーはどうして入れたかと

いうと、ある意味これは介護保険のときに保険料

を払っていて、認定を受けなかったら、私たちは

何もサービスが受けられないじゃないかという人

を納得していただくために、高齢福祉計画の中に

介護保険の認定をしなくても受けられるサービス

も盛り込みますよと言って入れたんで、介護保険

が導入されちゃったら、約束していたものをご破

算にするって、何か詐欺に近いようなあのとき導

入の不満を抑えるためだけにやったというふうに

とられちゃいますので、私はもっと十分に。 

  それで、生きがい対策として、外へ閉じこもり

を防止するために外出支援タクシーをしたのでも

何でもなくて、だからといってもっと便利にいろ

いろなものに使っていいよということで、介護保

険の認定は受けないけれども、利用できるサービ

スの一つだよと。だから、いろいろな条件をつけ

ないで、車のない人、家族がない人、家族が日中

独居の人は使っていいよと言って導入したことで

あって、別にそのために生きがいとして生きがい

サロンに行くのを誘導するなんて理由をつけまし

たけれども、そういうものが目的でも何でもなか

ったということで、目的のことからもそこに誘導

するから大丈夫なんだみたいな対策で説明されま

したけれども、あれ全然対策になっていない。 

  それと、デマンド交通はドア・ツー・ドアじゃ

ない、デマンドタクシーならわかりますけれども、

そういうことを考えたときに、これは１年分の予

算をつけるべきだしというふうに思いますけれど

も、そういうふうに願っていたと思うんですよ、
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高齢対策課は。でもそうじゃないところで押し切

られたんだなというふうに思いますけれども、何

とも担当者に言っても、もうきっとそれより上の

力が働いたんだなというふうに思いますので、答

弁は結構です。 

  そして次に、54ページのところで、介護基盤緊

急整備事業のところで、鍋掛にグループホームと

小規模で、これは6,000万円ということだから、

小規模等グループホーム、黒磯にグループホーム

のために3,000万円ということは、グループホー

ムはワンユニットでつくるという、ワンユニット

で今経営的にとても大変で、ワンユニットはなか

なか住むのでは大変だから、小規模と一緒にして

ということで展開してきたと思うんですけれども、

グループホームをワンユニットで、本体があるよ

うなところがやるんだったら、法人で特養を持っ

ているようなところが手を挙げてくれれば成り立

つかもしれないんですけれども、ワンユニットで

はなかなか運営が大変、そこら辺のところも考え

て黒磯と鍋掛にしたんですか。それとも黒磯の利

用人数を考えてワンユニットにしたんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○会田高齢福祉課長 今回の黒磯地区、それと鍋掛

地区という場所を選定したのは、市内を10の生活

圏域に分けてございまして、この生活圏域ごとの

施設の立地状況から見て、黒磯地区と鍋掛地区に

グループホームがないということがありましたの

で、やはり全地区に１カ所ずつは設置したいとい

うことで、鍋掛地区、黒磯地区に場所を選定して

ございます。 

  黒磯地区に関しては、ツーユニットの18床です

ね。それと、鍋掛地区については小規模特養が25

人、そしてグループホームがワンユニットの９床

というような予定でおります。 

○伊藤委員長 質疑の途中ですが、10分間の休憩を

とりたいと思います。 

 

休憩 午後 ３時１１分 

 

再開 午後 ３時２０分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を行います。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 もう一つ、グループホームに関して

なんですけれども、グループホームのことで火災

があったのでということで、大野議員が本会議場

で言っていたときに、那須塩原市の小規模多機能

とかグループホームのところのスプリンクラー設

置は、全部が一応終わりましたとここで１回確認

したときがあったとき、終わりましたというふう

に単純に聞かれちゃったんですけれども、終わっ

ていなかったんですか。小さなところどこか残っ

て。 

○伊藤委員長 課長。 

○会田高齢福祉課長 そこのやりとりは、ちょっと

私はわからないんですけれども、議会でも答弁し

たとおり、設置義務があるところについては当然

つけ終わっていると。逆にその義務のないところ

でもつけているところはありますけれども、残っ

ているところも２カ所ほど小規模特養であります。 

〔「小規模特養じゃない。小規模多機能と

グループホーム」と言う人あり〕 

○会田高齢福祉課長 小規模多機能ですね。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 ということは、あのときに私はそれ

も含めて聞いたんですよ。グループホームは全て

終わりましたと聞いたら、終わりましたと、義務

化されていないところもという意味で、それはも

しかしたら私全部、確認してみて歩いたわけでは

ないので、何カ所、要するに残っているというよ
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り、義務化されていないところで新しいところは

もうみんな最初からつけちゃっているでしょうか

ら、新しく整備するところは関係ないからという

ことは、ワンユニットとか何かで小さなところだ

ったら塩原ですか、どこが残っているんですか、

２カ所。 

○伊藤委員長 課長。 

○会田高齢福祉課長 小規模多機能居宅介護事業所

のみんなの家、それとマリモの家、２カ所ほど残

っています。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 みんなの家とマリモの家は、これは

ワンユニット、グループホーム、そうすると運営

法人と民家改修型なのかどうかと、あとはどうい

う規模なのかと。運営法人はどういうところが、

法人名、名前じゃなくて、どういう形態の運営法

人なのか、ちょっと教えてもらえますか。 

○伊藤委員長 課長補佐。 

○荒川高齢福祉課長補佐 法人名については、マリ

モの家については株式会社マリモの家、みんなの

家については、有限会社那須介護福祉センターに

なります。こちらマリモの家については13年度に

事業を開始しましたけれども、1,000平米以上で

はないことを理由にスプリンクラーの取りつけが

義務化されていないということで、取りつけはし

なかったということであります。 

  運営形態等については申しわけございません。

わかっていません。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 どっちもグループホームのワンユニ

ット。 

○伊藤委員長 課長補佐。 

○荒川高齢福祉課長補佐 どちらも25名が定員です。

小規模多機能。 

〔「どっちも多機能ね。グループホームじ

ゃなくて」と言う人あり〕 

○荒川高齢福祉課長補佐 はい。グループホームに

ついては、全てスプリンクラーは取りつけてござ

います。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 すみません。私グループホームのほ

うはと聞いたので、全部ついていますということ

で、ここで１回聞いたときにグループホームは全

部つきましたと言ったので、ついたというふうに

思っていたら、地域密着型のみんなの家とマリモ

の家は小規模多機能型で、それで25人定員のそう

するとお泊まりが５人ぐらいのところということ

ですよね。 

〔「そうです」と言う人あり〕 

○早乙女委員 わかりました。了解しました。それ

だったらいいんです。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 それでは、早乙女委員の質問に重なる

部分ではあるんですが、先ほどの52ページの高齢

者福祉事業に関する懇談会、それからあわせて次

ページのタクシー券に関してになりますけれども、

今回のタクシー券の予算枠としては、先ほどの課

長の説明では3,000件を対象として６カ月分の

3,850万円ということでしたよね。 

  これも我々去年３月に審査をして認めた高齢者

福祉計画の中でも当然うたわれているわけですね、

48ページにありますけれども、ここでは明快に載

せているわけですから、この事業自体、私は高齢

者サービスの充実ということであれば、今後も続

く事業であろうなというふうには思っていたんで

すけれども、今回デマンド交通との抱き合わせと

いう形で、10月以降は廃止というような流れにな

っています。 

  本来であれば、これここの外出タクシー券の予



－151－ 

算だけの審議でいくと、どうも結論が非常に出し

にくいわけですよね。磯飛議員の代表質問の中に

もあったように、それでは外出タクシー券が廃止

になっても、その後、高齢者にとっては十分足の

確保ができるということであれば、デマンド交通

の明確な路線等のものも示してほしいという話が

あったわけですね。 

  それらも含めてお聞きをしたいのですが、この

高齢者福祉事業に関する懇談会に、先ほどの早乙

女委員の質問で答弁があった内容からいくと、こ

の外出タクシー券も改めて審議をする、見直しを

するというか、そのテーブルにはのぼるという理

解でよろしいんですか。そのほかにも敬老会の補

助金であったり、それからまちなかサロン事業も

テーブルに上げるというお話がありましたので、

そこを確認させてください。 

○伊藤委員長 課長。 

○会田高齢福祉課長 今回外出支援タクシーについ

ては、９月をもって廃止ということで議会のほう

にも予算をという形で上程させていただいている

状況です。来年度、懇談会を開催するに当たって、

先ほど早乙女議員のほうから対象になるものとい

うことでもご質問いただきましたけれども、今の

ところ高齢福祉課としては、この懇談会に外出支

援タクシーはとりあえず考えておりませんでした。

今後ちょっと検討をする余地があるかどうかも、

また検討しなくちゃならないんですけれども、今

のところは外出支援タクシーをのせるということ

は、計画にはございません。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうなると、やはりこの予算に対する

我々が判断をする際に、じゃデマンド交通の今回

路線化になっていますけれども、路線化の中でド

ア・ツー・ドアじゃありませんから、それらにつ

いて部内で明確なものを出しますよというような

市長答弁があったと思うんですね。これについて

は、デマンド交通は部が違うからと言われてしま

うと、我々ちょっとそこで審議がなかなかしにく

くなっちゃうんですが、そこについて部長はどの

ような思いをされているんでしょう。 

○伊藤委員長 部長。 

○生井保健福祉部長 今部長にということなんで、

本会議の中でも明快な方向性というのをちょっと

部の中、縦ということもあって、私どもの立場と

すれば抱き合わせでやるとすれば、デマンドだけ

じゃなくてゆーバスも含めてですけれども、高齢

者にとって使いやすい新公共交通システムになる

ようにということで、再三申し上げてきたところ

ということです。 

  デマンドとの抱き合わせという形じゃなくて、

実際に本会議でも申したけれども、現在このタク

シー券を利用されているほとんどの方が黒磯駅と

西那須野駅の周辺ということですので、そこはゆ

ーバスのエリアなんですね。ゆーバスについては

本数をふやして、停留所、病院とかそういうとこ

ろにどんどんふやしていくという方向性になって

いますので、そういう意味では、今まで利用が一

番多かった部分について対応は、ゆーバスでは。

バスというのは歩いていかなくちゃならないです

けれども、今までよりゆーバスが使いやすくなる。 

  それと、今までタクシー券をなかなか使いづら

かった地域については、デマンド対応ということ

で、デマンドについてはとりあえず早く運行を始

めろということで、定位置定路線というふうな方

向になっていますけれども、先ほど課長が説明し

た高齢福祉課も入ってシステムをやっていた中で

はドア・ツー・ハブとかそういう方向性も出てい

たのは間違いないんで、これから実際に地域交通

会議とか、利用の登録を呼びかける中で大胆に変

更はしていくことになるのかなというふうには思
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っております。 

  それと、一番は、タクシー券はなくてもタクシ

ーはもちろん乗れますので、今までも必要な方は

乗っていましたのでということもつけ加えさせて

いただきたいと思います。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 もちろんタクシーはありますからね。

月４枚ということで配られていたわけですから、

わかります。 

  結局、この外出タクシー券を６カ月後に廃止に

なって、ゆーバス、それからデマンド交通の導入

をして、交通弱者と言われる人たちの足を当然確

保するということなわけですけれども、２年間の

試行期間と言いながら、この２年間の試行期間と

いう捉え方の問題だと思うんですよ。これを今部

長が言われたように、大胆な見直しをしながらと

いうのが３カ月で問題が起こったんで見直してい

こう、半年で見直していこう、その辺もできたら

我々には提示していただければ大変にありがたい

と思うんですが、そこはどうしていかれるんです

か。 

○伊藤委員長 部長。 

○生井保健福祉部長 私どもシステムの構築も企画

が主催ですけれども、入ってはいる中で今までも

そういうふうには申し上げては来ております。た

だ、最終的にデマンドなりゆーバスの具体的な事

務をやっているのが生活課ということになります

ので、私のほうではちょっとそういうふうにこっ

ちから要望するということしか、今のところ正式

な場では申し上げられません。すみません。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 よく言われる行政の中で問題視される

のは、部課がまたがってしまった場合には、なか

なかそれがうまくまとまっていかないというよう

な話があるわけですけれども、この件に関してい

えば本当に市民も注目をしている事業であること

は間違いないわけですね。それを考えればぜひと

も行政として本当に一つにまとまった中で検討を

進めて、試行の中での検討というのも進めていっ

ていただきたいなと、それだけは強く要望をさせ

ていただきます。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  金子委員。 

○金子委員 53ページのまちなかサロン事業ですけ

れども、2,100万予算がつくということで、３つ

のところでやるということなんですが、これは金

額的には同じでいいんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○会田高齢福祉課長 ３カ所で2,100万ということ

になりますので、１カ所700万という同一補助に

なります。 

○伊藤委員長 金子委員。 

○金子委員 12月だったか９月だったか、吉成委員

のほうからもこのことで意見があったと思うんで

すけれども、もう１カ所は５月からということで

まだ始まっていないということなんですけれども、

そういうのも含めて全部同じく並べるのが平等な

のかどうかということで、しかも黒磯駅前とそれ

から西那須野と今度新しくできるのと、全然中身

が違うということで、やはりその辺のところは、

中身が全然違うところで同じくしていくというの

は、どういうものかという、前にも吉成委員のほ

うからと同じ私も気持ちなんですけれども、その

辺はやはり今後有効に予算を使っていくためには、

そういうことは考えていかなくちゃならないのか

なと。 

  余計なことだけれども、きのうも文化のほうで

１万8,000円というのがずらりと並んでいる。ど

の芸能に対しても１万8,000円というのが出てい

ましたけれども、やはり必要なところには多く、
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それからそれは要りませんよというところには少

なくするような予算の組み方というのができない

のかなと思って、ひとつ意見を述べさせていただ

きました。 

  それともう一つは、54ページの健康長寿センタ

ーについては、これは高齢福祉のほうではないん

ですね。 

〔「健康増進課所管になります」と言う人

あり〕 

○金子委員 わかりました。 

○伊藤委員長 議長。 

○君島委員 早乙女委員、それから吉成委員と重複

するんですが、ちょっと確認だけとりたいんです

が、懇談会のものを２人のほうに対して説明いた

だいた中においては、現在やっている外出支援タ

クシーを除く今のやっているサービス全体を検討

してもらうんだというようなことだったと思うん

ですが、これはそうすると新規のものが入ってく

るということはあり得ないんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○会田高齢福祉課長 私どものほうとしては、結論

をこういうふうに導くというようなことは余りし

たくない。意見をいただいて、例えばその中でこ

ういう有効なサービスを考えるべきだということ

でご意見がまとまれば、そういったものも当然新

たな事業として検討したいというふうには考えて

います。 

○伊藤委員長 議長。 

○君島委員 わかりました。 

  テーブルに上がるのに、そういうことで先ほど

いただいたのは、支援タクシー以外のものを出し

ますよということだったものですから、新規でも

し懇談会の中でこういうサービスをしてほしいと

いう要望が出てきても、それはだめということで

あれば、この懇談会は現在のものの削るための懇

談会かなと思ったものですから、そういうものが

出てくれば検討はまたしたいということですね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○君島委員 わかりました。いいです。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 今質疑で明確になりました高齢者福

祉事業に関する懇談会の設置の中に、外出支援タ

クシー券の給付は検討に含まないと。要するにき

ちんとした手順を踏まずに廃止ということが決ま

ったとしか思えないということ。やはり外出支援

タクシーの内容の精査をせずに、要するに見直し

をせずに廃止というのは、明らかに乱暴である。 

  廃止する前に、もし外出支援タクシー券の給付

の事業に問題があるならば、どういうところに問

題があってということで、実際に市民に不公平感

があるとかという言い方をされたこともあります

けれども、最初の導入のときにそれがありながら

導入しているということも、今はもうお忘れにな

って、外出支援タクシー券というものを廃止に導

こうとしている。単純に将来の高齢化社会での経

費の負担が大きくなるからということを理由に、

今から見直さなきゃならないと言って、この外出

支援タクシー券だけ3,850万だけで、那須塩原市

がどうにかなってしまうものではない。 

  それ以外のところで、削るべきものを削ってい

ないということもありますし、新たな事業を展開

しておきながら、きちっとした検討を加えずに市

民に説明責任を果たさずに、昨年議決した議会を

軽視してまでするという強行に行うという理由は、

私としては納得できません。 
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  この外出支援タクシー券も含めて高齢者福祉事

業に関する懇談会の問題があるというんだったら

テーブルにのせるべきだし、その間は廃止するの

ではなく、検討する機会に入れるというのが本来

のやり方だというふうに思いますので、半年間の

予算計上しかしていない。 

  試行期間と言いながらも、デマンド交通がどの

ようなものか明らかにならないままの廃止の前提

の半年分の予算というのは、認められません。 

  なので、一般会計補正予算と高齢福祉課に関す

る一般会計予算に賛成できません。 

○伊藤委員長 ほかに討論はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 ご異議がございますので、挙手によ

り採決をいたします。 

  議案第11号 平成25年度那須塩原市一般会計予

算を原案のとおり可決すべきものとすることに賛

成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○伊藤委員長 挙手多数と認めます。 

  よって、議案第11号 平成25年度那須塩原市一

般会計予算は、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１４号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 次に、議案第14号 平成25年度那須

塩原市介護保険特別会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○会田高齢福祉課長 （議案第29号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 先ほどショートステイが減ったとい

うことなんですけれども、その理由は小規模多機

能がある程度整備されたからというふうに理解し

ていいですか。 

  それとあと、さっき小規模特養の予算計上、昨

年度の利用実績でと言ったんですけれども、今年

度は幾ら何でも小規模特養を開設したばかりで、

上中野の法人がやっているところ１人とかしかい

ないとかと言って、私もみんなあれほど特養つく

れと言ったし、あんなに特養待機者がいると言っ

ているにもかかわらず、職員は配置したのに入所

者が１人、入居者が１人とか、そういうような状

態というのはどこに原因があるんですか。待機者

がすごい多いと言っていながら。 

○伊藤委員長 課長。 

○会田高齢福祉課長 まず、ショートステイが減っ

た理由について、当然23年度第４期の最終年度で

あります23年度の施設整備が当然計画どおりにで

きるだろうということを前提に高齢者福祉計画で

の研究費の計画を作成してございます。24年度の

予算についても計画をつくった以上、それに合わ

せてつくるべきだろうという内部で検討した結果、

そういう計画に沿った予算を計上させていただき

ました。 

  しかし、予定していた施設が震災等の影響もあ

ったり、また土地の問題があったりということで

の諸事情によりまして、当然４月１日の開設予定

が６月であったり、７月であったりとか、そうい

うふうなずれ込みがあった関係で、当初予定して

いた利用がなかったというふうに考えてございま

す。 

  それと、もう一ついただきました友愛苑の地域

密着型特養ですけれども、こちらについてはこと
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し１月１日にやっとという言い方をあえてします

けれども、開設という運びとなりました。こちら

は、入所定員29名ということでショートステイの

併設ということで建てておりますが、こちらの利

用状況が議員おっしゃるとおり、３月１日現在で

まだ入所者が２人ということで、まだ空き状況が

大半の27人という形になってございます。ここの

施設については、現在待機者が11名いるというこ

とで報告は来ております。この後、入所判定会議

にかけて、入所者のほうを入れておくことになろ

うかと思いますが、なぜ入らないのかという理由

については、ちょっと私どものほうでもこれとい

う理由はまだつかんでおりません。 

〔「まだ何かあるんですか」と言う人あ

り〕 

○会田高齢福祉課長 いいです。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 そうすると、そこの小規模特養のシ

ョートももちろん利用はないということですよね。

入所がないということはショートもないというこ

とで、先ほどショートが計画していたより減った

ということは、震災で計画どおりにいかなかった

からということだけですか。計画していたところ

は、みんな特養とかにどこかに併設ですよね。ど

ういうところに併設するのを計画して、それが予

定どおりにいかなかったんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○会田高齢福祉課長 施設がどこの場所というのは、

今お答えはできないんですが、一応かなり24年度

の予算の積み上げについては、現状とちょっと乖

離した部分での計画に合わせたという状況があり

ました。24年度の予算については、年間5,100件

ほど利用を見込んでおりましたけれども、今年度

の見込みが最終的には4,000件をやっと超えるぐ

らいということで、1,000件ほど少ない状況にな

っております。 

  こちらの理由で、この予算がかなり大きく開き

があったということでの25年度の予算計上には、

これの実情に合わせた上での予算化ということで

の先ほど説明申し上げたとおりでございます。 

  施設については。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 一度検証しておいていただきたいん

ですけれども、特養とか、要するに今まで使って

いないところのサービスのショートステイに行く

と、そこで混乱して、それで骨折したとか、何ら

かの事故が起きたと、私も何件かそういう事例を

検討しているんで、それをなれないところに行く

んではなく、日常的に通っている小規模のデイに

通っていて、お泊まりをして、それでなれたヘル

パーさんに来てもらうということで、小規模多機

能を相当展開したんだと思いますけれども、そう

すると小規模多機能だと、夜の混乱とかというの

がないし、それにある意味、ロングステイからシ

ョートステイから柔軟に対応し過ぎるという部分

もあるんですけれども、しているので、それで大

きな特養とかに今までいっていた人がもう小規模

のほうに移ったから行かないわという人も実際に

はいるんですけれども、でもそこら辺ではないと

いうことで、ただ建設をしなかったので、人数が

少なかったという理由だけのようなんですけれど

も、計画よりは減ったということなんですけれど

も、小規模を利用するということが割と理解され

てきて移行したという部分もその辺に入っている

かどうかというのは、今後ちょっと分析しておい

ていただきたいなというふうに思いますので。 

  それとあと、小規模特養がなぜ入らないのかと

いう部分のところ、もしかするとあちこちに予約

をしていてという部分のところで、いざ順番来ま

したよと言ったら、もうちょっとという人で、表



－156－ 

面にあらわれている特養の待機者と実際に本当に

緊急的に必要な人数という部分のところでどのぐ

らい乖離があるんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○会田高齢福祉課長 昨年度のこれは23年５月１日

現在の待機者の総数ということでの資料からのお

答えになりますけれども、この時点で326人ほど

の待機者がおりました。この待機者については、

各施設への申し込みがあった方を全てカウントし

てございますので、当然ながら２カ所、３カ所と

申し込んでいる方はいらっしゃいますので、それ

らを精査した段階で、全体で200人という数字を

読んでございます。それらの待機者200人という

ことで、４期の整備、５期の整備ということで計

画をさせていただいている状況です。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 こっちの施設に申し込みをしておい

てダブりをとって200人、その200人の中からとり

あえず予定をしておくという人がその中にもまた

含まれていると思うんですね。だから、緊急に必

要として予定していたという人は、この200人か

らまた減るという認識でいいですよね。 

○伊藤委員長 課長。 

○会田高齢福祉課長 200人の方が全て今すぐとい

う状況ではないとは、私のほうもそう思っており

ます。議員おっしゃるとおりだと思います。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 次に、170ページのところで、介護

サービス相談員派遣ということが、これがもう

900万近くの金額を使って派遣しているんだとい

うふうになって、13名の人たちがかかわっている

んだということですけれども、介護サービス相談

員を利用している施設、要するに契約してきてく

ださいとお願いしている施設というのは、実際に

はふえているものなんですか、減っているものな

んですか。 

  グループホームなんか、昔はよくよその市町村、

グループホームは介護サービス相談員に来てもら

っていますということなんですけれども、最近何

か余りそういうことで必ず来てもらっていますと

言わない市町村も出てきたので、那須塩原市の実

態として、やはり特養、在宅はないような気がす

るんで、施設経営だと思うんですけれども、行っ

ているのは。その辺のところはどういうところに

行っているんですか、分布的に。 

○伊藤委員長 課長。 

○会田高齢福祉課長 市内の施設の中で当然回って

おりますけれども、施設の数的には一応67カ所を

回っております。それとあわせまして、在宅の方

への訪問による相談も相談員は受けている状況が

あります。 

  以上です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 67の施設は、どういうところが多い

んですか、行っている特養だとか、グループホー

ムだとか、老健だとかというようなのでいうと、

やはり特養なんですか。 

  それとあと在宅は、人数的にはどのくらいの人

が利用しているんですか。 

○伊藤委員長 補佐。 

○荒川高齢福祉課長補佐 在宅の方については、今

のところ五、六名でございます。そちらについて

は機関紙ハヤトリのほうで年２回ほど相談に伺い

ますということでご希望をとってございます。事

業所については、老健であっても特養であっても

グループホームであっても、お声がけをしまして、

どの施設についてもお邪魔して声を聞かせていた

だいている次第です。 

〔「いいです」と言う人あり〕 
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○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第14号 平成25年度那須塩原市介護保険特

別会計予算を原案のとおり可決すべきものとする

ことにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第14号は、全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

  次第にはございませんが、その他で委員の皆様

から何かございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 高齢福祉課の皆さんからは何かござ

いませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、高齢福祉課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため、暫時休憩をいた

します。 

 

休憩 午後 ４時１７分 

 

再開 午後 ４時２１分 

 

○伊藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３０号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 国保年金課所管の常任委員会審査を

行います。 

  議案第30号 那須塩原こども医療費助成に関す

る条例の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○藤田国保年金課長 （議案第30号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 中学校の12歳から18歳までの子ども

の現在の状況で2,000円を超えるような負担をす

るという件数は相当多いんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○藤田国保年金課長 件数とすれば2,000円以下の

部分のほうが大部分を占めております。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 2,000円を超えるというのは、どの

ぐらいの件数があるというふうに見込みましたか。 

○伊藤委員長 課長。 

○藤田国保年金課長 小学校６年生をベースにして

試算したのですけれども、30％程度と見込んでお

ります。 

  以上でございます。 

〔「いいです」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

〔発言する人なし〕 
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○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第30号 那須塩原市こども医療費助成に関

する条例の一部改正についてを原案のとおり可決

すべきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第30号は、全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 それではここで、福祉教育常任委員

会を予算等審査特別委員会第２分科会に審査を切

りかえます。 

  議案第11号 平成25年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○藤田国保年金課長 （議案第11号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第11号 平成25年度那須塩原市一般会計予

算を原案のとおり可決すべきものとすることにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第11号は、全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１２号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 次に、議案第12号 平成25年度那須

塩原市国民健康保険特別会計予算を議題といたし

ます。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○藤田国保年金課長 （議案第12号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第12号 平成25年度那須塩原市国民健康保

険特別会計予算を原案のとおり可決すべきものと

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ご異議がないものと認めます。 
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  よって、議案第12号は、全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１３号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 次に、議案第13号 平成25年度那須

塩原市後期高齢者医療特別会計予算を議題といた

します。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○藤田国保年金課長 （議案第13号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第13号 平成25年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計予算を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第13号は、全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

  次第にはございませんが、その他で委員の皆様

から何かございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 国民年金課の皆さんからは何かござ

いませんか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、国民年金課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  本日はここで終了したいと思います。 

  あす10時から保健福祉部健康増進課から行いた

いと思います。 

  よろしくお願いいたします。 

 

散会 午後 ４時５２分 
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福祉教育常任委員会及び予算審査特別委員会（第二分科会） 

 

平成２５年３月１４日（木曜日）午前１０時開会 

 

出席委員（７名） 

委 員 長 伊 藤 豊 美 君 副 委 員 長 櫻 田 貴 久 君 

委 員 鈴 木 伸 彦 君 委 員 早乙女 順 子 君 

委 員 金 子 哲 也 君 委 員 君 島 一 郎 君 

委 員 吉 成 伸 一 君   

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

保健福祉部長 生  井  龍  夫  君 社会福祉課長 阿 久 津     誠  君 

社会福祉課長 
補 佐 

塩  水  香 代 子  君 社会福祉係長 田  野     実  君 

障害福祉係長 増  渕     剛  君 保 護 係 長 松  本  仁  一  君 

子ども課長 荻  原  伯  巳  君 
こども課長 
補 佐 

阿  美  享  子  君 

子育て相談 
センター所長 

岡  田  愛  子  君 高齢福祉課長 会  田  裕  司  君 

高齢福祉課長 
補 佐 

荒  川  順  子  君 高齢福祉係長 髙  塩  治  幸  君 

介護認定係長 室  井  富 美 子  君 国保年金課長 藤  田  恵  子  君 

保健課長補佐 池  澤  直  実  君 医療給付係長 君  島  一  宏  君 

健康増進課長 人  見  寛  敏  君 
健康増進課長 
補 佐 

高  橋  孝  子  君 

保健予防係長 行  田  政  夫  君 市 民 課 長 鈴  木  秀  男  君 

市民課長補佐 沼 野 井  孝  子  君 市 民 係 長 戸  山  み ど り  君 

 

出席議会事務局職員 

議事課長補佐
兼議事調査 
係 長 

石  塚  昌  章  君   

 

議事日程 
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  １．開  議 

  ２．委員長あいさつ 

  ３．審査事項 

   〔健康増進課〕 

    常任委員会審査 

    ・議案第２０号 那須塩原市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について 

    予算審査 

    ・議案第１１号 平成２５年度那須塩原市一般会計予算 

    ・議案第１２号 平成２５年度那須塩原市国民健康保険特別会計予算 

   〔市民課〕 

    常任委員会審査 

    ・議案第２１号 那須塩原市住民基本台帳カード利用条例の制定について 

    予算審査 

    ・議案第１１号 平成２５年度那須塩原市一般会計予算 

  ４．その他 

  ５．閉 会 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○伊藤委員長 それでは、始まりたいと思います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２０号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 昨日に引き続きまして、健康増進課

所管の常任委員会審査を行います。 

  議案第20号 那須塩原市新型インフルエンザ等

対策本部条例の制定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○人見健康増進課長 （議案第20号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 この新型インフルエンザのはやって

いるときに対策本部を開くと思うんですけれども、

実際に予防接種を受けて、それの弊害というか、

あったと思うんですけれども、そういう部分のと

ころでは、ここは設置したからといって何ら役に

立つというようなもの、たぐいではないんですか。

そういう役割は全然ないんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○人見健康増進課長 本部の役割といたしましては、

まず予防接種のことに関しては、集団接種の実施

というところ、あとは実施者、対象者をどうして

決めていくかというところは、県の指導を受けな

がら進めていくと。予防接種の実施者については

市という形になるということで、先ほど早乙女委

員からご質問のありました接種の副反応とか健康

被害の部分かと思うんですが、この部分について

は、やはり法の定めに基づいて対応していくと。

定期接種と同様の扱いというふうな考え方でござ

います。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 じゃ、別にこの本部があったから少

しは役に立つとかというたぐいのものでもないと

いう、普通の予防接種と同じだということだった

ら、普通の予防接種で被害があったというのと同

じだということで考えていいんですね。 

○人見健康増進課長 対応はされるということです。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第20号 那須塩原市新型インフルエンザ等

対策本部条例の制定についてを原案のとおり可決

すべきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第20号は全員異議なく可決すべき

ものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 それでは、ここで福祉常任委員会を

予算等審査特別委員会第２分科会審査に切りかえ

ます。 

  次に、議案第11号 平成25年度那須塩原市一般
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会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○人見健康増進課長 （議案第11号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 66ページのところの市医師会とか歯

科医師会の地域医療等協力ということで、温泉病

院のところも交付金を出しているんですけれども、

この辺のところの協力という、今まではどういう、

同じ項目の名称でしたか。 

○伊藤委員長 課長。 

○人見健康増進課長 同様です。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 それで、これは、ここに交付すると

いうことで、何をしているのかは、何に使うのか、

お金を、それぞれの団体が。それの報告というの

はあるんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○人見健康増進課長 報告をいただいております。

今年度報告をいただいた分は、前年度分なんです

けれども、医師会さんですと、実習運営の研修会

の開催の予算とか備品等の購入が主なものになっ

ています。歯科医師会につきましては、やはり研

修会等への参加の旅費等に使われているというこ

とで報告をいただいております。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 次に、各予防接種なんかのときに医

師送迎タクシーの借り上げというのが、昔からこ

れはあるんですけれども、これというのは、どこ

の市町村もこういうふうにしているものなんです

か。 

○伊藤委員長 課長。 

○人見健康増進課長 他市町村の実施状況について

は、ちょっと今、手持ちにデータがございません

が、那須塩原市としましては、継続して実施をし

ているものです。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 夜間の診療なんかの場合、医師送迎

タクシーというのも必要なのかなと思うんですけ

れども、日常的なこういう健康診断とかそういう

ような場合のときというのは、その費用、報酬と

して全部払っていますよね。これだけ、何で別に

あるのかなというのがずっと私は不思議なんです

けれども。どこのいろんなものを委託したりやっ

てもらうときに、借り上げタクシーをして来てい

ただいている弁護士相談にしろ、さまざまな市で

お願いしてもらっているときに来てもらうときに、

借り上げタクシーで来るとかというのは、全部そ

の費用の中に含まれてしまって来ていただいてい

るので、こういう項目があるのは医者だけなんで

すよね。ほかのいろんなものをお願いしているも

のというのは、その中に、報酬の中に含まれてし

まっているか、交通費として含めて出すという、

借り上げタクシーで来るというようなものという

のが、何かいまだにあるのが私はすごく不思議な

んですけれども、ここら辺というのは、今までの

慣習というか、車がそんなになかった時代の、先

生が割と運転しない先生方、年配の方がいらっし

ゃったからタクシーを出してということなのかな

と。交通事故に遭ったりすると危ないからという

ことで、運転手つきの公用車を乗っている市長な

んかと同じ考え方なのかなとも思うんですけれど

も、ちょっと他の市町村の状況というのを調査し

ておいていただきたいなと思います。 

  それとあと、放射能に関する対策で、今回、母

乳とか尿の放射性検査物質検査費用を入れました

けれども、考え方として、ガラスバッジと同じよ
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うに、１回やって、きっと問題があるというほど

のものが今ごろになったら母乳にも尿中にも出な

いというふうに想像つくんですけれども、ホール

ボディカウンターよりももっと出ないだろうなと

思うんですよね。無防備にキノコを食べていたと

か、無防備に何か口に入れるようなことをやって

いた人は別ですけれども、水にはもう出ていない

し、食品も相当、母乳とか尿中にまで出るほどの

生活をしている人たちというのはいないような気

がするんで。ガラスバッジのほうはその辺にあり

ますのでね、外部被曝ですからね。でも、内部被

曝は相当気をつけているんで出ない。そうすると、

ガラスバッジをやめたと同時に、これは１回切り

で、もうまた鈴木元さんが大した値じゃないから

という、そういうふうな流れになるようなこの１

回切りの考えでやっているのか、それともやっぱ

り途中、ホールボディカウンターにしろ、尿の検

査にしろ、母乳の検査にしろ、どこかで気を許し

て高い値が出るという、福島なんかでも、今でも

時々食品から入れてしまってというのを、やっぱ

りずっと経過を見ていくためにも必要だといって、

南相馬なんかのドクターはそういうふうに言って

いますけれども。この辺の考え方としては、また

同じ、ガラスバッジと同じように１回やればそれ

で終わりというふうに持っていくこともあり得る

んですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○人見健康増進課長 現在、そのホールボディカウ

ンター、母乳の放射性物質検査については、やは

り食品から体内に放射性物質が取り込まれるのが

主な原因というふうに判断しております。ですの

で、市の簡易検査でも、いろんなスクリーニング

検査でも、まだまだ野菜とか食品等から放射性物

質が検出されておりますので、その間は検査は継

続が必要かというふうに考えております。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 まだまだ取り込むおそれがあるんだ

ったらというので、何でガラスバッジとここの考

え方が、外部被曝と内部被曝と正反対なんだろう

というふうに思うんですけれども。除染だって全

然効果が上がっていないので。とても高いところ

に生活していて、ちょっと普通の値よりは高く出

た子どもたちも、もうしないという判断をしてし

まっているのに。ここら辺のところだけはそうい

うふうにやるという、何か方針の一貫性がない。

ここら辺はどなたが最終的に判断することになる

んですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○人見健康増進課長 私どもが所管させていただい

ています内部被曝についても、最終的には本部で

決定をいただいているという状況でございます。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  金子委員。 

○金子委員 最初にあれだよね、健康長寿センター

も管轄だったのかな。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○金子委員 今度、指定管理者になったんですよね。

それで、あそこがいろいろ苦情が結構来ているん

ですけれども、というのは、おふろに入りに来て、

それでお茶も何もなくなってしまったということ

で、あそこはある程度住民が楽しむ場所。おふろ

へ入って、はい終わりですよというんじゃなくて、

結構あそこに長居しながら楽しんでいくという場

所らしいんですね。それで、前はテレビもあった

けれども、テレビもなくなってしまったと。お茶

の用意も、自分たちで、セルフでお茶を入れるに

しても、そういう用意ぐらいはぜひ置いてほしい

というような、あそこを楽しむところにしてほし

いという要望が結構来るんですよね。そして、今

度は指定管理者になってしまったもんだから、な
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かなか指定管理者のほうへ言っても、私たちはと

いうふうな答えが返ってきてしまうもんだから。

その辺のところを検討していただければありがた

いなと。 

○伊藤委員長 課長。 

○人見健康増進課長 湯茶、電気ポット、テレビに

つきましては、３.11の大震災後の節電対策とし

て引き上げさせていただいたということが経緯で

ございます。ですので、節電の対応については引

き続き実施をしたいということで、今のところそ

の湯沸かし器とかテレビを戻すというふうな考え

はございません。また現在、健康増進施設として

健康増進課が管理をさせていただいているという

ところもございますので、温泉を活用した健康づ

くりというふうな面で、市民の皆さんに使ってい

ただければというふうなことで、たくさんの方が

来場いただいていますので、展示物とか配布物と

かでの健康増進情報の提供なども頑張っていると

ころでございます。ぜひともご理解をいただけれ

ばと思います。 

○伊藤委員長 金子委員。 

○金子委員 節電というのもわかることはわかるん

ですけれども、節電なら節電を理解してもらえる

ようなね。やはりあそこへ来た人たちが、前はあ

ったのにどうして今はそういうものを取り外して

しまうのかという思いになったんではね、せっか

く市がああいうものを提供しながら、逆に反発を

抱いてしまうようなね、そういうんではうまくな

いので。それなりの理解をしてもらうような対策

も必要だと思うんですね。だから、節電のためと

いうことであれば、お湯は、極端な話を言えば、

ガスで沸かすかということもあり得るわけなんで。

そういうことも考えながら、理解されるような措

置をお願いしたいと思います。 

○人見健康増進課長 そのように工夫してまいりた

いと思います。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それでは、何点か確認させていただき

たいと思います。 

  66ページの備品購入費で、先ほどＡＥＤの自治

会への貸し出しということで、今回31万5,000円

ということですから、これ１台なのかなという気

はするんですが、かなりそういった要望があって、

今回この予算を入れたということなんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○人見健康増進課長 昨年度の市政懇談会の際に、

複数のご要望をいただきまして、蘇生法等の研修

を受けられた方も自治会の中にいらっしゃるとい

うふうなお話もあったもんですから、まずは１台

用意をさせていただいて、地区の運動を中心とし

た大会の際に、ＡＥＤの置いていない施設などを

使われたときにということです。ですんで、黒磯

運動場とか西那須野の運動公園とか、それから公

民館を使われる場合には、ＡＥＤは既に設置をさ

れていると思うんですが、ＡＥＤのない場所での

そういった運動を伴う事業などの際に必要だとい

うふうなことで。また、そのＡＥＤの講習を、 

 の講習を受けられた方がいらっしゃるというこ

とであれば、ぜひとも貸し出しのという形で整備

をさせていただければと思って考えております。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、これは窓口は健康増進課

ということなんでしょうか。 

○人見健康増進課長 そのように実施をしたいと考

えております。 

○吉成委員 わかりました。 

  じゃ、次に、67ページの健康づくり推進事業、

101事業の中で、先ほど新規事業として説明をい

ただきましたけれども、この地域医療の連携推進

事業、講師謝礼ということで、今回は公民館単位
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の中で試行的に行うということで、１公民館に関

してやりたいと、15万程度の予算だという話だっ

たんですが、もう少し中身を説明をいただきたい

のと、１公民館で今回やって、好評であったり、

そういったことで今後は展開を広げていくという

ことでよろしいんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○人見健康増進課長 やり方といたしましては、ま

ずは地域の健康に関する課題を抽出しようという

ふうに考えています。その抽出の仕方としまして

は、公民館が既に組織として持っているところに、

私どもの健康づくりをサポートしていただいてい

る市民の団体で、母子保健推進とか、食生活改善

推進員という方々がいらっしゃいます。この方々

が非常に力を持っておりまして、こういった方々

もそこに入っていただく。さらには、その公民館

地区に、ベストとしましては、その公民館地区に

あります医療機関のお医者さんなども入っていた

だいて、まず課題の抽出。それから、その課題の

解決に向けた事業への取り組みというようなこと

で、この課題解決に向けた展開を複数年をかけて

やっていきたいというふうに考えております。 

  まずは、初年度は課題の抽出になる、時間をか

けて、時間を割いてやっていければな。その中で、

お医者さんのかかわりとしましては、講師として、

研修などの講演をやっていただくとか、いろんな

意見をいただくとか。それから、運動指導士さん

とか専門ですね、健康づくりの専門家を呼ぶとい

うようなところも一つ講演会の中で謝礼金の使途

としては考えておりますが、まだ課題抽出の段階

であれば、お医者さんが中心になってくるかなと

いうふうに考えております。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 具体的にはどこの公民館でスタートす

るんでしょうか。 

○人見健康増進課長 まだ調整中ではありますので、

この場では。ご容赦いただければと思います。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 続きまして、成人保健事業のほうの先

ほどの説明の中で、委託料で、今まで職員の方々

が非常に苦労しながら行っていた作業ということ

で、要は袋詰めの作業ということになるんだと思

うんですね、この健康に関する調査表を入れると

いうことですね。これは委託するとどのぐらいの

費用になるんでしょうか。 

○伊藤委員長 課長。 

○人見健康増進課長 実際には、１つ、健康診査申

し込み調査封入封緘というのが一番太字で最後に

入ってくるかと思うんですが、こちらが全世帯で

４万6,000部の要は袋詰め作業になります。予算

計上額は61万4,000円でございます。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 細かいような話になってしまいますけ

れども、今までは、そうすると職員の方々が残業

として行ってきたということで、その分の手当が

支給されたと思うんですが、それとの比較でいく

と、委託したほうが安いということでよろしいで

すか。 

○伊藤委員長 課長。 

○人見健康増進課長 こちらについては、実際に勤

務時間中もやっている部分はありますが、時間外

というか、それを費用を換算しますと、大体倍ぐ

らいはかかっていたという状況にございます。か

なりの人数で、大がかりで、４万6,000という部

なものですから、大きな会議室に書類をどんと置

いて、そこにもうみんなでわっとかかって、短期

間にかかるという状況にあるもんですから、非常

に職員にとってもつらかった部分もありますし、

本来、そこを第一にやるというところもあったも

んですから、委託することで非常に見えない部分
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の金額も出るし、見える部分の金額も削減される

というふうに考えております。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 了解をしました。 

  当然そういった作業がなくなれば、本業のほう

にも集中してできるということも当然あると思う

んですね。これたまたま健康増進課の話なんであ

れなんですが、ほかにも似たようなことというの

は当然あるんだと思うんですけれども、その辺は

全体的な見直しも進めていくということは、部長

のほうですか。この辺ちょっともしそういった流

れがわかれば。 

○伊藤委員長 部長。 

○生井保健福祉部長 どちらかというと、健康増進

課は遅かった方だというふうに思っています、全

庁的にはですね。もう業者に、ＴＫＣ絡みのやつ

なんかは、もう業者に全部袋詰めして納品という

ような形もたくさんありましたので。それにして

も全庁的な見直しといいますか、再点検というの

は必要かなというふうに思っております。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それでは、68ページの予防費、今回、

扶助費で新たに予防接種３つ、水痘、おたふく、

Ｂ型肝炎ということで、これは代表質問の中でも

ちょっと触れた事項なんですが、ちょっと余り時

間的に聞けなかった部分なんですけれども、要は、

子宮頸がん、ヒブ、それから小児用肺炎球菌に関

しては、もう完全に予防接種法自体の中でも国の

交付税措置として、もう完全に固定化されるわけ

ですよね。でも、今回は、その予防接種法自体の

見直しの中で新たな部分として、この３つの予防

接種が市としては今回、助成してやっていきまし

ょうという形になったと思うんですけれども、も

う少し国の動向としてはどういうふうに今後展開

していくのかというのを、もし健康増進課のほう

で把握されていればお聞かせ願いたいと。 

○伊藤委員長 課長。 

○人見健康増進課長 こちら３種類については、今、

国のほうで定期化の対象にすべきかどうかの検討

の対象になっているというふうな中で、その対象

となっている中で、まだ定期化が見込まれないと

ころがこの水ぼうそう、おたふく風邪、Ｂ型肝炎

というところです。昨年10月に大田原市では既に

公費助成が着手されたというところがありまして、

那須塩原市でも同様な形で４月から実施をさせて

いただきたいということで予算を計上させていた

だいております。 

○伊藤委員長 吉成委員。 

○吉成委員 この予防接種に関しては、結局地方自

治体の意見としても、きくという姿勢は持ってい

るんだと思うんですね。そうすると、那須塩原市

も当然そうですけれども、やはりこれも交付税措

置で、今後はぜひとも市のほうの負担はほぼない

状態でということで申し入れをされているという

ことでよろしいですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○人見健康増進課長 昨年度までの国・県への要望

については、まずはヒブ、小児用肺炎球菌、子宮

頸がんの費用負担をしてほしいというふうなとこ

ろで実施をしておりましたので、今後はそのよう

な対応をさせていただきたいというふうには考え

ております。 

○吉成委員 了解です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 
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  採決いたします。 

  議案第11号 平成25年度那須塩原市一般会計予

算を原案のとおり可決すべきものとすることにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第11号は全員異議なく可決すべき

ものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１２号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 次に、議案第12号 平成25年度那須

塩原市国民健康保険特別会計予算を議題といたし

ます。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○人見健康増進課長 （議案第12号について説

明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  採決いたします。 

  議案第12号 平成25年度那須塩原市国民健康保

険特別会計予算を原案のとおり可決すべきものと

することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第12号は全員異議なく可決すべき

ものと決しました。 

  それでは、健康増進課の審査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部交代のため、暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時４４分 

 

再開 午前１０時４６分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２１号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○伊藤委員長 市民課所管の常任委員会審査を行い

ます。 

  議案第21号 那須塩原市住民基本台帳カード利

用条例の制定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○鈴木市民課長 （議案第21号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりました。 

  質疑の前に、10分間休憩をとりたいと思います。 

  11時15分から開始いたします。 

 

休憩 午前１１時０４分 

 

再開 午前１１時１３分 

 

○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑を許します。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 本会議場でも聞いたんですけれども、
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原価の部分のところでちょっと確認をさせていた

だきたいんですけれども、カード交付は原価は

1,350円ぐらいかかるということで、窓口と自動

交付機との部分のところも聞いたんですけれども、

コンビニ交付のところは利用率がどれだけ上がる

かということで単価が変わってくるという。そう

すると、コンビニ利用が多くなると、この自動交

付機というのは今度、その分利用が下がるという

ことになると、自動交付機215円というふうにこ

の間、本会議場では聞いたんですけれども、コン

ビニ交付のほうは20％だと691円、100％になって

234円というふうに聞いたんですけれども、100％

になることはあり得ないし。ということは、自動

交付機のほうは、そっちに利用がとられると、や

っぱり採算的には割高になってくるという、そう

いう関係になるんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○鈴木市民課長 それにつきましては、特に今…… 

○伊藤委員長 着席のままで結構です。 

○鈴木市民課長 すみません。 

  解説を逆にしていただけたところなんですけれ

ども、そのとおりだということで。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 あと、合併のときに住民票などのす

り合わせ、幾らで発行していてというすり合わせ

をして、黒磯の金額に何か合わせて、西那須野と

かは100円ぐらいで、よく合併して高くなったと

いって怒られたことあるんですよ、私、西那須野

の住民に、合併して。黒磯に合わせたから高くな

ったと言われたんですけれども、それでも、その

ときでも窓口で住民票を発行するのは、この間は

377円と言っていたということなんで、今回のと

ころで、合併のときの合意でしていた200円とい

うのを原価に近づけるために300円にしたという

考え方なんですか。それとも、自動交付機に誘導

したくて、そっちは合併のときに200円と協定で

したんだけれども、それを値上げして300円とい

うふうにしたんですか。どっちが300円とした、

今度300円と変えますよね、窓口も200円から。そ

れがどっちの理由で上げたんですか。原価に近づ

けるために上げたのか、それとも誘導するために

上げたのか。 

○伊藤委員長 課長。 

○鈴木市民課長 これにつきましては、当然、本会

議でもお話ししたように、19年度で行政証明の見

直しをしまして、お金につきましては、今回、コ

ンビニをやる３種類だけを前倒しで原価計算をも

う１回させていただきまして、その結果が本会議

で部長が答えた金額ということで、377円と316円

ですか、登録のあれですよね。ということで、原

価計算をやった結果、本当は300円よりもっと高

いです。だけれども、300円まで引き上げて300円

ということでなっているんです。100円引くとい

うコンビニのほうにつきましては、あくまで利用

率の向上を図って、最終的にはコンビニを、初め

１年間、いきなり20％、30、40、50といかないで

すから、何とか中長期的にはかなり高い数字にコ

ンビニ、市役所に来なくてもとれるようにしてい

くということで、誘導するために、100円を下げ

たというのはそういう理由でございます。 

  300円にした理由というのは、計算によってや

っていると。コンビニをベースにして100円を上

げているということではございません。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 実際にコンビニのところで、100％

いかなければ200円台にはならないということで、

そうすると、自動交付のほうは逆に今215円だと

いう部分が上がってしまうんではないかなとこと

なんで、やっぱりカードへの誘導ということでし

たということだと思います。 
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  その辺のところで、何でカードの交付金、原価

が1,350円だったものを500円にしたかという部分

も、カードへのこれは誘導ということで安くした

ということなんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○鈴木市民課長 これは全くその通りで、まず先ほ

ども条例の中でもお話ししましたけれども、まず

住基カードを持ってもらわないと、これを媒体に

コンビニの多機能、マルチコピー機と言いますけ

れども、それに挿入して電子的に印鑑証明とか住

民票をとることができない、そのカードがないと、

まず持ってもらうということが先決なんで、まず

普及促進するために。それでもう一つ補足させて

いただければ、銀行のＡＴＭとか公共料金の支払

いというのは、非常にこれ便利なもので、特に銀

行のＡＴＭなんていうのは専用としてみんなやっ

ぱり使うと思います。ただ、印鑑証明、住民票と

いうのは、どちらかというとなかなか普及しづら

いものではあるのかなと。これをいつまでもそう

はしていられませんので、100円下げてコンビニ

のほうに行って、窓口は必要最小限にして、中長

期的には、本会議でもちょっとお話ししていると

おり、行政改革、人件費の削減みたいなものにつ

なげていくというような大きな目標があるという

ことでございます。 

  以上でございます。 

○伊藤委員長 早乙女委員。 

○早乙女委員 実際に印鑑登録とか住民票をとると

かということで、これ自体を生活の中でどれが１

年にとるのが、私はこんな便利にしても、銀行の

カードは結構使いますけれども、ＥＴＣのカード

も使うし、そのほかの自動改札なんかのも使うけ

れども、これをカードにして便利になるというほ

ど、私カード使ってまで、毎月１回や２回という

ほどのものじゃなくて、印鑑証明なんて人生の中

で車買ったときに、まだ３回ぐらいしか使ったこ

とないしというようなものだと思うんで、そのた

めにこれだけの誘導策をとるという部分のところ、

討論に入ってしまうから、わかりました。討論に

入ってしまうので、ここでやめます、質問を。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  君島委員。 

○君島委員 自動交付機使ったことないんでわから

ないんですが、これ自動交付機とか多機能端末で

使ったときに領収書が出るんでしょうかというの

が１点と、時間については、延長になっていると

いうのが説明がありましたけれども、土日、祝祭

日もオーケーなのか、使えるものなのかどうなの

かというのでちょっとお聞きしたいんですが。 

○伊藤委員長 課長。 

○鈴木市民課長 まず、領収書については当然出ま

す。 

  それであと、時間的なものにつきましては、こ

れはもう本会議でもちょっとお話しさせていただ

いたと思うんですけれども、使えないのが、逆に

使えない日を限定したほうがいいと思うんですけ

れども、12月29日から正月の３日です、この日は

使えない。時間的には６時半から10時までという

ことでございます。それ以外のその時間は使える

ということでございます。 

○君島委員 わかりました。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、討論を許し

ます。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 この住民基本台帳をカードにする、

こういうことより住基法自体が、私は個人を国が

管理するための第一歩であるということで、これ

自体に賛成をしておりません、今でも。住民基本
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台帳カードという、こういうシステム自体に。今

のシステム自体、ただ単純に自分の情報をとるだ

けということだけでないものに使えるということ

で、この制度自体に賛成じゃない。 

  その上に、それをなかなか推進できない、利用

されないということのために、またこういうふう

に誘導策までして、それでこの住民基本台帳カー

ドの交付にある手数料を１カ月キャンペーンを打

つということまでやってまですることはない。カ

ードの交付は原価が1,350円だったら、ほかの窓

口とかコンビニ交付なんかと合わせれば、最低で

も1,000円はとらなければならないものを半額に

して、それでこの期間キャンペーンを打つという

こと自体に賛成でないので、今回のこのカード利

用条例の制定について反対です。 

○伊藤委員長 ほかに討論はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  ご異議がございますので、挙手により採決いた

します。 

  議案第21号 那須塩原市住民基本台帳カード利

用の条例の制定についてを原案のとおり可決すべ

きものとすることに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○伊藤委員長 挙手多数と認めます。 

  よって、議案第21号 那須塩原市住民基本台帳

カード利用条例の制定については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

 

○伊藤委員長 それではここで福祉教育常任委員会

審査を予算等審査特別委員会第２分科会審査に切

りかえます。 

  議案第11号 平成25年度那須塩原一般会計予算

を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○鈴木市民課長 （議案第11号について説明。） 

○伊藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 印鑑証明の事務というのは、住基法

に従ってとかということでやっている法律なんか

からすると、印鑑証明の発行というのは何ていう

んでしたか、親切事務とか思いやり事務とかとい

って、根拠法がなくて市町村がやっている事務で

すよね。それが今度住基カードの中に印鑑登録も

入れてということになったときに、今まで親切事

務でやっていた部分のところが合体してくるんで

すけれども、根拠法がないものと法律に基づいて

いるものを合体してするということになったとき

に、そこら辺のところで事務としての費用負担と

いうのは全部上がったものは住民基本台帳費に入

ってきて使うということになっているんだと思う

んですけれども、その辺のところで、考え方とし

て、印鑑登録という部分のところをどういう位置

づけにしようとかということというのはあるんで

すか、実際には。全然なくて、住基カードと合体

ということだったんですか。 

○伊藤委員長 課長。 

○鈴木市民課長 これは印鑑条例というのがもとも

とございまして、印鑑条例の当然施行規則もある

ので、それに今回、住基カードで、先ほど説明し

たとおり、印鑑証明をとれますもんで、これをそ
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こに盛り込んでやっていくというようなことでご

ざいます。 

  それから、既に早乙女委員おっしゃるとおり、

印鑑登録とかそっち関係、証明書のほうですか、

上位法というのは確かにないんですよね、これ。

ですから、ないから条例つくっているわけじゃな

いんですけれども、今は条例があって、そこに今

回の住基コンビニ交付関係のですね、住基カード

でとれるということで、名前も先ほど言ったよう

に、名前がもう変えたと。住基カード兼印鑑登録

証明云々かんぬんということで名称、見出しのと

ころで名前も変えたということです。 

  以上です。 

○伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 質疑がないようなので、質疑を終了

いたします。 

  討論を許します。 

  早乙女委員。 

○早乙女委員 先ほどの住民台帳カード利用条例の

制定に対しての理由と同じ、要するにそれに伴っ

た今回予算措置ですので、同じ理由で賛成するこ

とができませんということだけ申し添えて討論に

かえます。 

○伊藤委員長 ほかに討論はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 討論がないようなので、討論を終了

いたします。 

  ご異議がありますので、挙手により採決いたし

ます。 

  議案第11号 平成25年度那須塩原市一般会計予

算を原案のとおり可決すべきものとすることに賛

成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○伊藤委員長 挙手多数を認めます。 

  よって、議案第11号 平成25年度那須塩原一般

会計予算は原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  次第にはございませんが、その他で委員の皆さ

んから何かございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○伊藤委員長 市民課の皆さんからは何かございま

せんか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 それでは、市民課の審査を終了いた

します。 

  お疲れさまでした。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○伊藤委員長 保健福祉部の本定例会における常任

委員会、予算審査特別委員会は終了となりますが、

保健福祉部全体として何かございませんか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 生井保健福祉部長におかれましては、

３月をもって定年退職となされるわけであります

が、長年にわたり、市職員として那須塩原市のま

ちづくりにご尽力をいただきまして、誠にありが

とうございます。ありがとうございました。 

  今後におかれましても、さらなる那須塩原市の

発展のためにさまざまな分野でご指導を賜りたい

と存じます。本当にお疲れさまでした。 

  これで福祉教育常任委員会の審査事項は終了い

たしました。 

  委員の皆様から出された意見等につきましては、

審査報告書として議長に提出するとともに、予算

審査特別委員会全体会及び議会最終日に報告をし

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、その他に移ります。 
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  委員の皆様からは何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○伊藤委員長 事務局から。 

○石塚議会事務局書記 (事務局説明。) 

○伊藤委員長 ほかになければ、これをもちまして

閉会といたします。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午前１１時４９分 




